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教務上の伝達事項（授業、試験、休講、行事予定等）は、３Ｓにてお知らせします。３Ｓに掲示した事

項については、すべて確認したものとして扱いますので、毎日機会あるごとに３Ｓにアクセスして確認

してください。

また、用件に応じて大学メールアドレス（s＋学籍番号　　　　　　　　　例：　　　　　　　　　　　　）

や３Ｓに登録されている個人メールアドレスに連絡することもあります。こちらも適宜確認してください。

伝達内容に疑問がある場合は、教務課に問い合わせてください。　

教務上の伝達事項について

３Ｓのログイン URL ：https://3s.musashi.ac.jp/
・IDとパスワードは、入学時に学生証と一緒に交付しています。
・質問は教務課までお願いします。

3Sスマートフォン版

【Musashi-ID・パスワードの貸し借りは禁止です！】 
自分の Musashi-ID とパスワードを他人に教えること、あるいは、 
他人の Musashi-ID とパスワードを教えてもらうことは、厳禁です。 
※ルールに違反した場合は、Musashi-ID の停止、利用資格の制限など、 
　処分や懲戒の対象になります。また、法律に抵触する可能性があります。

質問は 3S のチャットボットでも回答しています。ぜひご活用ください。

～～～　チャットボットでできること　～～～

　　　　　　　　　・　事務室開室時間外でも使用可能
　　　　　　　　　・　AI が質問の意図をくみ取り即時に回答
　　　　　　　　　・　必要な情報をすぐに見つけることができる

※質問内容によっては回答できない場合があります。
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経済学研究科
人文科学研究科
2026年1月15日

教務課

4月 1日(水)～8日(水) ガイダンス・健康診断
3日(金)10時～14日(火) 9時00分 3日(金)10時～14日(火) 9時00分

履修登録期間・履修登録修正期間 履修登録期間・履修登録修正期間
2日(木) 入学式

9日(木) 春学期授業開始

17日(金) 開学記念日（授業実施） 17日(金) 研究指導計画書および学位論文作成届 17日(金) 研究指導計画書および学位論文作成届
締切日 締切日

23日(木) 履修登録科目確認結果問い合わせ日 23日(木) 履修登録科目確認結果問い合わせ日
29日(水) 祝日授業実施

5月
21日(木)～22日(金) 休講（学部補講日）

6月
7月

9日(木) 休講（学部補講日）

16日(木) 春学期授業終了

17日(金)～9月3日(木)　 夏季休業

8月 20日(木) 予備審査用論文提出締切日(博士後期課程)

9月 1日(火) 春学期成績開示(3S) 1日(火) 春学期成績開示(3S)

1日(火)～3日(木) 15時00分 1日(火)～3日(木) 15時00分
春学期成績問い合わせ 春学期成績問い合わせ

4日(金) 秋学期授業開始
4日(金)10時～16日(水) 9時00分 4日(金)10時～16日(水) 9時00分

23日(水) 祝日授業実施 履修登録修正期間 履修登録修正期間

23日(水) 履修登録科目確認結果問い合わせ日 23日(水) 履修登録科目確認結果問い合わせ日

10月
14日(水) 休講（学部補講日）

16日(金)～17日(土) 休講（四大学運動競技大会）

30日(金) 休講（白雉祭準備日）
31日(土) 休講（白雉祭）

11月 2日（月） 休講（白雉祭片づけ）
20日(金) 学位論文提出締切日(博士後期課程) 20日(金) 学位論文提出締切日(博士後期課程)

23日(月) 祝日授業実施

26日(木) 休講（学部補講日）

12月 1日(火) 学位論文最終題目届締切日(博士前期課程) 1日(火) 学位論文最終題目届締切日(博士前期課程)
15日(火) 秋学期授業終了

16日(水)～3月31日(水)
冬季・春季休業

1月
8日(金) 学位論文提出締切日(博士前期課程) 8日(金) 学位論文提出締切日(博士前期課程)

*中旬～下旬 *中旬～下旬
学位論文審査・最終試験(博士後期課程) 学位論文審査・最終試験(博士後期課程)

2月 ＊上旬～中旬 ＊上旬～中旬
学位論文審査・最終試験(博士前期課程) 学位論文審査・最終試験(博士前期課程)

※日時は各専攻で決定

19日(金) 年間研究報告書提出締切日(博士後期課程) 19日(金) 年間研究報告書提出締切日(博士後期課程)

3月 3日(水) 秋学期成績開示(3S) 3日(水) 秋学期成績開示(3S)
学位授与者発表 学位授与者発表

3日(水)～5日(金) 15時00分 3日(水)～5日(金) 15時00分
秋学期成績問い合わせ 秋学期成績問い合わせ

22日(月祝) 学位授与式

2026年度  大学院学事日程

月 学   年   暦
学　事　日　程

経済学研究科 人文科学研究科
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1． 3S の利用

武蔵大学では、学生の皆さんへの情報伝達や、成績照会などを、学習支援ポータルサイト「Musashi Study 

Support System（愛称：Musashi 3
スリーエス

S 、以下 3S と表記）」を通じて行います。3S は、入学から卒業まで、様々

な場面で皆さんの学生生活をサポートします。十分に活用してください。また、3S 上に掲示したことは、すべ

て皆さんが確認したものとみなしますので、毎日機会あるごとにアクセスしてください。

3S 操作マニュアルは 3S ログイン後のトップ画面＞リンク集もしくは 3S トップ画面左下＞リンク一覧より

確認できます。

2． 掲示情報 （教務関係） の基本方針

◆ 学生への教務関係の連絡は原則として 3S のみで行います。

◆  休講、教室変更などの掲示情報は、該当授業の履修者に対して配信されますが、履修科目以外の情報も閲

覧できます。履修が確定しない履修登録期間中は「全授業」タブを押下して全件を確認してください。

3． 個人情報の取り扱いについて

3S 内に管理されている学生の個人情報は、学籍情報、履修・成績情報、健康管理情報等があります。

 それらの個人情報は、［武蔵学園（武蔵大学、武蔵高等学校中学校）個人情報保護指針］に基づいて取り扱

われます。

学習支援ポータルサイトについて
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教育の基本目標 

建学の三理想 

経済学研究科の教育研究上の目的 

 
 
◇学園建学の三理想 

１．東西文化融合のわが民族理想を遂行し得べき人物 

２．世界に雄飛するにたえる人物 

３．自ら調べ自ら考える力ある人物 

武蔵大学は、明治末から昭和初期にかけて財界で活躍した根津嘉一郎（初代）が、1922（大正 11）年に社会

貢献の目的で創立した、わが国初の私立七年制高等学校である旧制武蔵高等学校をルーツとしています。「人間

形成を根幹に、明日の新しい日本を担う、優れた人材を育てる」という理想を掲げた旧制武蔵高等学校は、その

後の学制改革にともない、1949（昭和 24）年に武蔵大学となりました。激しく揺れ動く現代の社会環境の中に

あって、旧制高校創設時に掲げた「建学の三理想」は、本学の教育の原点となっています。 

 
 
武蔵大学は、学園建学の精神（三理想）に基づき、学部においては全学共通の授業科目（すなわち総合科目・外

国語科目・全学対象専門科目）と各学部の専門科目を通じて、大学院においては各研究科独自の教育課程を通じて、

「リベラルアーツ＆サイエンス」の理念に従って広範かつ深遠な総合知と特定の専門知ならびに他者と協働する

力・実践力を育てることを教育の基本目標とした人材養成を行っています。武蔵大学のリベラルアーツは旧来の一

般教養と専門の区分を超えた総合的で分野横断的な教育を意味します。サイエンスは数学・統計学などの数理科学、

物理学・化学・生物学などの自然科学、経済学・社会学・政治学などの社会科学をさします。人文系の学問は、人

文学ないし人文科学と呼ばれます。リベラルアーツとサイエンスは重なり合っているため、武蔵大学ではリベラル

アーツ＆サイエンスという表現を用いています。ここには文理融合の精神も表現されています。武蔵大学がめざす

文理融合は、理系の学問が提供している情報やデータを文系の教育研究分野においても活用することです。他者と

協働する力・実践力については、武蔵大学の伝統であるゼミナールや実習等の少人数教育の場で養います。世界の

一体化が進むなかでのリベラルアーツ＆サイエンス教育の最終目的は、総合知・専門知・他者と協働する力・実践

力をバランスよく身につけ、身近な場所での知的探究と実践にたゆまず取り組み、時宜を得て世界に雄飛し、人的

交流、組織的・地域的・地球的な課題の解決に貢献しうるグローバルリーダーを養成することです。 

 

 
経済学研究科は、武蔵大学の「教育の基本目標」に基づき、経済理論、経済史、応用経済、経営、経営情報、会計、

ファイナンスに関する高度な専門知識・研究能力の獲得と、専門性の高い職業に就きうる知識と思考力の涵養を教育

研究の目的とするとともに、あわせて経済社会の安定と発展に貢献しうる有為な人材を養成することを目的とします。 

【【博博士士前前期期課課程程】】  

博士前期課程は、基礎的な学力の上に積み上げられた高度な専門能力・応用能力の獲得と、専門性の高い職業

に求められる知識・思考力の涵養を教育研究の目的とするとともに、経済社会に貢献しうる有為な人材を養成す

ることを目的とします。 

【【博博士士後後期期課課程程】】  

博士後期課程は、研究者養成機関として、国内外を問わず自立した研究活動ができる人材の養成を目的とする
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ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

とともに、経済社会の安定と発展に貢献しうる有為な人材の輩出をめざします。 

 
 
［［全全学学］］  

武蔵大学大学院は、学園建学の「三理想」に基づき、各研究科の教育課程を通じて、「リベラルアーツ＆サイ

エンス教育によって総合知・専門知・他者と協働する力・実践力をバランスよく身につけ、身近な場所での知的

探究と実践にたゆまず取り組み、世界に雄飛して人的交流、組織的・地域的・地球的な課題の解決に貢献しうる

グローバルリーダーの養成」という教育の基本目標を掲げると同時に、これを大学のビジョンとしています。 

所定の期間在学し単位を修得の上、以下の能力や資質を身につけ、博士前期課程においては修士論文または特

定課題研究の審査と最終試験に合格した学生に修士の学位、博士後期課程においては博士論文審査と最終試験に

合格した学生に対して博士の学位を授与します。 

  

【【博博士士前前期期課課程程】】  

1.各研究科に定められた関連分野及び専門分野における高度な知識 

2.自立した研究者としての専門分野における研究能力もしくは専門的職業人として高度な専門性を必要とす

る職業を担うための優れた能力 

3.研究テーマに関する適切な分析、研究方法を身につけ、先行研究に基づき、自らの主張や見解を論理的に

伝えることのできる文章構成能力、コミュニケーション能力等の技能や表現力 

4.社会の諸問題に関心を持ち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主体的

に取り組む力 

  

【【博博士士後後期期課課程程】】  

1.研究者もしくは高度な専門的職業人に期待される幅広く卓越した専門的知識 

2.専門の研究領域においてオリジナリティのある自律的で高度な研究活動ができる能力 

3.研究テーマに関する高度な分析、研究方法を身につけ、独創的な結論を導き提案を行える能力 

4.研究成果を学界や教育の場、さらには広く社会に伝えることのできる発信力や表現力 

5.未解決の問題に対しても高度な見識を活かし、問題解決に向けて主体的に取り組む力 

  

経経済済・・経経営営・・フファァイイナナンンスス専専攻攻：：  

学士課程において培った専門的知識と総合的教養を前提として、経済理論、経済史、応用経済、経営、経営情

報、会計、ファイナンスに関する研究指導を行います。博士前期課程にあっては研究能力の向上と専門性の高い

職業に就きうる知識と力の涵養を、博士後期課程にあっては高度な学術・研究能力の獲得と高等教育機関や企業

等の研究部門で活躍できる専門的能力の獲得を目指します。こうした課程を通じて、経済社会の安定と発展に貢

献しうる卓越した学識と指導力を備えた人材を養成することを教育研究上の目的とします。 

【【博博士士前前期期課課程程】】  

本課程に原則として２年（４学期）以上在学して所定の単位（30 単位）を修得し、かつ研究指導を受けた上、

修士論文あるいは課題研究論文を提出し、その審査に合格することが必要です。さらに、研究者コースならびに

高度職業人コースにおいて目標とする以下に示すような、専門知識、研究調査能力、表現能力を修得し、研究者
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

や高度職業人にふさわしい資質を培った者に修士（経済学）を授与します。 

 

〔研究者コース〕 

1.経済学、経営学、金融学における専門知識を身につけていること 

2.専門研究領域の中で自ら設定したテーマを明らかにするための調査分析能力と探求心を備えていること 

3.研究成果を伝達するに充分な構成能力、文章表現力、討論能力等を有していること 

4.国内外を問わず自立した研究活動を継続できる資質をもっていること 

5.国内外の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用しながら、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決

に主体的に取り組む力を有していること 

 

〔高度職業人コース〕 

1.各種プログラムに応じた専門知識を身につけていること 

2.各領域の専門領域におけるキャリア開発や自ら設定したテーマの解明に求められる調査分析能力と探求心

を備えていること 

3.自らの知見を伝達するに充分な構成能力、文章表現力、討論能力等を有していること 

4.高度な専門知識を追求し続ける資質をもっていること 

5.他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主体的に取り組む力を有していること 

 

【【博博士士後後期期課課程程】】  

本課程では、社会経済の安定と発展に貢献しうる有為な人材たる研究者として、専門の研究分野において国内

外問わず自立した研究活動ができる能力を身につけます。原則として、本課程に３年（６学期）以上在学して研

究指導を受け、所定の単位を修得した上で、学位申請論文を提出して、その審査及び最終試験に合格した者に博

士（経済学）を授与します。 

1.研究者に期待される幅広く卓越した専門的知識を身につけていること 

2.経済学、経営学、金融学における専門の研究領域において自律的で高度な研究活動を行える能力を備えて

いること 

3.高度な分析・研究手法を身につけ、独創的な結論を導き提案を行える能力を有していること 

4.研究成果を学会や教育の場、さらには広く社会に発信できる能力を有していること 

5.未解決の問題に対し、高度な見識を生かしながら問題解決に向けて主体的に取り組む姿勢をもっていること 

 
 
【【博博士士前前期期課課程程】】  

博士前期課程は、経済・経営・ファイナンス専攻の１専攻で構成し、経済理論、経済史、応用経済、経営、経

営情報、会計、ファイナンスに関する研究指導を行います。研究者コースと高度職業人コースの２つのコースを

設置し、高度職業人コースはさらにキャリア別プログラムとテーマ別研究プログラムに分かれます。本課程は、

経済学、経営学、ファイナンスの諸分野において、研究者コースが自立した研究活動を行うことができる専門的

知識とその応用能力、高度職業人コースが社会から要請されている高度な専門的知識とその応用能力を養成する

ためのカリキュラムを編成しています。また、２年間で前期課程を修了することが困難であることがあらかじめ

想定される学生に対しては、３年または４年を履修期間とする長期履修学生制度を設けています。 
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〔研究者コース〕 

1.経済理論、経済史、応用経済、経営、経営情報、会計、ファイナンスの各領域に関して自立した研究活動を行うこ

とができる専門的知識とその応用能力を修得させるために、「演習」、「講義」などの科目を体系的に配置する 

2.専任教員の中から指導教授１名及び副指導教授２名以内を定め、その指導の下、学生は修了に必要な授業

科目を履修する 

3.修士論文の提出者は、原則として３名以上の学位論文関連科目担当の教員が構成する審査委員会による審

査及び最終試験を受けなければならない 

4.研究指導は、指導教授が個々の学生に交付する研究指導計画書に基づいて行う 

 

〔高度職業人コース〕 

1.経済理論、経済史、応用経済、経営、経営情報、会計、ファイナンスの各領域に関して社会から要請されている

高度な専門的知識とその応用能力を修得させるために、「演習」、「講義」などの科目を体系的に配置する 

2.専任教員の中から指導教授 1名及び副指導教授 2名以内を定め、その指導の下、学生は修了に必要な授業

科目を履修する 

3.修士論文または課題研究論文の提出者は、原則として３名以上の学位論文関連科目担当の教員が構成する

審査委員会による審査及び最終試験を受けなければならない 

4.研究指導は、指導教授が個々の学生に交付する研究指導計画書に基づいて行う 

5.高度職業人コースには、主として資格の取得を目標とするキャリア別プログラムと、事前に設定したテー

マに応じて研究を進めるテーマ別プログラムを設置する 

6.キャリア別プログラムは、公務員、会計専門家、ＩＴ経営ストラテジスト、証券アナリストの４つの領域

から構成する 

7.テーマ別プログラムは、８つのテーマから研究テーマを選択して、問題解決型の実践的研究を行えるよう

にカリキュラムを編成する 

 

【【博博士士後後期期課課程程】】  

博士後期課程は、経済・経営・ファイナンス専攻の１専攻で構成され、研究テーマとして経済理論、経済史、

応用経済、経営、経営情報、会計、ファイナンスの 7 つの分野から構成されています。本課程は、大学やシンク

タンクなどの研究機関で研究活動に従事する研究者養成を目的としたカリキュラムを編成しています。 

 

1.経済理論、経済史、応用経済、経営、経営情報、会計、ファイナンスの各領域において幅広く、かつ卓越した専門的

知識や研究調査能力などの諸能力を修得させるために、「論文指導」、「特殊研究」などの科目を体系的に配置する 

2.専任教員の中から指導教授 1 名及び副指導教授 2 名以内を定め、その指導の下、学生は専門科目について

の高度な演習の性格をもつ「特殊研究」科目と学位論文作成に向けた「論文指導」科目を履修する 

3.学位申請論文を提出するまでの各年度に年間研究報告書を作成、提出しなければならない。なお、本課程

における研究指導は、指導教授が研究指導計画書に基づいて行う 

4.学位申請論文を構成する内容については、『武蔵大学論集』又は、専攻学術分野における定評ある専門学術

誌に発表済み又は採択済みの論文２篇以上（うち１篇は採択済でも可）であることなどを条件とする 

5.学位申請論文の正式提出後には、原則として３名以上の学位論文関連科目担当の教員が構成する審査委員

会による審査及び最終試験を受けなければならない 
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１ 教育課程 

経済学研究科博士前期課程は、「経済・経営・ファイナンス専攻」の１専攻のみによって構成されており、その中に博

士後期課程に進学し、自立した研究活動を行うことのできる研究者の育成を目的とする研究者コースと、原則、博士前

期課程の２年間で社会から要請されている高度の専門知識をもつ人材育成を目ざす高度職業人コースの２つのコース

が設定されている。さらに、高度職業人コースには、主に資格取得を目標とするキャリア別プログラムと、提示されている

テーマに応じた研究を主眼とするテーマ別研究プログラムの２つのプログラムが用意されている。 

研究者コースは、主として博士後期課程への進学を前提とした研究者育成コースであり、博士前期課程では、指導

教授の指導と討論によって決定した研究テーマと履修計画に即して修士論文の作成を目標に学ぶ。 

高度職業人コース・キャリア別プログラムは、学部卒業生と社会人を対象に、下に示した４つのプログラムを用意して

おり、具体的な職業を明示したカリキュラムの下で学ぶことにより、専門的知見の養成を目指す。その際下記の資格を

取得する上で、修士論文の作成が求められない場合には、課題研究論文をもって修士課程の学位論文とすることがで

きる。 各プログラムに対応する資格等を列挙すると以下である。 

① 公務員プログラム ······················· 国家公務員総合職（経済）、地方公務員上級一般行政系 

② 会計専門家プログラム ················· 企業の経理・財務担当者の養成、公認会計士、税理士、USCPA 

③ IT経営ストラテジストプログラム ······· 情報処理技術者、Project Management Professional(PMP) 

④ 証券アナリストプログラム ··············· 証券アナリスト、CFP（１級 FP） 

他方、高度職業人コース･テーマ別研究プログラムは、特徴のある研究プログラムとして用意されている。これは主に

社会人を対象として、職場で経験し、あるいは解決を求められる課題に即して設けられた以下の８テーマの中から研究

テーマを選択し、研究テーマごとに指定されたカリキュラムの下で、問題解決型の実践的研究を行うコースである。修士

論文の作成が必要とされない場合には、課題研究論文をもって修士課程の学位論文とすることができる。 

① 企業の経営戦略 

② プロジェクト投資とプライベート・エクイティ投資 

③ 株式ポートフォリオ投資戦略に関わる研究 

④ 地域経済の振興 

⑤ 経済特区活用の事例研究 

⑥ アジア経済に関わる研究 

⑦ 経済・経営のグローバル化に関わる研究 

⑧ 自己設定テーマ（学生自身のキャリアの中で取り組んでいるテーマ） 

博士前期課程各コース／プログラムの授業科目、単位数および担当者については「２ 修了要件」および「10 開講科

目一覧」を参照のこと。 

 
 

─ 10─

経済学研究科（博士前期課程）



経済学研究科（博士前期課程） 

― 11 ― 

２ 修了要件 

［各コース／プログラム共通事項］ 
武蔵大学大学院学則により、次の要件を充足しなければならない。 

（1）2 年以上在学していること。ただし、長期履修学生は当該標準修業年限（3 年または 4 年）在学していること。なお、

早期修了制度対象者は、在学 1 年で足りるものとする。 

（2）合計 30 単位以上を修得すること。内訳はコースやプログラムにより異なる。下表 1～13 を参照のこと。 

（3）学位論文（修士論文または課題研究論文）の審査に合格しなければならない。なお、課題研究論文をもって学位論

文とできるのは、高度職業人コース所属者に限る。 

なお、下表１～１3 すべてにおいて、以下の注を参照すること。 

（注１） 「中級マクロ経済学」および「中級ミクロ経済学」の修得可能単位数の上限は 2 単位である。その他の科目は添字

（ａ、ｂ、Ⅰ、Ⅱ）で区別して、添字が異なれば重複履修にはならない。 

（注２） 科目詳細（開講科目、添字 a、b によって示す開講期、単位数等）は、「10 開講科目一覧」による。 

 
【１ 研究者コース】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 
① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 指導教授の指示する演習科目、講義科目 22 単位 

（2）「修士論文」の審査に合格すること 

【２ 高度職業人コース キャリア別プログラム（公務員プログラム）】 

区分 科目名 単位 

（1）必修科目 
① 中級マクロ経済学(注 1)  2 単位 

4 単位 
② 中級ミクロ経済学(注 1)  2 単位 

（2）選択科目 

① 
経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習  

② 

政治経済学 上級マクロ経済学 

18 単位 

応用ミクロ経済分析 経済動学 

計量経済学 経済学史 

西洋経済史 日本経済史 

現代財政論 世界経済論 

産業組織論 労働経済学 

農業経済学 開発経済学 

ベンチャー企業 国際経営 

経営組織 組織行動 

経営戦略 市場戦略 

国際ファイナンス 金融機関 

経営ファイナンス統計 

（3）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 
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【３ 高度職業人コース キャリア別プログラム（会計専門家プログラム）】 

区分 科目名 単位 

（1）必修科目 
① 会計学演習  8 単位 

10 単位 
② 中級ミクロ経済学(注 1)  2 単位 

（2）選択科目 ① 

財務会計論 財務報告論 

20 単位 

管理会計論 国際会計論 

監査論 財産法 

企業法 租税法 

経営法演習 インベストメント 

証券市場 国際ファイナンス 

経営組織 組織行動 

現代財政論 応用経済演習 

(3)「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【４ 高度職業人コース キャリア別プログラム（ＩＴ経営ストラテジストプログラム）】 

区分 科目名 単位 

（1）必修科目 ① 経営情報演習 8 単位 

（2）選択科目 

① 

経営情報マネジメント 

8 単位 

22 単位 

意思決定システム 

数理システム 

② 

マーケティング 情報コミュニケーション 

14 単位 

ベンチャー企業 国際経営 

経営組織 組織行動 

経営戦略 市場戦略 

財務会計論 財務報告論 

管理会計論 国際会計論 

監査論 財産法 

企業法 経営学演習 

会計学演習 経営法演習 

(3)「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【５ 高度職業人コース キャリア別プログラム（証券アナリストプログラム）】 

区分 科目名 単位 

（1）必修科目 

① ファイナンス演習 8 単位 

12 単位 ② 中級マクロ経済学(注 1) 2 単位 

③ 中級ミクロ経済学(注 1) 2 単位 

（2）選択科目 

 証券市場 現代財政論 

18 単位 

 計量経済学 コーポレートファイナンス 

① 
財務会計論 財務報告論 

国際会計論 金融工学 

 インベストメント 金融機関 

 国際ファイナンス  

（3）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 
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【６ 高度職業人コース テーマ別研究プログラム（企業の経営戦略）】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 

① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 

計量経済学 世界経済論 

22 単位 

マーケティング 経営戦略 

市場戦略 経営情報マネジメント 

意思決定システム 数理システム 

コーポレートファイナンス インベストメント 

証券市場  

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【７ 高度職業人コース テーマ別研究プログラム（プロジェクト投資とプライベート・エクイティ投資）】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 

① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 

上級マクロ経済学 中級マクロ経済学(注 1) 

22 単位 
経営戦略 市場戦略 

財務報告論 コーポレートファイナンス 

インベストメント 国際ファイナンス 

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【８ 高度職業人コース テーマ別研究プログラム（株式ポートフォリオ投資戦略に関わる研究）】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 

① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 

応用ミクロ経済分析 計量経済学 

22 単位 
中級ミクロ経済学(注 1) 財務報告論 

コーポレートファイナンス インベストメント 

証券市場 国際経営財務 

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【９ 高度職業人コース テーマ別研究プログラム（地域経済の振興）】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 

① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 

上級マクロ経済学 応用ミクロ経済分析 

22 単位 

中級マクロ経済学(注 1) 中級ミクロ経済学(注 1) 

世界経済論 農業経済学 

経営戦略 市場戦略 

経営情報マネジメント 

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 
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【10 高度職業人コース テーマ別研究プログラム(経済特区活用の事例研究）】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 

① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 

上級マクロ経済学 中級マクロ経済学(注 1) 

22 単位 

現代財政論 経営戦略 

市場戦略 租税法 

意思決定システム 数理システム 

インベストメント  

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【11 高度職業人コース テーマ別研究プログラム(アジア経済に関わる研究）】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 

① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 

上級マクロ経済学 応用ミクロ経済分析 

22 単位 

計量経済学 中級マクロ経済学(注 1) 

中級ミクロ経済学(注 1) 開発経済学 

国際経済学 コーポレートファイナンス 

国際ファイナンス  

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【12 高度職業人コース テーマ別研究プログラム(経済・経営のグローバル化に関わる研究)】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 

① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 

政治経済学 西洋経済史 

22 単位 

日本経済史 現代財政論 

世界経済論 農業経済学 

ベンチャー企業 国際経営 

経営組織 組織行動 

経営戦略 市場戦略 

人事管理 国際会計論 

国際ファイナンス 金融機関 

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 

【13 高度職業人コース テーマ別研究プログラム（自己設定テーマ）】 

区分 科目名 単位 

（1）選択科目 
① 

経済理論演習 経済史演習 

8 単位 
応用経済演習 経営学演習 

経営情報演習 会計学演習 

経営法演習 ファイナンス演習 

② 指導教授の指示する演習科目、講義科目 22 単位 

（2）「課題研究論文」又は「修士論文」の審査に合格すること 
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３ 学位論文（修士論文または課題研究論文） 

(1) 提出資格 
以下の①～③の条件をすべて満たすこと。 
① 当該年度において修業年限が 2 年以上に達すること。（「早期修了制度」対象者は１年、長期履修学生３年コ

ースは３年、４年コースは４年に達すること）。 
② 所定の修了必要単位をすべて修得見込みであること。 
③ 修了必要単位のうち、学位論文作成年度春学期終了時までに 16 単位以上を修得見込みであること。 

(2) 論文提出に関する手続 
学位論文を提出しようとする者は、以下の書類を学長に提出しなければならない。詳細は別途、3S で掲示する。

（提出先は全て教務課） 

学位論文作成届 

【提出期限】 2026 年 4 月 17 日（金）16 時 40 分 
・ 学位論文の種類（修士論文か、あるいは課題研究論文）を明記の上、提出すること

（所定書式を使用のこと）。 
・ 締切の厳守は、「修了見込証明書」を発行するうえで不可欠である。 

最 終 題 目 届 

【提出期限】 2026 年 12 月 1 日（火）16 時 40 分 
・ 学位論文の種類（修士論文か、あるいは課題研究論文）を明記の上、提出すること

（所定書式を使用のこと）。 
・ 締切の厳守は、「審査委員会の構成」を行ううえで不可欠である。 

学 位 論 文 

【提出期限】 2027 年 1 月 8 日（金）15 時 00 分 
【提出方法】  オンライン提出。 

 詳細は 3S 掲示を確認すること。 
【論文体裁】 
・ 表紙は所定の書式を使用し、論文と同一ファイルとすること。 

論 文 の 要 旨 
【提出期限】 学位論文と同じ 
【提出方法】  学位論文と同じ 
【要旨体裁】  3,000 字程度 

論 文 審 査 ・ 
最 終 試 験 

【試験日】 2027 年 2 月上旬～中旬（日時は別途連絡する。） 
原則として博士前期課程担当専任教員 3～4 名によって構成された審査委員会が行う。 
詳細は別途、3S で掲示する。 

学位論文作成届および最終題目届の手続を行ったにもかかわらず学位論文の提出を延期した者は、翌年度に

同様の手続きを行うことになる。前の年度の手続きはすべて無効となるので留意のこと。なお、休学によって所定の

期日までに学位論文作成届を提出できなかった者は、復学後すみやかにこれを提出すること。 
 
 
４ 修業年限に係る各種制度 

((11))  ［［大大学学院院進進学学奨奨励励学学生生制制度度利利用用ににかかかかるる早早期期修修了了制制度度（（研研究究者者ココーースス・・高高度度職職業業人人ココーースス  キキャャリリアア別別ププロロググララムム））］］  

成績優秀な者が大学院学則第 20 条第 3 項第 1 号アに基づき、１年で大学院博士前期課程を修了できる制度

である。１年で修了するためには、つぎの条件を満たさなくてはならない。なお、希望者は春学期履修登録期間に

教務課にて手続を行うこと。 
① 入学前既修得 10 単位以上（演習科目の 4 単位を含む）が認定されていること。 
② 30 単位以上を修得して、その 2/3 以上の評価が A であること（認定された入学前既修得単位を含む）。 
③ 修士論文あるいは課題研究論文の評価が A であること。 

((22))  ［［大大学学院院学学則則第第 1144 条条第第２２項項ににかかかかるる早早期期修修了了制制度度］］   
大学院学則第 14 条第 2 項の規定を適用された者が第 20 条第 3 項第 1 号イに基づき、1 年で大学院博士前

期課程を修了できる制度である。1 年で修了するためには、つぎの条件を満たさなくてはならない。なお、希望者

は春学期履修登録期間に教務課にて手続を行うこと。 
① 入学前既修得 10 単位以上（演習科目の 4 単位を含む）が認定されていること。 
＊大学院進学奨励学生制度利用者は、上記（2）を利用することは出来ません。 
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((33))  ［［長長期期履履修修学学生生制制度度］］  

職業を有している等の事情がある者に余裕をもって勉学をすすめることを可能にした制度で、３年コースと４年コ

ースがある。在学年限は、両コースともに上記修業年限に１年を加えた年限である。したがって、修業年限３年を選

択した学生は在学年限が４年となり、修業年限４年を選択した学生は在学年限が５年となる。長期履修学生制度を

利用する 2020 年度以降の入学生が年間で履修登録できる単位は、３年コースでは最大 14 単位、４年コースでは

最大 10 単位とする。 
詳細は武蔵大学大学院長期履修制度に関する規程を参照の上、教務課に問い合わせること。 

 
 
５ 授業科目の履修についての留意点 

(1) 博士前期課程は、基礎的な学力の上に積み上げられた高度な専門能力、応用能力の養成に教育の主眼をおき、

カリキュラムは講義形式の授業科目、少人数制の文献の輪読形式で行われる授業科目、論文指導のための演習で

構成されている。 

講義形式の授業科目：「中級マクロ経済学」、「中級ミクロ経済学」は、大学院レベルの基礎学力の修得を目的とし、

標準的な教科書を用いて講義形式で授業を行う。他の授業科目を履修する上で前提となる内容の講義であることか

ら、1 年次に履修することが望ましい。以上の 2 科目は重複履修ができない。 

輪読形式の授業科目：講義形式以外の授業科目は、学位論文作成に必要とされる、より専門的な知識の修得を目

的としている。それぞれの授業科目は、同じ名称でも分野またはレベルに応じて科目名に添字を付して区別されてい

る。添字が異なれば、重複履修にはならない。 

論文指導のための演習科目：論文指導のための演習科目は、指導教授の下で、学位論文の作成を目指して専門領

域について深く研究することを目的とする科目である。原則として指導教授が担当する 8 単位に限って履修を認める。

ただし、指導教授が必要と認め、かつ当該演習担当教員が許可した場合には、それ以外の演習科目の履修を認め

る。演習科目についても、同じ名称の科目に添字を付して区別する。したがって、添字が異なれば、重複履修にはな

らない。1 年次の演習科目履修においては、学生の論文作成テーマに関わる内外の文献を読みながら問題意識を

培い、論文テーマを絞る。2 年次では、学位論文の執筆を行う。 

(2) 履修登録の際は、授業科目の履修について必ず指導教授の許可を得ること（学部科目、教職・学芸員課程に関す

る専門科目を含む）。 

(3) 次の①～②において修得した単位数を合計して 14 単位まで博士前期課程修了必要単位数に算入することができ

る（ただし、経済学研究科委員会において必要と認められた場合に限る。また、①～②について対象となる学生は、

研究者コース、高度職業人コース テーマ別プログラム（自己設定テーマ）に所属する者に限られる）。 

① 武蔵大学大学院 人文科学研究科 

② 武蔵大学大学院 経済学研究科と特別聴講学生制度の協定を結んでいる他大学大学院 

(４) 武蔵大学大学院入学前に大学院において修得した単位は、上記(3)とは別に、14 単位まで博士前期課程修了必

要単位数に算入することができる。 

(5) 長期履修学生制度を利用する 2020 年度以降の入学生が年間で履修登録できる単位は、３年コースでは最大 14

単位、４年コースでは最大 10 単位とする。 

 

 

６ 指導教授および副指導教授 

(1) 学生には、原則として、本学専任教員 1 名を指導教授としておく。学生は指導教授のもとで専門領域を研究する。 
(2) 学生は指導教授の担当する演習において、2 年間の論文指導を受ける。なお、早期修了制度対象者は１年間で足

りるものとする。 
(3) 学生は指導教授と相談の上、専門領域に必要な科目の履修計画を作成する。 
(4) 指導教授の指示のもと、その年度に履修する授業科目の担当者の中から副指導教授を決定し、適宜論文指導を

受ける。 
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７ 研究指導計画書 

この計画書は、指導教授が個々の学生に交付するので、指導教授の指示にしたがうこと（所定書式を使用のこと）。 

 

 

８ 研究指導スケジュール 

 

 

９ 博士後期課程への進学について 

本学博士後期課程への進学については、指導教授と相談した上で進めること。また、出願や受験にあたってはアド

ミッションセンターに確認すること。 

年次 時期 内容 
1 年次 
 
 
 
 
 
 
 

4 月 
 
 
 
 
 
 
 

 

・経済学研究科ガイダンス開催 

 研究科教務主任による学修・年間スケジュールに関する説明 
・指導教授・副指導教授の決定 

・履修登録期間 

 指導教授と相談の上、履修科目を決定する。  
・授業開始 

・研究指導計画書の交付 

 院生の研究計画に対応しながら、指導教授・副指導教授による年間指導計画書を作成し交付する 
・研究指導計画書に基づく指導開始 

9 月 ・履修登録修正期間 

2 年次 4 月 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・経済学研究科ガイダンス開催 

 研究科教務主任による学修・年間スケジュールに関する説明 
・学学位位論論文文作作成成届届提提出出  
 学位論文の種類（修士論文・課題研究論文）を明記して提出 
・履修登録期間 

 指導教授と相談の上、履修科目を決定する。  
・授業開始 

・研究指導計画書の交付 

 院生の研究計画に対応しながら、指導教授・副指導教授による年間指導計画書を作成し交付する 
・研究指導計画書に基づく指導開始 

9 月 
12 月 

 
12 月 
～1 月 
1 月 
2 月 

 
 

3 月 

・履修登録修正期間 

・学位論文最終題目届提出 

 学位論文の種類（修士論文・課題研究論文）を明記して提出 
・審査委員会構成 

 指導教授・副指導教授を中心とした 3～4 名からなる審査委員会を構成する 
・学学位位論論文文、、論論文文のの要要旨旨提提出出 
・論文審査・最終試験 

 審査の観点は「学位論文及び課題研究論文の評価基準」に従う 
・研究科委員会で修了者決定 

・学位（修士（経済学））授与 
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〔指導教授一覧〕

【博士前期課程】

【経済・経営・ファイナンス専攻】

分野 担当者 担当科目

経 

済 

理 

論

教　授 Ｐｈ．Ｄ． 鈴木　唯 上級マクロ経済学

教　授 博士（社会経済） ※3 松川　勇 応用ミクロ経済分析

教　授 博士（商学） 蓮見　亮 経済動学

教　授 博士（経済学） 笠松　怜史 応用ミクロ経済分析

准教授 博士（経済学） 佐藤　宇樹 計量経済学

准教授 博士（社会工学） 高野　佳佑 応用ミクロ経済分析

准教授 博士（経済学） 高野　哲彰 応用ミクロ経済分析

経
済
史

教　授 経済学博士 河合　康夫 西洋経済史

教　授 博士（経済学） 攝津　斉彦 日本経済史

教　授 Ｐｈ．Ｄ． 根元　邦朗 社会思想史

応
用
経
済

教　授 博士（経済学） 神林　龍 労働経済学

教　授 博士（環境科学） ※1 田中　健太 産業組織論

教　授 博士（経済学） 釣　雅雄 日本経済論

教　授 二階堂　有子 世界経済論

教　授 博士（経済学） 広田　啓朗 現代財政論

准教授 Ｐｈ．Ｄ． 小川　俊明 現代金融論

准教授 Ｐｈ．Ｄ． 原　朋弘 開発経済学

経　

営

教　授 博士（商学） 伊藤　誠悟 市場戦略

教　授 博士（商学） 大平　修司 マーケティング

教　授 Ｐｈ．Ｄ． 鈴木　真也 国際経営

教　授 鈴木　正明 ベンチャー企業

教　授 土屋　直樹 人事管理

教　授 博士（商学） ※2 古瀬　公博 経営組織

教　授 博士（商学） 山﨑　秀雄 経営戦略

経
営
情
報

教　授 荻野　紫穂 情報コミュニケーション

教　授 下川　拓平 数理システム

教　授 博士（工学） 竹内　広宜 経営情報マネジメント

会　

計

教　授 博士（商学） 海老原　崇 財務報告論

教　授 博士（商学） 金子　善行 租税法

教　授 博士（法学） 水島　治 企業法

教　授 山下　奨 財務会計論

准教授 博士（商学） 髙橋　由香里 財務会計論

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

教　授 博士（商学） 大野　早苗 国際ファイナンス

教　授 博士（理学） 神楽岡　優昌 金融工学

教　授 博士（経済学） 北村　智紀 インベストメント

教　授 博士（国際公共政策） 茶野　努 金融機関

教　授 博士（経営学） 徳永　俊史 コーポレートファイナンス

准教授 博士（商学） 中嶋　幹 証券市場

（注）　※1：2026年度通年　指導教授不可。

　　　※2：2026年度秋学期　指導教授不可。

 通年で指導教授にできないため、春学期・秋学期で指導教授の変更が必要。

 指導教授変更の手続きは教務課に確認すること。

　　　※3：2026年度入学生は指導教授にすることはできない。
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10 開講科目一覧

【博士前期課程】

〔経済・経営・ファイナンス専攻〕

分野 前期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

経
済
理
論

政治経済学AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

政治経済学AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

政治経済学BⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

政治経済学BⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

上級マクロ経済学Ⅰa 講義 2 春学期 教授 鈴木　唯

上級マクロ経済学Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 鈴木　唯

応用ミクロ経済分析AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

応用ミクロ経済分析AⅠb 講義 2 秋学期 専任講師 金子　周平

応用ミクロ経済分析BⅠa 講義 2 春学期 教授 松川　勇

応用ミクロ経済分析BⅠb 講義 2 秋学期 教授 松川　勇

応用ミクロ経済分析CⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

応用ミクロ経済分析CⅠb 講義 2 秋学期 准教授 高野　佳佑

応用ミクロ経済分析DⅠa 講義 2 春学期 教授 笠松　怜史

応用ミクロ経済分析DⅠb 講義 2 秋学期 教授 笠松　怜史

応用ミクロ経済分析EⅠa 講義 2 春学期 准教授 高野　哲彰

応用ミクロ経済分析EⅠb 講義 2 秋学期 准教授 高野　哲彰

経済動学Ⅰa 講義 2 春学期 教授 蓮見　亮

経済動学Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 蓮見　亮

計量経済学Ⅰa 講義 2 春学期 准教授 佐藤　宇樹

計量経済学Ⅰb 講義 2 秋学期 准教授 佐藤　宇樹

計量経済学AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

計量経済学AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

計量経済学BⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

計量経済学BⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済学史Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

経済学史Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

中級マクロ経済学 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

中級ミクロ経済学 講義 2 秋学期 教授 広田　啓朗

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 笠松　怜史

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 笠松　怜史

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 鈴木　唯

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 鈴木　唯

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 准教授 佐藤　宇樹

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 准教授 佐藤　宇樹

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 蓮見　亮

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 蓮見　亮

経済理論演習Ⅰa 演習 2 春学期 准教授 高野　哲彰

経済理論演習Ⅰb 演習 2 秋学期 准教授 高野　哲彰

─ 19─

経済学研究科（博士前期課程）



分野 前期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

経
済
史

西洋経済史Ⅰa 講義 2 春学期 教授 河合　康夫

西洋経済史Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 河合　康夫

日本経済史Ⅰa 講義 2 春学期 教授 攝津　斉彦

日本経済史Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 攝津　斉彦

社会思想史Ⅰa 講義 2 春学期 教授 根元　邦朗

社会思想史Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 根元　邦朗

経済史演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 河合　康夫

経済史演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 河合　康夫

経済史演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 攝津　斉彦

経済史演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 攝津　斉彦

経済史演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 根元　邦朗

経済史演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 根元　邦朗

応
用
経
済

財政金融論 講義 2 － ◆ 欠　講

現代財政論Ⅰa 講義 2 春学期 教授 広田　啓朗

現代財政論Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 広田　啓朗

現代金融論Ⅰa 講義 2 春学期 准教授 小川　俊明

現代金融論Ⅰb 講義 2 秋学期 准教授 小川　俊明

現代金融論AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

現代金融論AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

現代金融論BⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

現代金融論BⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

世界経済論Ⅰa 講義 2 春学期 教授 二階堂　有子

世界経済論Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 二階堂　有子

日本経済論Ⅰa 講義 2 春学期 教授 釣　雅雄

日本経済論Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 釣　雅雄

産業組織論Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講
2026年度特別研究員　田中　健太

産業組織論Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

労働経済学Ⅰa 講義 2 春学期 教授 神林　龍

労働経済学Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 神林　龍

農業経済学Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

農業経済学Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

開発経済学Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

開発経済学Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

開発経済学AⅠa 講義 2 春学期 准教授 原　朋弘

開発経済学AⅠb 講義 2 秋学期 准教授 原　朋弘

国際経済学 講義 2 － ◆ 欠　講

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 広田　啓朗

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 広田　啓朗

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講
2026年度特別研究員　田中　健太

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 釣　雅雄

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 釣　雅雄

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 神林　龍

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 神林　龍

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 二階堂　有子

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 二階堂　有子

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講
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経済学研究科（博士前期課程）



分野 前期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

応
用
経
済

応用経済演習Ⅰa 演習 2 春学期 准教授 小川　俊明

応用経済演習Ⅰb 演習 2 秋学期 准教授 小川　俊明

経済学講義 講義 2 － ◆ 欠　講

経
営

国際経営Ⅰa 講義 2 春学期 教授 鈴木　真也

国際経営Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 鈴木　真也

国際経営AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際経営AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

国際経営BⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際経営BⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

ベンチャー企業Ⅰa 講義 2 春学期 教授 鈴木　正明

ベンチャー企業Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 鈴木　正明

経営組織Ⅰa 講義 2 春学期 教授 古瀬　公博

経営組織Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講 2026年度秋学期特別研究員　古瀬　公博

生産マネジメント 講義 2 － ◆ 欠　講

組織行動Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

組織行動Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

マーケティングⅠa 講義 2 春学期 教授 大平　修司

マーケティングⅠb 講義 2 秋学期 教授 大平　修司

経営戦略Ⅰa 講義 2 春学期 教授 山﨑　秀雄

経営戦略Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 山﨑　秀雄

市場戦略Ⅰa 講義 2 春学期 教授 伊藤　誠悟

市場戦略Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 伊藤　誠悟

人事管理Ⅰa 講義 2 春学期 教授 土屋　直樹

人事管理Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 土屋　直樹

経営史 講義 2 － ◆ 欠　講

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 大平　修司

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 大平　修司

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 鈴木　正明

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 鈴木　正明

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 山﨑　秀雄

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 山﨑　秀雄

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 伊藤　誠悟

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 伊藤　誠悟

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 土屋　直樹

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 土屋　直樹

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 鈴木　真也

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 鈴木　真也

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 古瀬　公博

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講 2026年度秋学期特別研究員　古瀬　公博

経営学演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経営学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講
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経済学研究科（博士前期課程）



分野 前期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

経
営
情
報

経営情報マネジメントⅠa 講義 2 春学期 教授 竹内　広宜

経営情報マネジメントⅠb 講義 2 秋学期 教授 竹内　広宜

意思決定システムⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

意思決定システムⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

数理システムⅠa 講義 2 春学期 教授 下川　拓平

数理システムⅠb 講義 2 秋学期 教授 下川　拓平

情報コミュニケーションⅠa 講義 2 春学期 教授 荻野　紫穂

情報コミュニケーションⅠb 講義 2 秋学期 教授 荻野　紫穂

経営情報演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経営情報演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経営情報演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 竹内　広宜

経営情報演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 竹内　広宜

経営情報演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 下川　拓平

経営情報演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 下川　拓平

経営情報演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 荻野　紫穂

経営情報演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 荻野　紫穂

会
計

財務会計論AⅠa 講義 2 春学期 教授 山下　奨

財務会計論AⅠb 講義 2 秋学期 教授 山下　奨

財務会計論BⅠa 講義 2 春学期 准教授 髙橋　由香里

財務会計論BⅠb 講義 2 秋学期 准教授 髙橋　由香里

財務報告論Ⅰa 講義 2 春学期 教授 海老原　崇

財務報告論Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 海老原　崇

管理会計論Ⅰa 講義 2 春学期 講師 目時　壮浩

管理会計論Ⅰb 講義 2 秋学期 講師 目時　壮浩

国際会計論Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際会計論Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

監査論Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

監査論Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

会計学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 山下　奨

会計学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 山下　奨

会計学演習AⅠa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

会計学演習AⅠb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

会計学演習AⅠa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

会計学演習AⅠb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

会計学演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

会計学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

会計学演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 海老原　崇

会計学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 海老原　崇

会計学演習Ⅰa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

会計学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

会計学演習Ⅰa 演習 2 春学期 准教授 髙橋　由香里

会計学演習Ⅰb 演習 2 秋学期 准教授 髙橋　由香里

財産法Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

財産法Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

企業法Ⅰa 講義 2 春学期 教授 水島　治

企業法Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 水島　治

租税法Ⅰa 講義 2 春学期 教授 金子　善行

租税法Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 金子　善行

租税法AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

租税法AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講
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経済学研究科（博士前期課程）



分野 前期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

会
計

経営法演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 水島　治

経営法演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 水島　治

経営法演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 金子　善行

経営法演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 金子　善行

経営法演習AⅠa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経営法演習AⅠb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

コーポレートファイナンスⅠa 講義 2 春学期 教授 徳永　俊史

コーポレートファイナンスⅠb 講義 2 秋学期 教授 徳永　俊史

インベストメントⅠa 講義 2 春学期 教授 北村　智紀

インベストメントⅠb 講義 2 秋学期 教授 北村　智紀

証券市場Ⅰa 講義 2 春学期 准教授 中嶋　幹

証券市場Ⅰb 講義 2 秋学期 准教授 中嶋　幹

金融工学Ⅰa 講義 2 春学期 教授 神楽岡　優昌

金融工学Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 神楽岡　優昌

国際経営財務Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際経営財務Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

国際ファイナンスⅠa 講義 2 春学期 教授 大野　早苗

国際ファイナンスⅠb 講義 2 秋学期 教授 大野　早苗

金融機関Ⅰa 講義 2 春学期 教授 茶野　努

金融機関Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 茶野　努

経営ファイナンス統計 講義 2 － ◆ 欠　講

ファイナンス演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 北村　智紀

ファイナンス演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 北村　智紀

ファイナンス演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 大野　早苗

ファイナンス演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 大野　早苗

ファイナンス演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 神楽岡　優昌

ファイナンス演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 神楽岡　優昌

ファイナンス演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 茶野　努

ファイナンス演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 茶野　努

ファイナンス演習Ⅰa 演習 2 春学期 教授 徳永　俊史

ファイナンス演習Ⅰb 演習 2 秋学期 教授 徳永　俊史

ファイナンス演習Ⅰa 演習 2 春学期 准教授 中嶋　幹

ファイナンス演習Ⅰb 演習 2 秋学期 准教授 中嶋　幹

経営・ファイナンス講義 講義 2 － ◆ 欠　講

（注）演習を含むすべての科目は、「Ⅰ」を開講した次の年度に「Ⅱ」を開講し、「Ⅱ」の次の年度に「Ⅰ」を開講する。
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経済学研究科 博士後期課程



経済学研究科（博士後期課程） 
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１ 教育課程 

経済学研究科博士後期課程は、経済・経営・ファイナンス専攻の１専攻で構成され、研究テーマごとに以下に示す７分

野が設定されている。博士後期課程では専門の研究分野において自立した研究活動を行うことのできる研究者育成を目

指している。 

① 経済理論 

② 経済史 

③ 応用経済 

④ 経営 

⑤ 経営情報 

⑥ 会計 

⑦ ファイナンス 

博士後期課程の授業科目、単位数および担当者は「9 開講科目一覧」を参照のこと。 
 
２ 修了要件 

博士後期課程の修了要件は、大学院学則により、3 年以上在学し、経済学研究科博士後期課程の授業科目から合計

20 単位以上を修得の上、学位論文（博士論文）の審査に合格することである。 

博士後期課程の授業科目は、専門分野についての高度な講義科目としての特殊研究と、博士論文作成のための科目

である論文指導の２種類の科目群で構成されており、論文指導については、指導教授の担当する科目を各年度履修し、

計 12 単位以上を修得することが必要である。さらに指導教授の指示する経済学研究科博士後期課程の授業科目を 8 単

位以上修得しなければならない。 

ただし、武蔵大学大学院学則第 20 条に定める「優れた研究業績を上げた者」が学位の授与を申請する場合における

修了要件は、下記の通りとする。 

(1) 修得単位 

① 在学期間が 2 年である者は、論文指導について指導教授の担当する科目を各年度履修し、計 8 単位を修

得し、さらに指導教授の指示する経済学研究科博士後期課程の授業科目 12 単位以上を修得すること。 

② 在学期間が 1年である者は、論文指導について指導教授の担当する科目 4単位を修得し、さらに指導教授

の指示する経済学研究科博士後期課程の授業科目 16 単位以上を修得すること。 

(2) 学位論文（博士論文）の審査に合格すること。 
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３ 学位論文（博士論文） 

(1) 提出資格：以下の 2 条件を満たしていること。 

① 当該年度において修業年限が 3 年以上に達すること。 

② 修得単位に関する所定の修了要件を満たす見込みであること。 

  ただし、武蔵大学大学院学則第 20 条に定める「優れた研究業績を上げた者」が学位の授与を申請する場合におけ

る学位論文（博士論文）の提出資格は、上記②のみとする。 

(2) 論文提出に関する手続 

学位申請者は次の要領に従って学位論文（博士論文）を学長に提出しなければならない（提出先は全て教務課）。 

学位論文作成届 【提出期限】 2026 年 4 月 17 日（金）16 時 40 分 
所定書式を使用のこと。 

学 位 論 文 

【提出期限】 2026 年 11 月 20 日（金）16 時 40 分 
【提出部数】 ・6 部（内 1 部は原本、5 部はコピー） 

・提出した学位論文と同一の PDF ファイルをオンラインで提出。 
詳細は 3S 掲示を確認すること。 

【論文体裁】  
・ 申請の段階では未製本でよい。 

論 文 の 要 旨 【提出期限】 学位論文と同じ 
【提出部数】 6 部（本人作成、4,000 字以内） 

参 考 論 文 

【提出期限】 学位論文と同じ 
・ 学位論文作成途上で学術雑誌に発表した既発表論文を 2 本以上参考論文として提

出すること。 
・ 参考論文については、抜き刷りまたはコピーで計 6 部提出すること。 
・ 採択済で未公表論文の場合は、採択通知書などの採択されたことがわかる証明書の

写しを提出すること。 

学 位 申 請 書 2 通（所定様式：本人作成） 
※様式は、武蔵大学学位規則別表第 5(1)を参照のこと。 

論 文 目 録 2 通（所定様式：本人作成） 
※様式は、武蔵大学学位規則別表第 5(2)を参照のこと。 

履 歴 書 2 通（本人作成、写真貼付。日本国籍の場合は本籍地都道府県名、外国籍の場合は国
名を明記） 

論文審査手数料 ・ 課程博士号申請者…不要 
・ 論文博士号申請者…10 万円（ただし、本学出身者及び専任教職員は 5 万円） 

学位論文提出票 【提出期限】 学位論文と同じ 
・ 所定用紙を使用のこと。 

論 文 審 査 ・ 
最 終 試 験 

・ 学位論文提出後、6 ヶ月以内に行う。 
・ 原則として、教授 3 名以上によって構成された審査委員会が行う。 

また、正当な理由で３年間在学しなかった者、本学大学院を経ない者については、
別途、学位規則および「武蔵大学大学院経済学研究科博士後期課程学位論文（博士
論文）審査申請受理及び審査手続き開始についての申合せ」を参照のこと。 

(3) 学位論文（博士論文）に関する諸規則： 学位規則および「武蔵大学大学院経済学研究科博士後期課程学位論文

（博士論文）審査申請受理及び審査手続き開始についての申合せ」を参照（P35）のこと。 
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４ 授業科目の履修についての留意点 

(1) 博士後期課程においては、専門科目についての高度な演習の性格を持つ特殊研究という名称の科目と学位論文作

成に向けた論文指導という名称の科目が設けられている。 

(2) 論文指導の授業科目は、科目名に添字を付すことにより、毎年異なる科目として指導教授が担当する論文指導科目

を３年間履修する。 

(3) 特殊研究の授業科目については、同じ名称の科目であっても、担当教員ごとに分野または内容に応じて科目名の添

字が異なれば重複履修とはならず、繰り返し履修することができる。 

(4) 職に従事しながら博士論文完成を希望する者を対象に、博士後期課程の授業は、学部の通常の講義時間曜限（平

日 1 時限～5 時限）を越えて開講することができる。平日 6 時限、および土曜日の履修を希望する者は、４月のガイダ

ンスで研究科教務主任にその旨を申し出て対処を要請すること。 

 

５ 年間研究報告書 

この報告書は、博士後期課程の在学生全員に対して提出が義務付けられている。ただし、当該年度に学位論文（博士

論文）を提出する者は、この限りではない。 

提 出 期 限 2027 年 2 月 19 日（金）16 時 40 分 

提 出 方 法 オンライン提出。詳細は 3S 掲示を確認すること。 

内容と体裁 

① 全体の分量は、16,000 字以上であること。 
② 全体のうち、12,000 字以上は学術論文としての体裁を備えていなければならない。 
・ 数理的な研究などで、12,000 字に達しなくとも内容上それに相当するものと指導

教授が認めたものに関してはこの限りでない。 
・ 発表予定の論文あるいは、当該年度中に公表・印刷された論文の抜き刷りを、これ

に代えることができる。 
③ 残りの 4,000 字以上は当該年度の研究を踏まえた今後の研究計画の説明にあて

ること。 

 

６ 指導教授および副指導教授 

(1) 学生に本学専任教員 1 名を指導教授としておく。学生は指導教授のもとで専門領域を深く研究する。 

(2) 学生は指導教授の担当する演習において、3 年間の論文指導を受ける。 

(3) 学生は指導教授と相談の上、専門領域に必要な科目の履修計画を作成する。 

(4) 指導教授の指示のもと、その年度に履修する授業科目の担当者の中から副指導教授を決定し、適宜論文指導を受

ける。 

 
７ 研究指導計画書 

この計画書は、指導教授が個々の学生に交付するので、指導教授の指示にしたがうこと（所定用紙を使用のこと）。 
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８ 研究指導スケジュール 

 

 

 

 

 

年次 時期 内容 
1 年次 4 月 

 
 
 
 
 
 
 

 

・経済学研究科ガイダンス開催 

 研究科教務主任による学修・年間スケジュールに関する説明 
・指導教授・副指導教授の決定 

・履修登録期間 

 指導教授と相談の上、履修科目を決定する。  
・授業開始 

・研究指導計画書の交付 

 院生の研究計画に対応しながら、指導教授・副指導教授による年間指導計画書を作成

し交付する 
・研究指導計画書に基づく指導開始 

9 月 
2 月 

・履修登録修正期間 

・年間研究報告書提出 
2 年次 4 月 

 
 
 
 
 
 
 

 

・経済学研究科ガイダンス開催 

 研究科教務主任による学修・年間スケジュールに関する説明 
・履修登録期間 

 指導教授と相談の上、履修科目を決定する。  
・授業開始 

・研究指導計画書の交付 

 院生の研究計画に対応しながら、指導教授・副指導教授による年間指導計画書を作成

し交付する 
・研究指導計画書に基づく指導開始 

9 月 
2 月 

・履修登録修正期間 

・年間研究報告書提出 
3 年次 4 月 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

・経済学研究科ガイダンス開催 

 研究科教務主任による学修・年間スケジュールに関する説明 
・・学学位位論論文文作作成成届届提提出出  
・履修登録期間 

 指導教授と相談の上、履修科目を決定する。  
・授業開始 

・研究指導計画書の交付 

 院生の研究計画に対応しながら、指導教授・副指導教授による年間指導計画書を作成

し交付する 
・研究指導計画書に基づく指導開始 

9 月 
11 月 

 
 

 
1 月 

 
3 月 

・履修登録修正期間 

・学学位位論論文文、、論論文文のの要要旨旨、、参参考考文文献献・・学学位位申申請請書書・・論論文文目目録録・・履履歴歴書書・・学学位位論論文文提提出出票票

提提出出 
・審査委員会構成 

 原則として、教授 3 名以上からなる審査委員会を構成する 
・論文審査・最終試験 

 審査の観点は「学位論文及び課題研究論文の評価基準」に従う 
・研究科委員会で修了者決定 

・学位（博士（経済学））授与 
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〔指導教授一覧〕

【博士後期課程】

【経済・経営・ファイナンス専攻】

分野 担当者 担当科目

経
済
理
論

教　授 博士（経済学） 笠松　怜史 応用ミクロ経済分析

教　授 Ｐｈ．Ｄ． 鈴木　唯 上級マクロ経済学 
教　授 博士（商学） 蓮見　亮 経済動学

教　授 博士（社会経済） ※3 松川　勇 応用ミクロ経済分析

経
済
史

教　授 経済学博士 河合　康夫 西洋経済史

教　授 博士（経済学） 攝津　斉彦 日本経済史

教　授 Ｐｈ．Ｄ． 根元　邦朗 社会思想史

応
用
経
済

教　授 博士（経済学） 神林　龍 労働経済学

教　授 博士（環境科学） ※1 田中　健太 産業組織論

教　授 博士（経済学） 釣　雅雄 日本経済論

教　授 二階堂　有子 世界経済論

教　授 博士（経済学） 広田　啓朗 財政論

経　

営

教　授 博士（商学） 伊藤　誠悟 市場戦略

教　授 博士（商学） 大平　修司 マーケティング

教　授 Ｐｈ．Ｄ． 鈴木　真也 国際経営

教　授 鈴木　正明 ベンチャー企業

教　授 土屋　直樹 人事管理

教　授 博士（商学） ※2 古瀬　公博 経営組織

教　授 博士（商学） 山﨑　秀雄 経営戦略

経
営
情
報

教　授 荻野　紫穂 情報コミュニケーション

教　授 下川　拓平 数理システム

教　授 博士（工学） 竹内　広宜 経営情報マネジメント

会
計

教　授 博士（商学） 海老原　崇 財務報告論

教　授 博士（商学） 金子　善行 租税法

教　授 博士（法学） 水島　治 企業法

教　授 山下　奨 財務会計論

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

教　授 博士（商学） 大野　早苗 国際ファイナンス

教　授 博士（理学） 神楽岡　優昌 金融工学

教　授 博士（経済学） 北村　智紀 インベストメント

教　授 博士（国際公共政策） 茶野　努 金融機関

教　授 博士（経営学） 徳永　俊史 コーポレートファイナンス

（注）　※1：2026年度通年　指導教授不可。

　　　※2：2026年度秋学期　指導教授不可。

 通年で指導教授にできないため、春学期・秋学期で指導教授の変更が必要。

 指導教授変更の手続きは教務課に確認すること。

　　　※3：2026年度入学生は指導教授にすることはできない。
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９ 開講科目一覧

【博士後期課程】

【経済・経営・ファイナンス専攻】

分野 後期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

経
済
理
論

政治経済学特殊研究AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

政治経済学特殊研究AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

政治経済学特殊研究BⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

政治経済学特殊研究BⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

上級マクロ経済学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 鈴木　唯

上級マクロ経済学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 鈴木　唯

応用ミクロ経済分析特殊研究AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

応用ミクロ経済分析特殊研究AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

応用ミクロ経済分析特殊研究BⅠa 講義 2 春学期 教授 松川　勇

応用ミクロ経済分析特殊研究BⅠb 講義 2 秋学期 教授 松川　勇

応用ミクロ経済分析特殊研究CⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

応用ミクロ経済分析特殊研究CⅠb 講義 2 秋学期 准教授 高野　佳佑

応用ミクロ経済分析特殊研究DⅠa 講義 2 春学期 教授 笠松　怜史

応用ミクロ経済分析特殊研究DⅠb 講義 2 秋学期 教授 笠松　怜史

応用ミクロ経済分析特殊研究EⅠa 講義 2 春学期 准教授 高野　哲彰

応用ミクロ経済分析特殊研究EⅠb 講義 2 秋学期 准教授 高野　哲彰

経済動学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 蓮見　亮

経済動学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 蓮見　亮

計量経済学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 准教授 佐藤　宇樹

計量経済学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 准教授 佐藤　宇樹

経済学史特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

経済学史特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 笠松　怜史

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 笠松　怜史

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 鈴木　唯

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 鈴木　唯

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 蓮見　亮

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 蓮見　亮

経済理論論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経済理論論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経
済
史

西洋経済史特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 河合　康夫

西洋経済史特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 河合　康夫

日本経済史特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 攝津　斉彦

日本経済史特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 攝津　斉彦

社会思想史特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

社会思想史特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

経済史論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 攝津　斉彦

経済史論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 攝津　斉彦

経済学研究科（博士後期課程）



分野 後期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

経
済
史

経済史論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 根元　邦朗

経済史論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 根元　邦朗

経済史論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 河合　康夫

経済史論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 河合　康夫

応
用
経
済

財政論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 広田　啓朗

財政論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 広田　啓朗

金融論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 准教授 小川　俊明

金融論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 准教授 小川　俊明

金融論特殊研究AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

金融論特殊研究AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

金融論特殊研究BⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

金融論特殊研究BⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

世界経済論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 二階堂　有子

世界経済論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 二階堂　有子

日本経済論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 釣　雅雄

日本経済論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 釣　雅雄

産業組織論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講
2026年度特別研究員　田中　健太

産業組織論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

労働経済学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 神林　龍

労働経済学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 神林　龍

農業経済学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

農業経済学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

開発経済学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

開発経済学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

国際経済学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際経済学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

応用経済論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 広田　啓朗

応用経済論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 広田　啓朗

応用経済論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 二階堂　有子

応用経済論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 二階堂　有子

応用経済論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講
2026年度特別研究員　田中　健太

応用経済論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

応用経済論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 神林　龍

応用経済論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 神林　龍

応用経済論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 釣　雅雄

応用経済論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 釣　雅雄

応用経済論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

応用経済論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経
営

国際経営特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 鈴木　真也

国際経営特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 鈴木　真也

国際経営特殊研究AⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際経営特殊研究AⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

国際経営特殊研究BⅠa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際経営特殊研究BⅠb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

ベンチャー企業特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 鈴木　正明

ベンチャー企業特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 鈴木　正明

生産マネジメント特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

生産マネジメント特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

経営組織特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 古瀬　公博

経営組織特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講 2026年度秋学期特別研究員　古瀬　公博
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分野 後期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

経
営

組織行動特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

組織行動特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

マーケティング特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 大平　修司

マーケティング特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 大平　修司

経営戦略特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 山﨑　秀雄

経営戦略特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 山﨑　秀雄

市場戦略特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 伊藤　誠悟

市場戦略特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 伊藤　誠悟

経営史特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

経営史特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

人事管理特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 土屋　直樹

人事管理特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 土屋　直樹

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 鈴木　真也

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 鈴木　真也

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 山﨑　秀雄

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 山﨑　秀雄

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 鈴木　正明

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 鈴木　正明

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 古瀬　公博

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講 2026年度秋学期特別研究員　古瀬　公博

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 土屋　直樹

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 土屋　直樹

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 伊藤　誠悟

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 伊藤　誠悟

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 大平　修司

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 大平　修司

経営学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経営学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経
営
情
報

経営情報マネジメント特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 竹内　広宜

経営情報マネジメント特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 竹内　広宜

意思決定システム特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

意思決定システム特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

数理システム特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 下川　拓平

数理システム特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 下川　拓平

情報コミュニケーション特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 荻野　紫穂

情報コミュニケーション特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 荻野　紫穂

経営情報論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

経営情報論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

経営情報論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 竹内　広宜

経営情報論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 竹内　広宜

経営情報論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 下川　拓平

経営情報論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 下川　拓平

経営情報論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 荻野　紫穂

経営情報論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 荻野　紫穂

会
計

財務会計論特殊研究AⅠa 講義 2 春学期 教授 山下　奨

財務会計論特殊研究AⅠb 講義 2 秋学期 教授 山下　奨

財務会計論特殊研究BⅠa 講義 2 春学期 准教授 髙橋　由香里

財務会計論特殊研究BⅠb 講義 2 秋学期 准教授 髙橋　由香里

財務報告論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 海老原　崇

財務報告論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 海老原　崇
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分野 後期課程　授業科目名称
授業
形態

単位 開講期 担当者名 備考

会
計

管理会計論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

管理会計論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

国際会計論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

国際会計論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

監査論特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

監査論特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

会計学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 山下　奨

会計学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 山下　奨

会計学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

会計学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

会計学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 海老原　崇

会計学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 海老原　崇

会計学論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 ◆ 欠　講

会計学論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 ◆ 欠　講

財産法特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 ◆ 欠　講

財産法特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 ◆ 欠　講

企業法特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 水島　治

企業法特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 水島　治

租税法特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 金子　善行

租税法特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 金子　善行

経営法論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 水島　治

経営法論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 水島　治

経営法論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 金子　善行

経営法論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 金子　善行

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

コーポレートファイナンス特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 徳永　俊史

コーポレートファイナンス特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 徳永　俊史

インベストメント特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 北村　智紀

インベストメント特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 北村　智紀

証券市場特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 准教授 中嶋　幹

証券市場特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 准教授 中嶋　幹

金融工学特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 神楽岡　優昌

金融工学特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 神楽岡　優昌

国際ファイナンス特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 大野　早苗

国際ファイナンス特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 大野　早苗

金融機関特殊研究Ⅰa 講義 2 春学期 教授 茶野　努

金融機関特殊研究Ⅰb 講義 2 秋学期 教授 茶野　努

ファイナンス論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 北村　智紀

ファイナンス論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 北村　智紀

ファイナンス論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 大野　早苗

ファイナンス論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 大野　早苗

ファイナンス論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 神楽岡　優昌

ファイナンス論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 神楽岡　優昌

ファイナンス論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 茶野　努

ファイナンス論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 茶野　努

ファイナンス論文指導Ⅱa 演習 2 春学期 教授 徳永　俊史

ファイナンス論文指導Ⅱb 演習 2 秋学期 教授 徳永　俊史

（注）特殊研究は、「Ⅰ」を開講した次の年度に「Ⅱ」を開講し、「Ⅱ」の次の年度に「Ⅰ」を開講する。

　　論文指導は、「Ⅰ」を開講した次の年度に「Ⅱ」を開講し、「Ⅱ」の次の年度に「Ⅲ」を開講し、「Ⅲ」の次の年度に「Ⅰ」を開講する。
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武蔵大学大学院経済学研究科博士後期課程学位論文（博士論文）  
審査申請受理及び審査手続き開始についての申合せ  

 
 

平成 28 年 3 月 24 日 

経 済 学 研 究 科 

 
申請受理の最少要件 

経済学研究科への学位論文審査申請においては、以下に該当する条件を満たす学位申請論文のみを研究科委

員会で受理し、その内容について、武蔵大学学位規則第８条にしたがい、論文の内容審査及び最終試験を行い、

学位授与について決定する。 

 
（1） 武蔵大学学位規則第４条第２項による審査（本大学院の博士後期課程にある者が対象）の場合には、学

位論文を構成する内容が、次の①又は②のいずれかを満たしていること。 

① 少なくとも１篇が『武蔵大学論集』（研究ノートを含む）又は専攻学術分野における定評ある専門学術誌

に発表済み又は採択済みであり、さらに１篇が同じく掲載可と判断されること。学位申請論文は、これ

ら２篇の論文に基づき、専攻分野のオリジナルな貢献を持つ学位論文としてこれがまとめられているこ

と。なお、共同論文については、論文審査を申請する者が主たる著者（第１執筆者）であるものを１篇

のみ、前掲発表済み論文の中に含めることができる。 

② 専攻学術分野におけるオリジナルな貢献を持つ刊行済み単独著書又は同等な構成を持つ学位申請論文。

著書として 150 ページ程度であること。そのうち１章相当は、共同研究の成果であってもよい。 

 
（2） 武蔵大学学位規則第４条第３項による審査（本大学院の博士後期課程を経ない者又は博士後期課程に３

年以上在学し、所定の単位を修得したのち退学した者が対象）の場合には、学位論文を構成する内容が、

次の①又は②のいずれかを満たしていること。 

① 学位申請論文を構成する論文が、『武蔵大学論集』又は専攻学術分野における定評ある専門学術誌に、少

なくとも５篇以上発表済みであり、これらの論文に基づき、専攻分野のオリジナルな貢献を持ち、かつ

体系的な学位論文としてこれがまとめられていること。なお、共同論文については、１篇を 0.5 篇相当

と計算した上で、これを２篇分（0.5 篇×４篇）まで加えることができる。 

② 専攻学術分野におけるオリジナルな貢献を持ち、かつ体系的な構成内容を持つ刊行済み単独著書又は同

等な学位申請論文。著書として 200 ページ程度であること。なおそのうち２章相当は、共同研究の成果

を含んでもよいが、申請者のオリジナルな貢献が確認できるものに限る。 

附 則 

この申合せは、平成 14 年 2 月 17 日から施行する。 

附 則 

この申合せは、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則 

この申合せは、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。ただし、本大学院の博士後期課程に３年以上在学し、所定の単

位を修得したのち平成 27 年度末以前に退学した者については、なお従前の例による。 
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学位論文及び課題研究論文の評価基準 

令和 8 年 2 月 14 日 

経済学研究科 
（１）博士論文 

基本的な基準は以下の３点であり、博士の学位はそれぞれの基準（到達目標）が極めて高い水準で満たされている

場合に与えられる。 

 

１） 従来の研究史を的確に整理・批判したうえで、深い学識を背景として適切なテーマ設定を行っていること。 

２） 各研究分野に必要とされる学術的方法を用い、適切な論理構成および表現をもって論文を構成していること。 

３） 論旨および結論は妥当かつ独創性（オリジナリティ）を備えたものになっていること。 

 

（２）修士論文 

以下の基準（到達目標）に関して、成績評価がＣ以上の者に修士の学位が与えられる。 

 

１）従来の研究史を的確に整理した上で適切なテーマ設定を行っていること。  

２）各研究分野に必要とされる学術的方法、適切な論理構成および表現を用いていること。 

３）説得力のある論旨を展開し、明快な結論を導いていること。 

 

Ａ（100～80 点）： 

上の基準（到達目標）のすべてが高いレベルに達している場合。（博士後期課程への進学を推薦できるレベル） 

Ｂ（79～70 点）： 

上の基準（到達目標）のすべてが一定の程度のレベルを超えている場合。 

Ｃ（69～60 点）： 

上の基準（到達目標）のすべてが最低限のレベルに達している場合。 

Ｄ（59 点以下）：不合格 

Ｃの水準に到達しない場合。 

 

（３）課題研究論文 

課題研究論文とは、高度の専門知識をもつ人材育成を目的とする高度職業人コースにおいて、実務的な内容の研究

成果を修士論文と同等に評価するものである。課題研究論文については、最終試験において実施するプレゼンテー

ションも評価対象に加える。以下の基準（到達目標）に関して、成績評価がＣ以上の者に修士の学位が与えられる。 

 

１）適切な課題（テーマ）を設定していること。 

２）適切な論理構成および表現を用いていること。 

３）説得力のある結論ないし展望、具体的提言等を記していること。 

 

Ａ（100～80 点）： 

上の基準（到達目標）のすべてが高いレベルに達している場合。 

Ｂ（79～70 点）： 

上の基準（到達目標）のすべてが一定のレベルを超えている場合。 

Ｃ（69～60 点）： 

上の基準（到達目標）のすべてが最低限のレベルに達している場合。 

Ｄ（59 点以下）：不合格 

Ｃの水準に到達しない場合。 
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経済学研究科担当者一覧 
 
 

研究科委員長  教 授  釣 雅雄 
 教 授  伊藤 誠悟 
 教 授 海老原 崇 
 教 授 大野 早苗 
 教 授 大平 修司 
 教 授 荻野 紫穂 
 教 授 神楽岡 優昌 
 教 授  笠松 怜史 
 教 授 金子 善行 
 教 授 河合 康夫 
 教 授 神林 龍 
 教 授  北村 智紀 
 教 授  下川 拓平 
 教 授  鈴木 真也 
 教 授  鈴木 正明 
 教 授  鈴木 唯 
 教 授 攝津 斉彦 
 教務主任 教 授 竹内 広宜 
 教 授 ※1田中 健太 
 教 授 茶野 努 
 教 授  土屋 直樹 
 教 授  東郷 賢 
 教 授 徳永 俊史 
 教 授  二階堂 有子 
 教 授  根元 邦朗 
 教 授  蓮見 亮 
 教 授  広田 啓朗 
 教 授 ※2古瀬 公博 
 教 授 松川 勇 
 教 授 水島 治 
 教 授 山﨑 秀雄 
 教 授  山下 奨 
 准教授  小川 俊明 
 准教授  佐藤 宇樹 
 准教授 ＊高野 佳佑 
 准教授  高野 哲彰 
 准教授 髙橋 由香里 
 准教授  中嶋 幹 
 准教授 原 朋弘 
 専任講師 ＊金子 周平 
 講 師  目時 壮浩 

※1 2026 年度     武蔵大学特別研究員 
※2 2026 年度 秋学期 武蔵大学特別研究員 
＊  2026 年 9 月着任予定 
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教育の基本目標 

建学の三理想 

人文科学研究科の教育研究上の目的 

 
 
◇学園建学の三理想 

１．東西文化融合のわが民族理想を遂行し得べき人物 

２．世界に雄飛するにたえる人物 

３．自ら調べ自ら考える力ある人物 

武蔵大学は、明治末から昭和初期にかけて財界で活躍した根津嘉一郎（初代）が、1922（大正 11）年に社

会貢献の目的で創立した、わが国初の私立七年制高等学校である旧制武蔵高等学校をルーツとしています。

「人間形成を根幹に、明日の新しい日本を担う、優れた人材を育てる」という理想を掲げた旧制武蔵高等学

校は、その後の学制改革にともない、1949（昭和 24）年に武蔵大学となりました。激しく揺れ動く現代の社

会環境の中にあって、旧制高校創設時に掲げた「建学の三理想」は、本学の教育の原点となっています。 

 

 
  
 武蔵大学は、学園建学の精神（三理想）に基づき、学部においては全学共通の授業科目（すなわち総合

科目・外国語科目・全学対象専門科目）と各学部の専門科目を通じて、大学院においては各研究科独自の

教育課程を通じて、「リベラルアーツ＆サイエンス」の理念に従って広範かつ深遠な総合知と特定の専門知

ならびに他者と協働する力・実践力を育てることを教育の基本目標とした人材養成を行っています。武蔵

大学のリベラルアーツは旧来の一般教養と専門の区分を超えた総合的で分野横断的な教育を意味します。

サイエンスは数学・統計学などの数理科学、物理学・化学・生物学などの自然科学、経済学・社会学・政

治学などの社会科学をさします。人文系の学問は、人文学ないし人文科学と呼ばれます。リベラルアーツ

とサイエンスは重なり合っているため、武蔵大学ではリベラルアーツ＆サイエンスという表現を用いてい

ます。ここには文理融合の精神も表現されています。武蔵大学がめざす文理融合は、理系の学問が提供し

ている情報やデータを文系の教育研究分野においても活用することです。他者と協働する力・実践力につ

いては、武蔵大学の伝統であるゼミナールや実習等の少人数教育の場で養います。世界の一体化が進むな

かでのリベラルアーツ＆サイエンス教育の最終目的は、総合知・専門知・他者と協働する力・実践力をバ

ランスよく身につけ、身近な場所での知的探究と実践にたゆまず取り組み、時宜を得て世界に雄飛し、人

的交流、組織的・地域的・地球的な課題の解決に貢献しうるグローバルリーダーを養成することです。 

 

 
人文科学研究科は、武蔵大学の「教育の基本目標」に基づき、専攻分野に関する高度の専門知識及び能力を修得

させ、関連分野を横断する学際的素養を培うことを教育研究上の目的とし、国内外において、卓越した学識をもっ

て教育研究機関で活動する研究者や文化と社会の発展に貢献しうる職業人を育てることを人材養成の目的とします。 

 

【【博博士士前前期期課課程程】】  

欧欧米米文文化化専専攻攻：：  

欧米の言語・文学・歴史・思想・芸術・比較文化論の領域に関して、学術的な研究能力を得させ、専門
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ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

性の高い職業に就きうる知識と力を養い、文化の継承と発展に貢献しうる高度の学識と指導力を備えた人

材を養成することを教育研究上の目的とします。 

 

日日本本文文化化専専攻攻：：  

日本の言語・文学・歴史・思想・美術・民俗・芸能、東アジア文化論の領域に関して、学術的な研究能

力を得させ、専門性の高い職業に就きうる知識と力を養い、文化の継承と発展に貢献しうる高度の学識と

指導力を備えた人材を養成することを教育研究上の目的とします。 

 

社社会会学学専専攻攻：：  

社会学の諸理論、社会学的方法論、メディア論、文化人類学の諸領域に関して、博士前期課程にあって

は学術的な研究・調査能力を向上させ、各種の社会的問題の発見・解決に寄与しうる高度の学識と社会や

文化の発展に貢献しうる指導力を備えた人材を養成することを教育研究上の目的とします。 

 

【【博博士士後後期期課課程程】】  

欧欧米米文文化化専専攻攻：：  

欧米の言語・文学・歴史・思想・芸術・比較文化論の領域に関して、高等教育機関等における専門職を

担い、文化の継承と発展に貢献しうる高度の学識と指導力を備えた人材を養成することを教育研究上の目

的とします。 

 

日日本本文文化化専専攻攻：：  

日本の言語・文学・歴史・思想・美術・民俗・芸能、東アジア文化論の領域に関して、高等教育機関等

における専門職を担い、文化の継承と発展に貢献しうる高度の学識と指導力を備えた人材を養成すること

を教育研究上の目的とします。 

 

社社会会学学専専攻攻：：  

社会学の諸理論、社会学的方法論、メディア論、文化人類学の諸領域に関して、高等教育機関や企業等

の研究部門における専門職を担い、各種の社会的問題の発見・解決に寄与しうる高度の学識と社会や文化

の発展に貢献しうる指導力を備えた人材を養成することを教育研究上の目的とします。 

 
 
［［全全学学］］  

武蔵大学大学院は、学園建学の「三理想」に基づき、各研究科の教育課程を通じて、「リベラルアーツ＆

サイエンス教育によって総合知・専門知・他者と協働する力・実践力をバランスよく身につけ、身近な場

所での知的探究と実践にたゆまず取り組み、世界に雄飛して人的交流、組織的・地域的・地球的な課題の

解決に貢献しうるグローバルリーダーの養成」という教育の基本目標を掲げると同時に、これを大学のビ

ジョンとしています。 
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所定の期間在学し単位を修得の上、以下の能力や資質を身につけ、博士前期課程においては修士論文ま

たは特定課題研究の審査と最終試験に合格した学生に修士の学位、博士後期課程においては博士論文審査

と最終試験に合格した学生に対して博士の学位を授与します。 

 

【【博博士士前前期期課課程程】】  

1.各研究科に定められた関連分野及び専門分野における高度な知識 

2.自立した研究者としての専門分野における研究能力もしくは専門的職業人として高度な専門性を必要

とする職業を担うための優れた能力 

3.研究テーマに関する適切な分析、研究方法を身につけ、先行研究に基づき、自らの主張や見解を論理

的に伝えることのできる文章構成能力、コミュニケーション能力等の技能や表現力 

4.社会の諸問題に関心を持ち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

【【博博士士後後期期課課程程】】  

1.研究者もしくは高度な専門的職業人に期待される幅広く卓越した専門的知識 

2.専門の研究領域においてオリジナリティのある自律的で高度な研究活動ができる能力 

3.研究テーマに関する高度な分析、研究方法を身につけ、独創的な結論を導き提案を行える能力 

4.研究成果を学界や教育の場、さらには広く社会に伝えることのできる発信力や表現力 

5.未解決の問題に対しても高度な見識を活かし、問題解決に向けて主体的に取り組む力 

 

人人文文科科学学研研究究科科  

本研究科は、学園建学の「三理想」と大学の「教育の基本目標」に基づき、欧米文化専攻、日本文化専

攻、社会学専攻それぞれの専攻分野に関する高度の専門知識及び研究調査能力を修得させるとともに、関

連分野を横断する学際的素養を培うことを教育研究上の目的としています。さらに、国内外において、卓

越した学識をもって教育研究機関で活動する研究者の育成、文化の継承と創造、さらに社会の発展に貢献

しうる職業人を育てることを人材養成の目的とします。 

 

【【博博士士前前期期課課程程】】  

本課程に原則として２年（４学期）以上在学して所定の単位（30 単位）を修得し、かつ研究指導を受け

た上、修士論文あるいは特定課題研究を提出し、その審査に合格するとともに、各専攻で定める能力や資

質を身につけた者に修士の学位を授与します。なお、本課程では、成績優秀な学生が所定の条件を充たせ

ば、早期修了制度を適用して、在学期間１年（２学期）で修了することが可能です。 

 

欧欧米米文文化化専専攻攻：：  

３つのコースにおいて目標とする以下に示すような能力や資質を培った者に、修士（人文学）を授与し

ます。 
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〔専門研究コース〕 

1.欧米の言語・文学・歴史・思想・芸術・比較文化論の領域に関する、人文学における高度な専門知識 

2.人文学における自立した研究者としての研究調査能力 

3.それぞれの専門研究領域の中で自らが設定したテーマを解明するための分析力及び探究心 

4.高度な言語の運用能力 

5.成果を公表する際の構成能力、文章表現力、討論能力等の表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

〔キャリアアップコース〕 

1.専攻及び教員（中高）、学芸員などの各領域の専門知識 

2.各領域における実践的技法、専門的調査・分析手法 

3.それぞれの専門研究領域の中で自らが設定したテーマを解明するための分析力及び探究心 

4.専門的な職業に就くために必要とされる言語の運用能力 

5.自らの知見を伝達するための文章構成能力などの表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

〔生涯学習コース〕 

1.専攻及び関連分野における文化交流、社会貢献に資する専門知識 

2.各領域における適切な技法、専門的調査・分析手法 

3.自らが設定したテーマを解明するための分析力、探究心 

4.文化交流や社会貢献などで必要とされるコミュニケーション能力 

5.自らの知見を伝達するための文章構成能力などの表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

日日本本文文化化専専攻攻：：  

３つのコースにおいて目標とする以下に示すような能力や資質を培った者に、修士（人文学）を授与し

ます。 

 

〔専門研究コース〕 

1.日本の言語・文学・歴史・思想・美術・民俗・芸能、東アジア文化論の領域に関する、人文学におけ

る高度な専門知識 

2.人文学における自立した研究者としての研究調査能力 

3.それぞれの専門研究領域の中で自らが設定したテーマを解明するための分析力及び探究心 
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4.高度な言語の運用能力 

5.成果を公表する際の構成能力、文章表現力、討論能力等の表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

〔キャリアアップコース〕 

1.専攻及び教員（中高）、学芸員などの各領域の専門知識 

2.各領域における実践的技法、専門的調査・分析手法 

3.それぞれの専門研究領域の中で自らが設定したテーマを解明するための分析力及び探究心 

4.専門的な職業に就くために必要とされる言語の運用能力 

5.自らの知見を伝達するための文章構成能力などの表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

〔生涯学習コース〕 

1.専攻及び関連分野における文化交流、社会貢献に資する専門知識 

2.各領域における適切な技法、専門的調査・分析手法 

3.自らが設定したテーマを解明するための分析力、探究心 

4.文化交流や社会貢献などで必要とされるコミュニケーション能力 

5.自らの知見を伝達するための文章構成能力などの表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

社社会会学学専専攻攻：：  

３つのコースにおいて目標とする以下に示すような能力や資質を培った者に、修士（社会学）を授与し

ます。 

 

〔専門研究コース〕 

1.社会学の諸理論、社会学的方法論、メディア論、文化人類学の諸領域に関する、社会学における高度

な専門知識 

2.社会学における自立した研究者としての研究調査能力 

3.それぞれの専門研究領域の中で自らが設定したテーマを解明するための分析力及び探究心 

4.高度な言語の運用能力 

5.成果を公表する際の構成能力、文章表現力、討論能力等の表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 
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〔キャリアアップコース〕 

1.専攻及び教員（中高）、学芸員、専門社会調査士などの各領域の専門知識 

2.各領域における実践的技法、専門的調査・分析手法 

3.それぞれの専門研究領域の中で自らが設定したテーマを解明するための分析力及び探究心 

4.専門的な職業に就くために必要とされる言語の運用能力 

5.自らの知見を伝達するための文章構成能力などの表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

〔生涯学習コース〕 

1.専攻及び関連分野における文化交流、社会貢献に資する専門知識 

2.各領域における適切な技法、専門的調査・分析手法 

3.自らが設定したテーマを解明するための分析力、探究心 

4.文化交流や社会貢献などで必要とされるコミュニケーション能力 

5.自らの知見を伝達するための文章構成能力などの表現力 

6.社会の諸問題に関心をもち、高度な知識を活用し、他者との対話もしくは協働を通じて問題解決に主

体的に取り組む力 

 

【【博博士士後後期期課課程程】】  

本課程に３年（６学期）以上在学し、所定の研究指導を受けた上、学位申請論文を提出し、その審査及

び最終試験に合格するとともに、各専攻が定める能力や資質を身につけた者に、博士の学位を授与します。 

 

欧欧米米文文化化専専攻攻：：  

以下に示す能力や資質を身につけた者に、博士（人文学）を授与します。 

1.欧米の言語・文学・歴史・思想・芸術・比較文化論の領域に関する、人文学における研究者もしくは

高度な専門的職業人にふさわしい卓越した専門的知識 

2.専門の研究領域において、オリジナリティのある自律的で高度な研究活動を遂行する能力 

3.研究テーマに関する高度な分析、研究方法、調査技法を身につけ、独創的な結論を導き提案を行うこ

とができる能力 

4.研究成果を学界や教育の場、さらには広く社会に伝えることができる発信力・表現力 

5.未解決の問題に対しても高度な見識を活かし、問題解決に向けて主体的に取り組む力 

 

日日本本文文化化専専攻攻：：  

以下に示す能力や資質を身につけた者に、博士（人文学）を授与します。 

1.日本の言語・文学・歴史・思想・美術・民俗・芸能、東アジア文化論の領域に関する、人文学におけ

る研究者もしくは高度な専門的職業人にふさわしい卓越した専門的知識 
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2.専門の研究領域において、オリジナリティのある自律的で高度な研究活動を遂行する能力 

3.研究テーマに関する高度な分析、研究方法、調査技法を身につけ、独創的な結論を導き提案を行うこ

とができる能力 

4.研究成果を学界や教育の場、さらには広く社会に伝えることができる発信力・表現力 

5.未解決の問題に対しても高度な見識を活かし、問題解決に向けて主体的に取り組む力 

 

社社会会学学専専攻攻：：  

以下に示す能力や資質を身につけた者に、博士（社会学）を授与します。 

1.社会学の諸理論、社会学的方法論、メディア論、文化人類学の諸領域に関する、社会学における研究

者もしくは高度な専門的職業人にふさわしい卓越した専門的知識 

2.専門の研究領域において、オリジナリティのある自律的で高度な研究活動を遂行する能力 

3.研究テーマに関する高度な分析、研究方法、調査技法を身につけ、独創的な結論を導き提案を行うこ

とができる能力 

4.研究成果を学界や教育の場、さらには広く社会に伝えることができる発信力・表現力 

5.未解決の問題に対しても高度な見識を活かし、問題解決に向けて主体的に取り組む力 

 
  

本研究科は、学園建学の「三理想」ならびに大学の「教育の基本目標」とディプロマ・ポリシーに基づ

き、次の方針で教育課程を編成し、実施します。 

  

【【博博士士前前期期課課程程】】  

博士前期課程は欧米文化専攻、日本文化専攻、社会学専攻の３専攻から構成されています。それぞれの専

攻は、専門研究コース、キャリアアップコース、生涯学習コースを設置し、人文学、社会学の諸分野におい

て高度の専門的知識、研究調査能力、言語の運用能力、成果公表にあたっての構成能力と表現力を養成する

ためのカリキュラムを編成しています。また、２年間で前期課程を修了することが困難であることがあらか

じめ想定される学生に対しては、３年または４年を履修期間とする長期履修学生制度を設けています。 

 

欧欧米米文文化化専専攻攻：：  

1.欧米の言語・文学・歴史・思想・芸術・比較文化論の領域に関する高度な専門的知識や研究調査能力

などの諸能力を修得させるために、｢研究｣、「特論」、「文献研究」（以上、講義）、「専門演習」などの

専門科目を体系的に配置する 

2.研究指導においては、個々の学生の設定したテーマを解明するための専門的知識や分析力、手法を修

得するために指導教授を定めるとともに、指導教授が個々の学生に交付する研究指導計画書に基づい

て指導を行う 

3.修士論文または特定課題研究を作成する年度には、専門研究コースにあっては指導教授担当の「研究

指導演習」を、キャリアアップコース、生涯学習コースにあっては指導教授担当の「専門演習」の単

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 
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位を修得しなければならない 

4.修士論文または特定課題研究では、原則として３名以上の教員が構成する審査委員会によって専門的

知識の修得状況や構成能力、文章表現力、発信力等を審査・評価するとともに、審査委員会による最

終試験においては、討論能力やコミュニケーション能力等を審査・評価する 

5.主体性や協働する力などに関しては、研究成果の発表等によって把握する 

 

日日本本文文化化専専攻攻：：  

1.日本の言語・文学・歴史・思想・美術・民俗・芸能、東アジア文化論の領域に関する高度な専門的知

識や研究調査能力などの諸能力を修得させるために、｢研究｣、「特論」、「文献研究」（以上、講義）、「専

門演習」などの専門科目を体系的に配置する 

2.研究指導においては、個々の学生の設定したテーマを解明するための専門的知識や分析力、手法を修

得するために指導教授を定めるとともに、指導教授が個々の学生に交付する研究指導計画書に基づい

て指導を行う 

3.修士論文または特定課題研究を作成する年度には、専門研究コースにあっては指導教授担当の「研究

指導演習」を、キャリアアップコース、生涯学習コースにあっては指導教授担当の「専門演習」の単

位を修得しなければならない 

4.修士論文または特定課題研究では、原則として３名以上の教員が構成する審査委員会によって専門的

知識の修得状況や構成能力、文章表現力、発信力等を審査・評価するとともに、審査委員会による最

終試験においては、討論能力やコミュニケーション能力等を審査・評価する 

5.主体性や協働する力などに関しては、研究成果の発表等によって把握する 

 

社社会会学学専専攻攻：：  

1.社会学の諸理論、社会学的方法論、メディア論、文化人類学の諸領域に関する高度な専門的知識や研

究調査能力などの諸能力を修得させるために、｢研究｣、「特論」、「文献研究」（以上、講義）、「専門演

習」などの専門科目を体系的に配置する 

2.研究指導においては、個々の学生の設定したテーマを解明するための専門的知識や分析力、手法を修

得するために指導教授を定めるとともに、指導教授が個々の学生に交付する研究指導計画書に基づい

て指導を行う 

3.修士論文または特定課題研究を作成する年度には、専門研究コースにあっては指導教授担当の「研究

指導演習」を、キャリアアップコース、生涯学習コースにあっては指導教授担当の「専門演習」の単

位を修得しなければならない 

4.修士論文または特定課題研究では、原則として３名以上の教員が構成する審査委員会によって専門的

知識の修得状況や構成能力、文章表現力、発信力等を審査・評価するとともに、審査委員会による最

終試験においては、討論能力やコミュニケーション能力等を審査・評価する 

5.主体性や協働する力などに関しては、研究成果の発表等によって把握する 
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【【博博士士後後期期課課程程】】  

博士後期課程は、欧米文化専攻、日本文化専攻、社会学専攻の３専攻から構成されています。それぞれ

が高等教育機関等で活動しうる学識と、独自の問題設定によって新たな知見をもたらしうる研究調査能力

を養成するためのカリキュラムを編成しています。 

 

欧欧米米文文化化専専攻攻：：  

1.欧米の言語・文学・歴史・思想・芸術・比較文化論の領域において幅広く、かつ卓越した専門的知識

や研究調査能力などの諸能力を修得させるために、「特別演習」等の専門科目を体系的に配置する 

2.各領域においてオリジナリティのある自律的で高度な研究能力を修得させるために指導教授を定める

とともに、指導教授を中心とする組織的な研究指導体制を整備し、研究成果の発表の場を設ける。な

お、学生は博士論文を提出するまでの各年度に年間研究報告書を作成、提出しなければならない 

3.博士論文は、原則として３名以上の教授が構成する審査委員会において、各領域における専門的知識、

文献読解力、研究調査能力、構想力、表現力、発信力等に基づいた、オリジナリティのある自律的で

高度な研究活動を遂行する能力等の修得に関する審査及び最終試験を行う 

 

日日本本文文化化専専攻攻：：  

1.日本の言語・文学・歴史・思想・美術・民俗・芸能、東アジア文化論の領域において幅広く、かつ卓

越した専門的知識や研究調査能力などの諸能力を修得させるために、「特別演習」等の専門科目を体系

的に配置する 

2.各領域においてオリジナリティのある自律的で高度な研究能力を修得させるために指導教授を定める

とともに、指導教授を中心とする組織的な研究指導体制を整備し、研究成果の発表の場を設ける。な

お、学生は博士論文を提出するまでの各年度に年間研究報告書を作成、提出しなければならない 

3.博士論文は、原則として３名以上の教授が構成する審査委員会において、各領域における専門的知識、

文献読解力、研究調査能力、構想力、表現力、発信力等に基づいた、オリジナリティのある自律的で

高度な研究活動を遂行する能力等の修得に関する審査及び最終試験を行う 

 

社社会会学学専専攻攻：：  

1.社会学の諸理論、社会学的方法論、メディア論、文化人類学の諸領域において幅広く、かつ卓越した

専門的知識や研究調査能力などの諸能力を修得させるために、「特別演習」等の専門科目を体系的に配

置する 

2.各領域においてオリジナリティのある自律的で高度な研究能力を修得させるために指導教授を定める

とともに、指導教授を中心とする組織的な研究指導体制を整備し、研究成果の発表の場を設ける。な

お、学生は博士論文を提出するまでの各年度に年間研究報告書を作成、提出しなければならない 

3.博士論文は、原則として３名以上の教授が構成する審査委員会において、各領域における専門的知識、

文献読解力、研究調査能力、構想力、表現力、発信力等に基づいた、オリジナリティのある自律的で

高度な研究活動を遂行する能力等の修得に関する審査及び最終試験を行う 
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人文科学研究科 博士前期課程



 

 

１ 教育課程 

(1) 人文科学研究科博士前期課程に欧米文化、日本文化、社会学の３専攻を置く。各専攻は、それぞれ専門

研究コース、キャリアアップコース、生涯学習コースに分かれる。 
専門研究コースは、専門的な職業に就くために必要とされる人文学、社会学における専門的な知識と研

究調査能力、高度な言語の運用能力を修得すると同時に、広く専門研究の中に自らの研究テーマを設定

して、分析と総合の能力を用いて探究を行い、その成果を客観的に公表するための構成力と表現力を修

得することを目標とする。 
キャリアアップコースは、教員、学芸員、専門社会調査士などの専門的な職業に就くために必要とされる

言語的能力、人文学、社会学などにおける高度な探究能力を身に付け、自らの知見を伝達するための表

現力を培うことを目標とする。 
生涯学習コースは、専門的な職業に就くために必要とされる外国語力と文化交流、西欧史、日本の伝

統文化、社会学などにおける高度な探究能力を身に付け、自らの知見を伝達するための表現力を培うこと

を目標とする。 
 

 (2) 学生は、研究をすすめるにあたって、年度ごとの研究指導計画に基づいて、指導教授の指導を受けるものと

する。なお、指導教授の指示のもとに、副指導教授を選び、指導を受けることができる。 
 

① 専専門門研研究究ココーースス 
学生各自の研究テーマに基づいて科目を履修し、指導教授が担当する研究指導演習を履修して、学

位論文（修士論文）を作成する。 
 

② キキャャリリアアアアッッププココーースス 
学生各自の研究テーマに基づいて科目を履修し、指導教授担当の専門演習を履修してリサーチペー

パー、社会調査等の課題（以下これらを「特定課題研究」と総称する）を作成する。なお以下のプログラ

ム一覧を参考に指導教授と相談して履修計画を立てる。 
 

《《ププロロググララムム一一覧覧》》  

 教員能力開発プログラム 
中学校および高等学校の教員としての実践的な能力を高め、専修免許状の取得を目標とするプ

ログラムである。 
学芸員研究能力開発プログラム 
学芸員になるために必要とされる文化研究能力の開発を目標とするプログラムである。 

専門社会調査士資格取得プログラム 
「専門社会調査士」（社会調査協会の出す資格）の取得を目標とするプログラムである。 

 
③ 生生涯涯学学習習ココーースス 

学生各自の研究テーマに基づいて科目を履修し、指導教授担当の専門演習を履修してリサーチペー

パー、社会調査等の課題（以下これらを「特定課題研究」と総称する）を作成する。なお以下の研究テー

マ例を参考に指導教授と相談して履修計画を立てる。 
 

《《研研究究テテーーママ例例》》  

語学力強化 

文化・歴史の研究を通じて語学力の向上をはかる。英語、ドイツ語、フランス語の各言語に分かれる。 

文化交流研究 

英語圏と日本・アジア間の文化交流について研究する。 
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ヨーロッパ中世研究 

中世ヨーロッパを中心に、文化、思想、言語などの形成過程を研究する。 

日本伝統文化研究 

日本の伝統文化について、歴史的、総合的に研究し、日本文化に対する高い教養と深い理解を目

指す。 

総合的ジェンダー研究 

社会学的な視点のみならず、文学・比較芸術・芸能史などの視点をも踏まえて総合的なジェンダー

研究を行う。 

地域・市民メディア研究 

  大手マスメディア以外の地方紙、ローカル局、タウン誌、地方出版、地域ポータルサイト等の地域メデ

ィア、一般の市民が情報発信の担い手となるミニコミ、ミニＦＭ、ソーシャルメディア等が果たす社会的

役割について調査研究する。 
 

 (3) 博士前期課程各専攻の科目、単位数および担当者は別表「開講科目一覧」の通りとする。 
(4) 各授業科目（研究、演習）の単位数は、1 週 2 時間で学期にわたるものを 2 単位とする。ただし、文献研究、

実習については 1 週 2 時間で学期にわたるものを 1 単位とする。 
 
２ 修了要件 

［欧米文化専攻］ 

(1) 2 年以上在学していること。ただし、長期履修学生は当該標準修業年限（３年または４年）在学しているこ

と。なお、早期修了制度対象者は１年で足りるものとする。 
(2) 計 30 単位以上を修得すること。そのうち 20 単位以上は欧米文化専攻の科目から修得するものとし、欧

米文化専攻の授業科目のうち、指導教授の担当または指示する科目 16 単位をもって必修とする。 
(3-1) 学位論文の審査（専門研究コース） 

学位論文提出資格を満たした年度以降に所属専攻における指導教授担当の「欧米文化研究指導演習

１」、「欧米文化研究指導演習２」の計４単位を修得すること（原則、連続した春、秋学期とする）。なお、

「欧米文化研究指導演習２」の修得学期に学位論文の審査に合格しなければならない。 
(3-2) 特定課題研究の審査（キャリアアップコース、生涯学習コース） 

特定課題研究作成年度に指導教授担当の演習科目の単位を修得し、特定課題研究の審査に合格しな

ければならない。 
 

［日本文化専攻］ 

(1)  2 年以上在学していること。ただし、長期履修学生は当該標準修業年限（３年または４年）在学している

こと。なお、早期修了制度対象者は１年で足りるものとする。 
(2) 計 30 単位以上を修得すること。そのうち 20 単位以上は日本文化専攻の科目から修得するものとし、日

本文化専攻の授業科目のうち、指導教授の担当または指示する科目 16 単位をもって必修とする。 
(3-1)  学位論文の審査（専門研究コース） 

学位論文提出資格を満たした年度以降に所属専攻における指導教授担当の「日本文化研究指導演習

１」、「日本文化研究指導演習２」の計４単位を修得すること（原則、連続した春、秋学期とする）。なお、

「日本文化研究指導演習２」の修得学期に学位論文の審査に合格しなければならない。 
(3-2)  特定課題研究の審査（キャリアアップコース、生涯学習コース） 

特定課題研究作成年度に指導教授担当の演習科目の単位を修得し、特定課題研究の審査に合格しな

ければならない。 
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［社会学専攻］ 

(1) 2 年以上在学していること。ただし、長期履修学生は当該標準修業年限（３年または４年）在学している

こと。なお、早期修了制度対象者は１年で足りるものとする。 
(2) 計 30 単位以上を修得すること。そのうち 20 単位以上は社会学専攻の科目から修得するものとし、社会

学専攻の授業科目のうち、指導教授の担当または指示する科目 16 単位をもって必修とする。 
(3-1) 学位論文の審査（専門研究コース） 

学位論文提出資格を満たした年度以降に所属専攻における指導教授担当の「社会学研究指導演習１」、

「社会学研究指導演習２」の計４単位を修得すること（原則、連続した春、秋学期とする）。なお、「社会学

研究指導演習２」の修得学期に学位論文の審査に合格しなければならない。 
(3-2) 特定課題研究の審査（キャリアアップコース、生涯学習コース） 

特定課題研究作成年度に指導教授担当の演習科目の単位を修得し、特定課題研究の審査に合格しな

ければならない。 
 
３ 学位論文（修士論文）、特定課題研究 

(1) 提出資格 
以下の①～③の条件をすべて満たすこと（「早期修了制度」対象者は①、②を満たすこと）。 
① 当該年度において修業年限が 2 年以上に達すること（「早期修了制度」対象者は１年、長期履修学生は３年

コースは３年、４年コースは４年に達すること）。 
② 所定の修了必要単位をすべて修得見込みであること。 
③ 学位論文作成年度春学期終了時までに、修了必要単位のうち 16 単位以上を修得済であること。 

(2) 提出に関する手続 
学位論文あるいは特定課題研究を提出しようとする者は、以下を提出しなければならない。提出方法はオ

ンライン提出とし、詳細は別途、3S 掲示する。 

学位論文作成届 【提出期限】 2026 年 4 月 17 日（金）16 時 40 分 

最 終 題 目 届 【提出期限】 2026 年 12 月 1 日（火）16 時 40 分 

学 位 論 文 
特 定 課 題 研 究 

【提出期限】 2027 年 1 月 8 日（金）15 時 00 分 
【論文体裁】 
・ 修士論文（専門研究コース）の文字数は原則として 3 万字以上とする（欧文は

6000words 以上）。ただし領域またはテーマに応じて必要な字数の目安は異な

るため、分量については指導教授の指示に従うこと。 
・ 特定課題研究（キャリアアップコース／生涯学習コース）の文字数は所属コース

またはテーマに応じて原則として 2 万字以上とする（欧文は 4000words 以上）。

ただし領域またはテーマに応じて必要な字数の目安は異なるため、分量につい

ては指導教授の指示に従うこと。 
・ 表紙には「論文題目」「研究科・専攻名・コース名」「氏名」「指導教授名」を記載

すること。 

論文の要旨 【提出期限】 学位論文・特定課題研究と同じ 
【要旨体裁】 3,000 字程度 

論 文 審 査 ・ 
最 終 試 験 

【試験日】 専攻により異なる。日時は別途、連絡する。 
審査および最終試験は、原則として教員３名によって構成される審査委員会で行う。 

(3) 学位論文作成届提出後、最終試験までに当該年度の学位論文あるいは特定課題研究の提出を取りやめる

場合、取り下げの届出を行うこと（詳細は教務課に問い合わせること）。 
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(4) 学位論文作成届あるいは最終題目届の手続を行ったにもかかわらず学位論文あるいは特定課題研究の提

出を延期した者は、翌年度に同様の手続を行うこと。なお、休学や協定留学によって所定の期日までに学

位論文作成届を提出できなかった者は、復学後すみやかにこれを提出すること。 

(5) 修了必要単位の不足など何らかの理由で修了が延期になった場合には、学位論文あるいは特定課題研究

の審査および最終試験の評価は無効となり、翌年度に再度提出しなければならない。 
 
４ 修業年限にかかる各種制度 

(1) [早期修了制度] 

成績優秀な者が大学院学則第 20 条第 3 項第 1 号アに基づき、１年で大学院博士前期課程を修了で

きる制度である。１年で修了するためには、つぎの条件を満たさなくてはならない。なお、希望者

は春学期履修登録期間に教務課にて手続を行うこと。 
① 専門研究コースを選択した場合、入学前既修得 10 単位以上が認定されていること。 

※キャリアアップコース、生涯学習コースにおいてはこれを条件とはしない。ただし、入学前

既修得単位の認定は可能である。 
② 30 単位以上を修得して、修得単位の 2/3 以上の評価が A であること（認定された入学前既修得

単位を含む）。 
③ 学位論文（修士論文）あるいは特定課題研究の評価が A であること。 
 
※大学院学則第 20 条第 3 項第 1 号イに基づく、入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮

について、人文科学研究科においては、認めない。 
 
(2) [長期履修学生制度] 

職業を有している等の事情がある者に余裕をもって勉学をすすめることを可能にした制度で、３年コ

ースと４年コースがある。在学年限は、両コースともに上記修業年限に 1 年を加えた年限である。

したがって、修業年限３年を選択した学生は在学年限が４年となり、修業年限４年を選択した学生は、

在学年限が５年となる。 
長期履修学生制度を利用する学生が年間で履修登録できる単位は、3 年コースでは最大 14 単位、4
年コースでは最大 10 単位とする。詳細は武蔵大学大学院長期履修学生制度に関する規程を参照の上、

教務課に問い合わせること。 
 

５ 授業科目の履修についての留意点（3 専攻 3 コース共通） 

(1) 授業科目の履修にあたっては、あらかじめ指導教授の承認を得る必要がある。 
(2) 所属する専攻の授業科目のうち、指導教授の担当または指示する科目を各開講期少なくとも 2 単位以上履

修するものとする。 
(3) 各授業は学期完結としているが、実質的には通年扱いで行われるため、同一科目名 1・2（1 が春学

期開講、2 が秋学期開講）はセットで履修登録することが望ましい。ただし、留学等の理由によって

セット履修が不可能な場合はこの限りではない。なお、同一科目を複数回履修した場合も、修了単

位に含める。 
(4-1) 人文科学研究科においては、大学院学則第 14 条第 1 項、第 4 項及び第 47 条第 3 項により、教育上有

益と認めたときに認定する単位の上限は 10 単位までとする。ついては、次の各項に属する修得単位を、

(4-2)とは別に、合わせて 10 単位まで博士前期課程修了に必要な単位に算入することができる。なお、

(4-2)において認定された単位と合わせて、20 単位を超えることはできない。 
① 専攻横断科目 
② 本学大学院人文科学研究科の他専攻科目 
③ 本学大学院他研究科科目 
④ 研究科委員会において認めた他大学院科目 
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1) 成蹊大学大学院・成城大学大学院の文学研究科修士課程・博士前期課程 
2) 欧欧米米文文化化専専攻攻対対象象：大学院フランス語フランス文学専攻に関する単位互換制度協定校修士課程・

博士前期課程 
3) 社社会会学学専専攻攻対対象象：大学院社会学分野の単位互換制度協定校修士課程・博士前期課程 

⑤ 国外留学において修得した単位 
(4-2) 人文科学研究科においては、学則第 14 条第２項及び第４項により、教育上有益と認めたときに認定する

単位の上限は 10 単位までとする。ついては、入学前に大学院において修得した単位を、(4-1)とは別に、

10 単位まで博士前期課程修了に必要な単位に算入することができる。ただし、大学院進学奨励学生制度

を利用した場合は 15 単位まで博士前期課程修了に必要な単位に算入することができる。なお、(4-1)にお

いて認定された単位と合わせて、20 単位を超えることはできない。 
(5) 長期履修学生が年間で履修登録できる単位は、３年コースでは最大14 単位、４年コースでは最大10 単位とする。 
 

６ 研究指導計画書 

 この計画書は、指導教授が個々の学生の希望テーマに基づき各学生に交付するものである。学生は研究計画の

詳細を記入した所定用紙を指導教授に提出し、指導教授は指導計画を記入した上で学生に交付する。学生はその

指示にしたがって研究を行うこと。 

 

７ 博士後期課程への進学について 

本学博士後期課程への進学については、指導教授と相談した上で進めること。また、出願や受験にあたっては

アドミッションセンターに確認すること。 

 
８ 開講科目一覧 

［欧米文化専攻］ 
授  業  科  目 サブタイトル 単位 担  当  者 開講期 備    考 

英語学研究 1 （現代英語研究） 2 ◆  欠講 前期   
英語学研究 2 （現代英語研究） 2 ◆  欠講 後期   
英語学研究 1 （第 2 言語習得論） 2 教授  ジェイソン・ホロウェル 前期   
英語学研究 2 （第 2 言語習得論） 2 教授  ジェイソン・ホロウェル 後期   
英語学専門演習 1 （現代英語研究） 2 ◆  欠講 前期   
英語学専門演習 2 （現代英語研究） 2 ◆  欠講 後期   
英語学専門演習 1 （第 2 言語習得論） 2 教授  ジェイソン・ホロウェル 前期   
英語学専門演習 2 （第 2 言語習得論） 2 教授  ジェイソン・ホロウェル 後期   
ドイツ語学研究 1 （ドイツ語テクストの文体論） 2 教授  新田 春夫 前期   
ドイツ語学研究 2 （ドイツ語テクストの文体論） 2 教授  新田 春夫 後期   
ドイツ語学専門演習 1 （近世ドイツの社会と言語） 2 教授  新田 春夫 前期   
ドイツ語学専門演習 2 （近世ドイツの社会と言語） 2 教授  新田 春夫 後期   
フランス語学研究 1 （フランス語による現代時事研究） 2 教授  小山 ブリジット 前期   
フランス語学研究 2 （フランス語による現代時事研究） 2 教授  小山 ブリジット 後期   
フランス語学研究 1 （フランス語言語学・多言語教育） 2 教授  西村 淳子 前期   
フランス語学研究 2 （フランス語言語学・多言語教育） 2 教授  西村 淳子 後期   
フランス語学専門演習 1 （フランス語テクストの分析） 2 教授  西村 淳子 前期   
フランス語学専門演習 2 （フランス語テクストの分析） 2 教授  西村 淳子 後期   
イギリス文学研究 1 （エリザベス朝演劇） 2 教授  高村 忠明 前期   
イギリス文学研究 2 （エリザベス朝演劇） 2 教授  高村 忠明 後期   
イギリス文学専門演習 1 （エリザベス朝演劇） 2 ◆  欠講 前期   
イギリス文学専門演習 2 （エリザベス朝演劇） 2 ◆  欠講 後期   
アメリカ文学研究 1 （20 世紀アメリカ小説） 2 ◆  欠講 前期 新納卓也 

（H26 特別研究員） アメリカ文学研究 2 （20 世紀アメリカ小説） 2 ◆  欠講 後期 
アメリカ文学研究 1 （宗教とアメリカ文学） 2 教授  波多野 直人 前期   
アメリカ文学研究 2 （宗教とアメリカ文学） 2 教授  波多野 直人 後期   
アメリカ文学専門演習 1 （20 世紀アメリカ小説） 2 ◆  欠講 前期 新納卓也 

（H26 特別研究員） アメリカ文学専門演習 2 （20 世紀アメリカ小説） 2 ◆  欠講 後期 
アメリカ文学専門演習 1 （宗教とアメリカ文学） 2 教授  波多野 直人 前期   

「開講科目一覧」については別紙及び別データ有り 
（本データは古い情報） 

８ 開講科目一覧

[欧米文化専攻]

ナンバリング 授　業　科　目 サブタイトル
授業

形態
単位 担　当　者 開講期 備    考

LNG52030 英語学研究1 （第2言語習得論） 講義 2 教授 ジェイソン・ホロウェル 春学期

LNG52040 英語学研究2 （第2言語習得論） 講義 2 教授 ジェイソン・ホロウェル 秋学期

LNG51030 英語学専門演習1 （第2言語習得論） 演習 2 教授 ジェイソン・ホロウェル 春学期

LNG51040 英語学専門演習2 （第2言語習得論） 演習 2 教授 ジェイソン・ホロウェル 秋学期

LNG52050 ドイツ語学研究1 （ドイツ語文法の歴史的変遷） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LNG52060 ドイツ語学研究2 （ドイツ語文法の歴史的変遷） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LNG51050 ドイツ語学専門演習1 （中世ドイツの言語状況） 演習 2 教授 黒田　享 春学期

LNG51060 ドイツ語学専門演習2 （中世ドイツの言語状況） 演習 2 教授 黒田　享 秋学期

LNG52070 フランス語学研究1 （フランス語による現代時事研究） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LNG52080 フランス語学研究2 （フランス語による現代時事研究） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LNG52090 フランス語学研究1 （フランス語言語学・多言語教育） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LNG52100 フランス語学研究2 （フランス語言語学・多言語教育） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LNG51070 フランス語学専門演習1 （フランス語テクストの分析） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

LNG51080 フランス語学専門演習2 （フランス語テクストの分析） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT52010 イギリス文学研究1 （20世紀英語文学） 講義 2 教授 ポール・ミンフォード 春学期

LIT52020 イギリス文学研究2 （20世紀英語文学） 講義 2 教授 ポール・ミンフォード 秋学期

LIT52150 イギリス文学研究1 （近世イングランド演劇） 講義 2 教授 北村　紗衣 春学期

LIT52160 イギリス文学研究2 （近世イングランド演劇） 講義 2 教授 北村　紗衣 秋学期

LIT51010 イギリス文学専門演習1 （現代英語小説の諸テーマ） 演習 2 教授 ポール・ミンフォード 春学期

LIT51020 イギリス文学専門演習2 （現代英語小説の諸テーマ） 演習 2 教授 ポール・ミンフォード 秋学期

LIT51150 イギリス文学専門演習1 （イギリス・アイルラントﾞ演劇上演研究） 演習 2 教授 北村　紗衣 春学期

LIT51160 イギリス文学専門演習2 （イギリス・アイルラントﾞ演劇上演研究） 演習 2 教授 北村　紗衣 秋学期

LIT52050 アメリカ文学研究1 （世紀転換期のアメリカ小説） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LIT52060 アメリカ文学研究2 （世紀転換期のアメリカ小説） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT52030 アメリカ文学研究1 （20世紀アメリカ小説） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LIT52040 アメリカ文学研究2 （20世紀アメリカ小説） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT51050 アメリカ文学専門演習1 （世紀転換期のアメリカ小説） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

LIT51060 アメリカ文学専門演習2 （世紀転換期のアメリカ小説） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT51030 アメリカ文学専門演習1 （20世紀アメリカ小説） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

LIT51040 アメリカ文学専門演習2 （20世紀アメリカ小説） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期
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LIT52070 ドイツ文学研究1 （ドイツ・モデルネの小説と批評） 講義 2 教授 桂　元嗣 春学期

LIT52080 ドイツ文学研究2 （ドイツ・モデルネの小説と批評） 講義 2 教授 桂　元嗣 秋学期

LIT51090 ドイツ文学専門演習1 （中欧文化圏のドイツ語文学） 演習 2 教授 桂　元嗣 春学期

LIT51100 ドイツ文学専門演習2 （中欧文化圏のドイツ語文学） 演習 2 教授 桂　元嗣 秋学期

LIT51070 ドイツ文学専門演習1 （文学と音楽の関連をめぐって） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

LIT51080 ドイツ文学専門演習2 （文学と音楽の関連をめぐって） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT52090 フランス文学研究1 （19世紀フランス文学） 講義 2 教授 木元　豊 春学期

LIT52100 フランス文学研究2 （19世紀フランス文学） 講義 2 教授 木元　豊 秋学期

LIT51110 フランス文学専門演習1 （19世紀フランス小説） 演習 2 教授 木元　豊 春学期

LIT51120 フランス文学専門演習2 （19世紀フランス小説） 演習 2 教授 木元　豊 秋学期

PHI52010 欧米思想研究A・B1 （イギリス・アメリカの思想研究） 講義 2 教授 角田　俊男 春学期

PHI52020 欧米思想研究A・B2 （イギリス・アメリカの思想研究） 講義 2 教授 角田　俊男 秋学期

PHI51010 欧米思想専門演習A・B1 （イギリス・アメリカの思想研究） 演習 2 教授 角田　俊男 春学期

PHI51020 欧米思想専門演習A・B2 （イギリス・アメリカの思想研究） 演習 2 教授 角田　俊男 秋学期

PHI52030 欧米思想研究C1 （20世紀ドイツ語圏の哲学と文学） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

PHI52040 欧米思想研究C2 （20世紀ドイツ語圏の哲学と文学） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

PHI51030 欧米思想専門演習C1 （ドイツ哲学と文学の文献研究） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

PHI51040 欧米思想専門演習C2 （ドイツ哲学と文学の文献研究） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

PHI52050 欧米思想研究D1 （16-17世紀フランス思想） 講義 2 教授 望月　ゆか 春学期

PHI52060 欧米思想研究D2 （16-17世紀フランス思想） 講義 2 教授 望月　ゆか 秋学期

PHI51050 欧米思想専門演習D1 （16-17世紀フランス思想） 演習 2 教授 望月　ゆか 春学期

PHI51060 欧米思想専門演習D2 （16-17世紀フランス思想） 演習 2 教授 望月　ゆか 秋学期

HST52010 西洋史研究A1 （近現代イギリス史） 講義 2 教授 佐藤　繭香 春学期

HST52020 西洋史研究A2 （近現代イギリス史） 講義 2 教授 佐藤　繭香 秋学期

HST51010 西洋史専門演習A1 （近現代イギリスジェンダー史） 演習 2 教授 佐藤　繭香 春学期

HST51020 西洋史専門演習A2 （近現代イギリスジェンダー史） 演習 2 教授 佐藤　繭香 秋学期

HST52030 西洋史研究B1 （近世フランス史） 講義 2 准教授 田瀬　望 春学期

HST52040 西洋史研究B2 （近世フランス史） 講義 2 准教授 田瀬　望 秋学期

HST51030 西洋史専門演習B1 （フランス革命史） 演習 2 准教授 田瀬　望 春学期

HST51040 西洋史専門演習B2 （フランス革命史） 演習 2 准教授 田瀬　望 秋学期

HST52070 西洋史研究C1 （中近世ヨーロッパ文化史） 講義 2 教授 踊　共二 春学期

HST52080 西洋史研究C2 （中近世ヨーロッパ文化史） 講義 2 教授 踊　共二 秋学期

HST51070 西洋史専門演習C1 （中近世ヨーロッパ文化史） 演習 2 教授 踊　共二 春学期

HST51080 西洋史専門演習C2 （中近世ヨーロッパ文化史） 演習 2 教授 踊　共二 秋学期

HST52090 西洋史研究D1 （ヨーロッパ近現代・対外交流史） 講義 2 教授 平野　千果子 春学期

HST52100 西洋史研究D2 （ヨーロッパ近現代・対外交流史） 講義 2 教授 平野　千果子 秋学期

HST52110 西洋史研究D1 （フランス近現代史・国際関係史） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

HST52120 西洋史研究D2 （フランス近現代史・国際関係史） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

HST51090 西洋史専門演習D1 （ヨーロッパ近現代・対外交流史） 演習 2 教授 平野　千果子 春学期

HST51100 西洋史専門演習D2 （ヨーロッパ近現代・対外交流史） 演習 2 教授 平野　千果子 秋学期

HST51110 西洋史専門演習D1 （フランス近現代史・国際関係史） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

HST51120 西洋史専門演習D2 （フランス近現代史・国際関係史） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT52110 比較文学研究1 （宗教説話の東西） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LIT52120 比較文学研究2 （宗教説話の東西） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT51130 比較文学専門演習1 （文藝映画の東西） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

LIT51140 比較文学専門演習2 （文藝映画の東西） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

ART52010 比較芸術研究1 （西洋美術史・図像の形成と伝搬） 講義 2 講師 瀧本　みわ 春学期

ART52020 比較芸術研究2 （西洋美術史・図像の形成と伝搬） 講義 2 講師 瀧本　みわ 秋学期

ART51010 比較芸術専門演習1 （日欧芸術の比較・交流研究） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

ART51020 比較芸術専門演習2 （日欧芸術の比較・交流研究） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

PHI52070 比較思想研究1 （ユダヤ思想と現代哲学） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

PHI52080 比較思想研究2 （ユダヤ思想と現代哲学） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

PHI51070 比較思想専門演習1 （政治思想と哲学の課題） 演習 2 教授 小森　謙一郎 春学期

PHI51080 比較思想専門演習2 （政治思想と哲学の課題） 演習 2 教授 小森　謙一郎 秋学期

EUS52010 ヨーロッパ文化研究1 （現代思想の視座と射程） 講義 2 教授 小森　謙一郎 春学期

EUS52020 ヨーロッパ文化研究2 （現代思想の視座と射程） 講義 2 教授 小森　謙一郎 秋学期

EUS51010 ヨーロッパ文化専門演習1 （ヨーロッパの美術・図像学研究） 演習 2 講師 瀧本　みわ 春学期

EUS51020 ヨーロッパ文化専門演習2 （ヨーロッパの美術・図像学研究） 演習 2 講師 瀧本　みわ 秋学期

BAS52010 英語圏文化研究1 （英語圏文化論） 講義 2 教授 小森　真樹 春学期

BAS52020 英語圏文化研究2 （英語圏文化論） 講義 2 教授 小森　真樹 秋学期

BAS51010 英語圏文化専門演習1 （英語圏文化論） 演習 2 教授 小森　真樹 春学期

BAS51020 英語圏文化専門演習2 （英語圏文化論） 演習 2 教授 小森　真樹 秋学期

BAS52030 英米の文化研究1 （英米文化の観光利用研究） 講義 2 教授 地村　孝充 春学期

BAS52040 英米の文化研究2 （英米文化の観光利用研究） 講義 2 教授 地村　孝充 秋学期

─ 57─

人文科学研究科（博士前期課程）



ナンバリング 授　業　科　目 サブタイトル
授業

形態
単位 担　当　者 開講期 備    考

BAS51030 英米の文化専門演習1 （英米文化遺産・世界遺産研究） 演習 2 教授 地村　孝充 春学期

BAS51040 英米の文化専門演習2 （英米文化遺産・世界遺産研究） 演習 2 教授 地村　孝充 秋学期

FOL52010 比較文化研究1 （民族学的視座からのヨーロッパ研究） 講義 2 ◆ 欠講 春学期 嶋内　博愛

（2026特別研究員）FOL52020 比較文化研究2 （民族学的視座からのヨーロッパ研究） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

GLS52010 比較文化研究1 （近世日欧文化交流） 講義 2 ◆ 欠講 春学期 パトリック・シュウェマー

（2026特別研究員）GLS52020 比較文化研究2 （近世日欧文化交流） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

GLS52030 比較文化研究1 （Comparative Politics） 講義 2 准教授 ブライアン・マサハート 春学期

GLS52040 比較文化研究2 （Comparative Politics） 講義 2 准教授 ブライアン・マサハート 秋学期

ART51030 比較文化専門演習1 （音楽美学研究） 演習 2 准教授 松原　薫 春学期

ART51040 比較文化専門演習2 （音楽美学研究） 演習 2 准教授 松原　薫 秋学期

FOL51010 比較文化専門演習1 （日欧の祝祭・生活文化研究） 演習 2 ◆ 欠講 春学期 嶋内　博愛

（2026特別研究員）FOL51020 比較文化専門演習2 （日欧の祝祭・生活文化研究） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

GLS51010 比較文化専門演習1 （近世日欧文化交流） 演習 2 ◆ 欠講 春学期 パトリック・シュウェマー

（2026特別研究員）GLS51020 比較文化専門演習2 （近世日欧文化交流） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

GLS51030 比較文化専門演習1 （Japan-U.S. Relations） 演習 2 准教授 ブライアン・マサハート 春学期

GLS51040 比較文化専門演習2 （Japan-U.S. Relations） 演習 2 准教授 ブライアン・マサハート 秋学期

LIT52130 ヨーロッパ古典文学1 （ギリシア古典文学の研究） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LIT52140 ヨーロッパ古典文学2 （ギリシア古典文学の研究） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

ART52030 ヨーロッパ比較芸術1 （西洋音楽研究） 講義 2 准教授 松原　薫 春学期

ART52040 ヨーロッパ比較芸術2 （西洋音楽研究） 講義 2 准教授 松原　薫 秋学期

GSS52110 文献研究A1 （イギリス英語文献の読解） 講義 1 ◆ 欠講 春学期

GSS52120 文献研究A2 （イギリス英語文献の読解） 講義 1 ◆ 欠講 秋学期

GSS52130 文献研究B1 （イギリス英語文献の読解） 講義 1 ◆ 欠講 春学期

GSS52140 文献研究B2 （イギリス英語文献の読解） 講義 1 ◆ 欠講 秋学期

GES52010 文献研究C1 （ドイツ語文献の読解） 講義 1 教授 黒田　享 春学期

GES52020 文献研究C2 （ドイツ語文献の読解） 講義 1 教授 黒田　享 秋学期

FRS52010 文献研究D1 （フランス語文献の読解） 講義 1 ◆ 欠講 春学期

FRS52020 文献研究D2 （フランス語文献の読解） 講義 1 ◆ 欠講 秋学期

LNG52110 英語コミュニケーション研究1 （歴史的および統計的語彙分析） 講義 2 ◆ 欠講 春学期 谷　憲治

（2026特別研究員）LNG52120 英語コミュニケーション研究2 （歴史的および統計的語彙分析） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LNG52130 英語コミュニケーション研究1 （メディアの英語） 講義 2 教授 土屋　武久 春学期

LNG52140 英語コミュニケーション研究2 （メディアの英語） 講義 2 教授 土屋　武久 秋学期

LNG52150 英語コミュニケーション研究1 （活動理論と英語学習） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LNG52160 英語コミュニケーション研究2 （活動理論と英語学習） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LNG51090 英語コミュニケーション専門演習1 （歴史的および統計的語彙分析） 演習 2 ◆ 欠講 春学期 谷　憲治

（2026特別研究員）LNG51100 英語コミュニケーション専門演習2 （歴史的および統計的語彙分析） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

LNG51110 英語コミュニケーション専門演習1 （応用言語学） 演習 2 教授 土屋　武久 春学期

LNG51120 英語コミュニケーション専門演習2 （応用言語学） 演習 2 教授 土屋　武久 秋学期

LNG51130 英語コミュニケーション専門演習1 （活動理論と英語学習） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

LNG51140 英語コミュニケーション専門演習2 （活動理論と英語学習） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

「欧米文化研究指導演習1」、「欧米文化研究指導演習2」

踊　共二 小森　謙一郎 土屋　武久 松原　薫

桂　元嗣 小森　真樹 角田　俊男 ポール・ミンフォード

北村　紗衣 佐藤　繭香 平野　千果子 望月　ゆか

木元　豊 地村　孝充 ジェイソン・ホロウェル

黒田　享 田瀬　望 ブライアン・マサハート

「欧米文化研究指導演習１」（２単位）、「欧米文化研究指導演習２」（２単位）は、専門研究コースの学生専門研究コースの学生が学位論
文提出資格を満たした年度以降に論文作成指導を受けるために必ず履修しなくてはならない。

[日本文化専攻]

ナンバリング 授　業　科　目 サブタイトル
授業

形態
単位 担　当　者 開講期 備    考

LNG52170 日本語学研究1 （日本語史の研究） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

LNG52180 日本語学研究2 （日本語史の研究） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LNG51150 日本語学専門演習1 （日本語文法の研究） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

LNG51160 日本語学専門演習2 （日本語文法の研究） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

PHI52070 日本思想史研究1 （菅江真澄の旅と思想） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

PHI52080 日本思想史研究2 （菅江真澄の旅と思想） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

PHI51070 日本思想史専門演習1 （「菅江真澄遊覧記」を読む） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

PHI51080 日本思想史専門演習2 （「菅江真澄遊覧記」を読む） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

HST52130 日本社会文化史研究1 （古代中世文化の文献史学的探究） 講義 2 教授 桃崎　有一郎 春学期

HST52140 日本社会文化史研究2 （古代中世文化の文献史学的探究） 講義 2 教授 桃崎　有一郎 秋学期
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ナンバリング 授　業　科　目 サブタイトル
授業

形態
単位 担　当　者 開講期 備    考

HST51130 日本社会文化史専門演習1 （古代中世史料・文献講読） 演習 2 教授 桃崎　有一郎 春学期

HST51140 日本社会文化史専門演習2 （古代中世史料・文献講読） 演習 2 教授 桃崎　有一郎 秋学期

ART52050 日本生活文化研究1 （近世染織関係版本資料の研究） 講義 2 講師 丸山　伸彦 春学期

ART52060 日本生活文化研究2 （近世染織関係版本資料の研究） 講義 2 講師 丸山　伸彦 秋学期

ART51030 日本生活文化専門演習1 （近世染織関係版本資料の研究） 演習 2 講師 丸山　伸彦 春学期

ART51040 日本生活文化専門演習2 （近世染織関係版本資料の研究） 演習 2 講師 丸山　伸彦 秋学期

FOL52030 日本民俗史研究1 （京都歴史民俗研究） 講義 2 教授 福原　敏男 春学期

FOL52040 日本民俗史研究2 （京都歴史民俗研究） 講義 2 教授 福原　敏男 秋学期

FOL52050 日本民俗史研究1 （琉球・沖縄文化研究） 講義 2 教授 石井　龍太 春学期

FOL52060 日本民俗史研究2 （琉球・沖縄文化研究） 講義 2 教授 石井　龍太 秋学期

FOL51030 日本民俗史専門演習1 （江戸歴史民俗研究） 演習 2 教授 福原　敏男 春学期

FOL51040 日本民俗史専門演習2 （江戸歴史民俗研究） 演習 2 教授 福原　敏男 秋学期

FOL51050 日本民俗史専門演習1 （琉球・沖縄文化研究） 演習 2 教授 石井　龍太 春学期

FOL51060 日本民俗史専門演習2 （琉球・沖縄文化研究） 演習 2 教授 石井　龍太 秋学期

ART52070 日本芸能史研究1 （前近代の芸能と社会文化） 講義 2 教授 漆澤　その子 春学期

ART52080 日本芸能史研究2 （前近代の芸能と社会文化） 講義 2 教授 漆澤　その子 秋学期

ART51050 日本芸能史専門演習1 （近代の歌舞伎に関する史料研究） 演習 2 教授 漆澤　その子 春学期

ART51060 日本芸能史専門演習2 （近代の歌舞伎に関する史料研究） 演習 2 教授 漆澤　その子 秋学期

LIT52150 日本古典文学研究A1 （古代文学研究方法論） 講義 2 教授 福田　武史 春学期

LIT52160 日本古典文学研究A2 （古代文学研究方法論） 講義 2 教授 福田　武史 秋学期

LIT51130 日本古典文学専門演習A1 （古代文学講読） 演習 2 教授 福田　武史 春学期

LIT51140 日本古典文学専門演習A2 （古代文学講読） 演習 2 教授 福田　武史 秋学期

LIT52170 日本古典文学研究B1 （近世文学作品講読） 講義 2 准教授 丹羽　みさと 春学期

LIT52180 日本古典文学研究B2 （近世文学作品講読） 講義 2 准教授 丹羽　みさと 秋学期

LIT51150 日本古典文学専門演習B1 （近世文学作品研究） 演習 2 准教授 丹羽　みさと 春学期

LIT51160 日本古典文学専門演習B2 （近世文学作品研究） 演習 2 准教授 丹羽　みさと 秋学期

LIT52190 日本近代文学研究A1 （明治文学作品研究） 講義 2 教授 戸塚　学 春学期 日本近代文学研究

B1・B2と隔年開講LIT52200 日本近代文学研究A2 （明治文学作品研究） 講義 2 教授 戸塚　学 秋学期

LIT51170 日本近代文学専門演習A1 （近代社会と文学） 演習 2 教授 戸塚　学 春学期 日本近代文学専門演

習B1・B2と隔年開講LIT51180 日本近代文学専門演習A2 （近代社会と文学） 演習 2 教授 戸塚　学 秋学期

LIT52210 日本近代文学研究B1 （昭和文学作品講読） 講義 2 ◆ 欠講 春学期 日本近代文学研究

A1・A2と隔年開講LIT52220 日本近代文学研究B2 （昭和文学作品講読） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

LIT51190 日本近代文学専門演習B1 （昭和文学作家研究） 演習 2 ◆ 欠講 春学期 日本近代文学専門演

習A1・A2と隔年開講LIT51200 日本近代文学専門演習B2 （昭和文学作家研究） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

ART52090 日本美術史研究1 （浮世絵の多角的研究） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

ART52100 日本美術史研究2 （浮世絵と江戸文化） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

AST52010 東アジア文化研究1 （アジア社会の歴史） 講義 2 教授 黒岩　高 春学期

AST52020 東アジア文化研究2 （アジア社会の歴史） 講義 2 教授 黒岩　高 秋学期

AST52030 東アジア文化研究1 （中国社会の文化人類学的研究） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

AST52040 東アジア文化研究2 （中国社会の文化人類学的研究） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

AST52050 東アジア文化研究1 （中国語圏思想史研究） 講義 2 教授 水口　拓寿 春学期

AST52060 東アジア文化研究2 （中国語圏思想史研究） 講義 2 教授 水口　拓寿 秋学期

AST52070 東アジア文化研究1 （韓国・朝鮮の歴史と文化） 講義 2 ◆ 欠講 春学期 渡辺　直紀 
（2026特別研究員）AST52080 東アジア文化研究2 （韓国・朝鮮の歴史と文化） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

AST51010 東アジア文化専門演習1 （前近代アジア社会の歴史） 演習 2 教授 黒岩　高 春学期

AST51020 東アジア文化専門演習2 （前近代アジア社会の歴史） 演習 2 教授 黒岩　高 秋学期

AST51030 東アジア文化専門演習1 （中国社会の文化人類学的研究） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

AST51040 東アジア文化専門演習2 （中国社会の文化人類学的研究） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

AST51050 東アジア文化専門演習1 （中国語圏古典学研究） 演習 2 教授 水口　拓寿 春学期

AST51060 東アジア文化専門演習2 （中国語圏古典学研究） 演習 2 教授 水口　拓寿 秋学期

AST51070 東アジア文化専門演習1 （韓国・朝鮮とモダニティ） 演習 2 ◆ 欠講 春学期 渡辺　直紀 
（2026特別研究員）AST51080 東アジア文化専門演習2 （韓国・朝鮮とモダニティ） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

「日本文化研究指導演習1」、「日本文化研究指導演習2」

石井　龍太 戸塚　学 福原　敏男

漆澤　その子 丹羽　みさと 水口　拓寿

黒岩　高 福田　武史 桃崎　有一郎

「日本文化研究指導演習１」（２単位）、「日本文化研究指導演習２」（２単位）は、専門研究コースの学生専門研究コースの学生が学位論
文提出資格を満たした年度以降に論文作成指導を受けるために必ず履修しなくてはならない。
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[社会学専攻]

ナンバリング 分野 授　業　科　目 サブタイトル
授業

形態
単位 担　当　者 開講期 備    考

SOC52210

構
造
と
計
画

社会学研究A1 （政治社会学1） 講義 2 教授 安藤　丈将 春学期

SOC52220 社会学研究A2 （政治社会学2） 講義 2 教授 安藤　丈将 秋学期

SOC52010 社会学研究A1 （現代社会と福祉1） 講義 2 教授 菊地　英明 春学期

SOC52020 社会学研究A2 （現代社会と福祉2） 講義 2 教授 菊地　英明 秋学期

SOC52030 社会学研究A1 （非営利組織と社会1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

SOC52040 社会学研究A2 （非営利組織と社会2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC52150 社会学研究A1 （教育の社会学1） 講義 2 教授 垂見　裕子 春学期

SOC52160 社会学研究A2 （教育の社会学2） 講義 2 教授 垂見　裕子 秋学期

SOC52170 社会学研究A1 （計量行動科学1） 講義 2 教授 林　雄亮 春学期

SOC52180 社会学研究A2 （計量行動科学2） 講義 2 教授 林　雄亮 秋学期

SOC52270 社会学研究A1 （計量社会学1） 講義 2 准教授 苫米地　なつ帆 春学期

SOC52280 社会学研究A2 （計量社会学2） 講義 2 准教授 苫米地　なつ帆 秋学期

GSS52010 ジェンダー研究A1 （ジェンダーと社会学理論1） 講義 2 教授 千田　有紀 春学期

GSS52020 ジェンダー研究A2 （ジェンダーと社会学理論2） 講義 2 教授 千田　有紀 秋学期

SOC51370 社会学専門演習A1 （政治社会学の応用1） 演習 2 教授 安藤　丈将 春学期

SOC51380 社会学専門演習A2 （政治社会学の応用2） 演習 2 教授 安藤　丈将 秋学期

SOC51010 社会学専門演習A1 （福祉のマクロ社会学） 演習 2 教授 菊地　英明 春学期

SOC51020 社会学専門演習A2 （福祉のミクロ社会学） 演習 2 教授 菊地　英明 秋学期

SOC51030 社会学専門演習A1 （非営利組織と情報1） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

SOC51040 社会学専門演習A2 （非営利組織と情報2） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC51050 社会学専門演習A1 （現代社会学1） 演習 2 教授 千田　有紀 春学期

SOC51060 社会学専門演習A2 （現代社会学2） 演習 2 教授 千田　有紀 秋学期

SOC51290 社会学専門演習A1 （教育格差の比較社会学1） 演習 2 教授 垂見　裕子 春学期

SOC51300 社会学専門演習A2 （教育格差の比較社会学2） 演習 2 教授 垂見　裕子 秋学期

SOC51310 社会学専門演習A1 （モデルと社会分析1） 演習 2 教授 林　雄亮 春学期

SOC51320 社会学専門演習A2 （モデルと社会分析2） 演習 2 教授 林　雄亮 秋学期

SOC51430 社会学専門演習A1 （家族と現代社会1） 演習 2 准教授 苫米地　なつ帆 春学期

SOC51440 社会学専門演習A2 （家族と現代社会2） 演習 2 准教授 苫米地　なつ帆 秋学期

SOC52050

情
報
と
変
動

社会学研究B1 （エスニシティのメディア社会学） 講義 2 教授 アンジェロ・イシ 春学期

SOC52060 社会学研究B2 （移民の国際社会学） 講義 2 教授 アンジェロ・イシ 秋学期

SOC52070 社会学研究B1 （音楽メディアの社会学1） 講義 2 教授 南田　勝也 春学期

SOC52080 社会学研究B2 （音楽メディアの社会学2） 講義 2 教授 南田　勝也 秋学期

GSS52030 ジェンダー研究B1 （メディアのジェンダー描写分析） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

GSS52040 ジェンダー研究B2 （ジェンダー描写の心理的影響） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

MCC52010 メディア研究B1 （企業と社会の情報行動論1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

MCC52020 メディア研究B2 （企業と社会の情報行動論2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

MCC52030 メディア研究B1 （報道のケーススタディ（国内）） 講義 2 教授 奥村　信幸 春学期

MCC52040 メディア研究B2 （報道のケーススタディ（海外）） 講義 2 教授 奥村　信幸 秋学期

MCC52050 メディア研究B1 （電子メディア史1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

MCC52060 メディア研究B2 （電子メディア史2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

MCC52110 メディア研究B1 （情報社会と政策1） 講義 2 教授 庄司　昌彦 春学期

MCC52120 メディア研究B2 （情報社会と政策2） 講義 2 教授 庄司　昌彦 秋学期

MCC52070 メディア研究B1 （メディア・リテラシー論1） 講義 2 教授 種村　菜奈枝 春学期

MCC52080 メディア研究B2 （メディア・リテラシー論2） 講義 2 教授 種村　菜奈枝 秋学期

MCC52090 メディア研究B1 （パブリックコミュニケーション） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

MCC52100 メディア研究B2 （メディアプロデュース） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC51070 社会学専門演習B1 （現代移民のメディア社会学1） 演習 2 教授 アンジェロ・イシ 春学期

SOC51080 社会学専門演習B2 （現代移民のメディア社会学2） 演習 2 教授 アンジェロ・イシ 秋学期

SOC51090 社会学専門演習B1 （組織文化とコミュニケーション） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

SOC51100 社会学専門演習B2 （組織文化とコミュニケーション） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC51110 社会学専門演習B1 （ネットワーク社会の諸問題1） 演習 2 教授 奥村　信幸 春学期

SOC51120 社会学専門演習B2 （ネットワーク社会の諸問題2） 演習 2 教授 奥村　信幸 秋学期

SOC51130 社会学専門演習B1 （電子メディア論1） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

SOC51140 社会学専門演習B2 （電子メディア論2） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC51350 社会学専門演習B1 （情報社会とガバナンス1） 演習 2 教授 庄司　昌彦 春学期

SOC51360 社会学専門演習B2 （情報社会とガバナンス2） 演習 2 教授 庄司　昌彦 秋学期

SOC51150 社会学専門演習B1 （メディアと教育1） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

SOC51160 社会学専門演習B2 （メディアと教育2） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC51170 社会学専門演習B1 （メディアコミュニケーション1） 演習 2 教授 種村　菜奈枝 春学期

SOC51180 社会学専門演習B2 （メディアコミュニケーション2） 演習 2 教授 種村　菜奈枝 秋学期

SOC51190 社会学専門演習B1 （音楽社会学1） 演習 2 教授 南田　勝也 春学期

SOC51200 社会学専門演習B2 （音楽社会学2） 演習 2 教授 南田　勝也 秋学期
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ナンバリング 分野 授　業　科　目 サブタイトル
授業

形態
単位 担　当　者 開講期 備    考

ANT52010

文
化
と
人
間

社会学研究C1 （植民地主義と人類学1） 講義 2 教授 内藤　暁子 春学期

ANT52020 社会学研究C2 （植民地主義と人類学2） 講義 2 教授 内藤　暁子 秋学期

SOC52190 社会学研究C1 （国際社会学1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期 人見　泰弘

（2026特別研究員）SOC52200 社会学研究C2 （国際社会学2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC52290 社会学研究C1 （日常生活と相互行為） 講義 2 准教授 牧野　遼作 春学期

SOC52300 社会学研究C2 （日常生活と相互行為） 講義 2 准教授 牧野　遼作 秋学期

SOC52250 社会学研究C1 （戦後日本の歴史社会学1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期 松井　隆志 
（2026特別研究員）SOC52260 社会学研究C2 （戦後日本の歴史社会学2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC52090 社会学研究C1 （現代社会と社会理論1） 講義 2 教授 矢田部　圭介 春学期

SOC52100 社会学研究C2 （現代社会と社会理論2） 講義 2 教授 矢田部　圭介 秋学期

SOC52230 社会学研究C1 （現代社会とエスノグラフィ） 講義 2 教授 林　玲美 春学期

SOC52240 社会学研究C2 （現代社会とエスノグラフィ） 講義 2 教授 林　玲美 秋学期

GSS52050 ジェンダー研究C1 （ジェンダーと文化の社会学1） 講義 2 教授 大屋　幸恵 春学期

GSS52060 ジェンダー研究C2 （ジェンダーと文化の社会学2） 講義 2 教授 大屋　幸恵 秋学期

GSS52090 ジェンダー研究C1 （日常生活とジェンダー1） 講義 2 教授 中西　祐子 春学期

GSS52100 ジェンダー研究C2 （日常生活とジェンダー2） 講義 2 教授 中西　祐子 秋学期

GSS52070 ジェンダー研究C1 （生活世界とジェンダー1） 講義 2 教授 山㟢　哲哉 春学期

GSS52080 ジェンダー研究C2 （生活世界とジェンダー2） 講義 2 教授 山㟢　哲哉 秋学期

SOC51230 社会学専門演習C1 （文化とコミュニケーション1） 演習 2 教授 大屋　幸恵 春学期

SOC51240 社会学専門演習C2 （文化とコミュニケーション2） 演習 2 教授 大屋　幸恵 秋学期

ANT51010 社会学専門演習C1 （現代文化人類学1） 演習 2 教授 内藤　暁子 春学期

ANT51020 社会学専門演習C2 （現代文化人類学2） 演習 2 教授 内藤　暁子 秋学期

GSS51010 社会学専門演習C1 （ジェンダーと現代社会1） 演習 2 教授 中西　祐子 春学期

GSS51020 社会学専門演習C2 （ジェンダーと現代社会2） 演習 2 教授 中西　祐子 秋学期

SOC51330 社会学専門演習C1 （国際社会学の応用1） 演習 2 ◆ 欠講 春学期 人見　泰弘

（2026特別研究員）SOC51340 社会学専門演習C2 （国際社会学の応用2） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC52310 社会学専門演習C1 （社会的相互行為の分析） 演習 2 准教授 牧野　遼作 春学期

SOC52320 社会学専門演習C2 （社会的相互行為の分析） 演習 2 准教授 牧野　遼作 秋学期

SOC51410 社会学専門演習C1 （社会運動史研究1） 演習 2 ◆ 欠講 春学期 松井　隆志

（2026特別研究員）SOC51420 社会学専門演習C2 （社会運動史研究2） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC51250 社会学専門演習C1 （日常世界と社会理論1） 演習 2 教授 矢田部　圭介 春学期

SOC51260 社会学専門演習C2 （日常世界と社会理論2） 演習 2 教授 矢田部　圭介 秋学期

SOC51270 社会学専門演習C1 （若者文化と世代1） 演習 2 教授 山㟢　哲哉 春学期

SOC51280 社会学専門演習C2 （若者文化と世代2） 演習 2 教授 山㟢　哲哉 秋学期

SOC51390 社会学専門演習C1 （マイノリティと社会運動） 演習 2 教授 林　玲美 春学期

SOC51400 社会学専門演習C2 （マイノリティと社会運動） 演習 2 教授 林　玲美 秋学期

SOC52090 総
合
研
究
（
現
代
社
会
）

社会学特論A1 （社会と構造1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

SOC52100 社会学特論A2 （社会と構造2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC52110 社会学特論B1 （メディアと社会1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

SOC52120 社会学特論B2 （メディアと社会2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC52130 社会学特論C1 （社会と文化1） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

SOC52140 社会学特論C2 （社会と文化2） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

「社会学研究指導演習1」、「社会学研究指導演習2」

アンジェロ・イシ 庄司　昌彦 内藤　暁子 矢田部　圭介

安藤　丈将 千田　有紀 中西　祐子 山㟢　哲哉

大屋　幸恵 種村　菜奈枝 林　雄亮 林　玲美

奥村　信幸 垂見　裕子 牧野　遼作

菊地　英明 苫米地　なつ帆 南田　勝也

「社会学研究指導演習１」（２単位）、「社会学研究指導演習２」（２単位）は、専門研究コースの学生専門研究コースの学生が学位論文提
出資格を満たした年度以降に論文作成指導を受けるために必ず履修しなくてはならない。
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[専攻横断科目]

ナンバリング 授　業　科　目 サブタイトル
授業

形態
単位 担　当　者 開講期 備    考

EDU52050 教育実践研究1 （カリキュラム・教育方法） 講義 2 教授 金井　香里 春学期

EDU52060 教育実践研究2 （カリキュラム・教育方法） 講義 2 教授 金井　香里 秋学期

EDU52030 教育実践研究1 （現代学校教育） 講義 2 教授 大内　裕和 春学期

EDU52040 教育実践研究2 （現代学校教育） 講義 2 教授 大内　裕和 秋学期

EDU52010 教育実践研究1 （教師教育） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

EDU52020 教育実践研究2 （教師教育） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

EDU52070 教育実践研究1 （教育行政） 講義 2 ◆ 欠講 春学期

EDU52080 教育実践研究2 （教育行政） 講義 2 ◆ 欠講 秋学期

EDU51050 教育実践専門演習1 （カリキュラム・教育方法） 演習 2 教授 金井　香里 春学期

EDU51060 教育実践専門演習2 （カリキュラム・教育方法） 演習 2 教授 金井　香里 秋学期

EDU51030 教育実践専門演習1 （現代学校教育） 演習 2 教授 大内　裕和 春学期

EDU51040 教育実践専門演習2 （現代学校教育） 演習 2 教授 大内　裕和 秋学期

EDU51010 教育実践専門演習1 （教師教育） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

EDU51020 教育実践専門演習2 （教師教育） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

EDU51070 教育実践専門演習1 （教育行政） 演習 2 ◆ 欠講 春学期

EDU51080 教育実践専門演習2 （教育行政） 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

CTP52010 博物館文化資源学研究1 （博物館資料研究） 講義 2 講師 内山　大介 春学期

CTP52020 博物館文化資源学研究2 （博物館資料研究） 講義 2 講師 内山　大介 秋学期

CTP56010 博物館文化資源学実習1 （博物館インターンシップ） 実習 1 講師 滝口　正哉 春学期

CTP56020 博物館文化資源学実習2 （博物館インターンシップ） 実習 1 講師 滝口　正哉 秋学期

OTH52010 文化財科学研究1 （文化財の調査研究・保存・活用法） 講義 2 講師 滝口　正哉 春学期

OTH52020 文化財科学研究2 （文化財の調査研究・保存・活用法） 講義 2 講師 滝口　正哉 秋学期

キャリアアップコース教員能力開発プログラムの学生キャリアアップコース教員能力開発プログラムの学生は、専攻横断科目から指導教授が担当しているものを１
（春学期）、２（秋学期）セットで履修すること。専攻横断科目の修得単位は、修了要件30単位のうち10単位まで算
入できる。詳細は５（4-1）を参照のこと。

※ 「博物館文化資源学実習１」「博物館文化資源学実習２」を履修するためには、以下の条件を満たしていなけれ
ばならない。
①　「博物館文化資源学研究１」「博物館文化資源学研究２」を修得していること。
②　学芸員資格を有すること。
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９ プログラム修了証

（1）学芸員研究能力開発プログラム

人文科学研究科博士前期課程キャリアアップコース学芸員研究能力開発プログラムの学生を主な対象と

して、以下の修了認定条件を満たした者については、手続期間に「学芸員研究能力開発プログラム修了証

申請書」を提出することにより「学芸員研究能力開発プログラム修了証」（以下、「修了証」と言う。）が交

付される。これは学芸員として活動する研究上の能力を認める証明である。

■修了証の授与

プログラムの修了を認定された場合は、大学院学位授与式当日に「学芸員研究能力開発プログラム修了

証」が授与される。さらに、大学院修了後、希望者には「学芸員研究能力開発プログラム修了証明書」（有料）

を発行する。なお、博士後期課程の学生が学芸員研究能力開発プログラムを履修した場合には、プログラ

ム修了認定条件を満たした年度末に「学芸員研究能力開発プログラム修了証」を授与する。

■修了証の申請手続

修了年度 12 月 学芸員研究能力開発プログラム修了証

申請書提出

※申請書は教務課にて配布

申請書提出期限：　

学位論文最終題目届提出期限

＊ 申請書は、大学院博士前期課程を修了する年度（博士後期課程の学生の場合はプログラム修了認定条

件を満たした年度）の学位論文最終題目届出提出期限までに提出しなければならない。また、申請書

を提出しても、何らかの理由で博士前期課程修了が延期になった場合は、翌年度新たに申請書を提出

しなければならない。

■修了認定条件

１．博士前期課程の修了要件を満たすこと。

２．下記授業科目すべて計 10 単位を修得すること。

科目 単位

博物館文化資源学研究１ 2
博物館文化資源学研究２ 2
博物館文化資源学実習１ 1
博物館文化資源学実習２ 1
文化財科学研究１ 2
文化財科学研究２ 2

合　計 10
※ 「博物館文化資源学実習１」「博物館文化資源学実習２」を履修するためには、以下の条件を満たしていなけ
ればならない。
①　「博物館文化資源学研究１」「博物館文化資源学研究２」を修得していること。
②　学芸員資格を有すること。
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（2）日本語教員プログラム

人文科学研究科博士前期課程日本文化専攻の学生を主な対象として、以下の修了認定条件を満たした者

については、手続期間に「日本語教員プログラム修了証申請書」を提出することにより「日本語教員プロ

グラム修了証」（以下、「修了証」と言う。）が交付される。これは日本語教員として活動する能力を認める

証明であるが、日本語学校等の教員として就職する場合には、国の登録日本語教員制度に基づき、日本語

教員試験に合格し、登録実践研修機関での実践研修を修了して登録日本語教員になることを推奨する。

■修了証の授与

プログラムの修了を認定された場合は、大学院学位授与式当日に「日本語教員プログラム修了証」が授

与される。さらに、大学院修了後、希望者には「日本語教員プログラム修了証明書」（有料）を発行する。

なお、博士後期課程の学生が日本語教員プログラムを履修した場合には、プログラム修了認定条件を満た

した年度末に「日本語教員プログラム修了証」を授与する。

■修了証の申請手続

修了年度 12 月 日本語教員プログラム修了証

申請書提出

※申請書は教務課にて配布

申請書提出期限：　

学位論文最終題目届提出期限

＊ 申請書は、大学院博士前期課程を修了する年度（博士後期課程の学生の場合はプログラム修了認定条

件を満たした年度）の学位論文最終題目届出提出期限までに提出しなければならない。また、申請書

を提出しても、何らかの理由で博士前期課程修了が延期になった場合は、翌年度新たに申請書を提出

しなければならない。

■修了認定条件

１．  博士前期課程の修了要件を満たすこと。

２．  下記授業科目の「日本語の教授に関する科目」区分から、８単位以上を修得すること。

３．「日本語に関する科目」区分から、日本文化専攻科目４単位以上を含む 8 単位以上を修得すること。

４．「日本文化に関する科目」区分から、12 単位以上を修得すること。

５． 「日本語の教授に関する科目」区分と「日本語に関する科目」区分の科目に関して、武蔵大学人文学部

出身者で大学院入学前にこれを修得済である場合は、あらためて履修しなくてもよい。
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区　　分 必要単位 科　　目 単位

日本語の教授に関する科目 8

日本語の教授法１（学部科目） 2
日本語の教授法２（学部科目） 2
日本語の教授法演習１（学部科目） 2
日本語の教授法演習２（学部科目） 2

日本語に関する科目

8

※日本文化専

攻科目から４

単位以上含む

日本語学研究１（日本文化専攻科目） 2
日本語学研究２（日本文化専攻科目） 2
日本語学専門演習１（日本文化専攻科目） 2
日本語学専門演習２（日本文化専攻科目） 2
日本の言語文化１（学部科目） 2
日本の言語文化２（学部科目） 2
日本語の表現１（学部科目） 2
日本語の表現２（学部科目） 2
日本の地域言語１（学部科目） 2
日本の地域言語２（学部科目） 2
日本の言語文化演習１（学部科目） 2
日本の言語文化演習２（学部科目） 2
日本語の表現演習１（学部科目） 2
日本語の表現演習２（学部科目） 2
日本の地域言語演習１（学部科目） 2
日本の地域言語演習２（学部科目） 2

日本文化に関する科目 12 上記以外の日本文化専攻科目から選択

合　　計 28
＊上記科目の詳細については、「８ 開講科目一覧」および「人文学部履修要項」を参照すること。
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10 研究指導スケジュール

年　次 時　期 内　　　　　　容

１年次 4 月 ガイダンス

指導教授・副指導教授の決定

春学期授業開始

履修登録期間

研究指導計画書の交付

研究指導計画書に基づく指導の開始

7 月 春学期授業終了

9 月 秋学期授業開始

履修登録修正期間

12 月 秋学期授業終了

2 年次 4 月 ガイダンス

春学期授業開始

履修登録期間

研究指導計画書の交付および学位論文作成届の提出

研究指導計画書に基づく指導の開始

7 月 春学期授業終了

9 月 秋学期授業開始

履修登録修正期間

12 月 学位論文最終題目届

秋学期授業終了

1 月 学位論文提出

2 月 学位論文審査・最終試験

3 月 学位授与者発表
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人文科学研究科 博士後期課程



人文科学研究科（博士後期課程） 
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１ 教育課程 

(1) 大学院人文科学研究科博士後期課程においては、本学大学院学則により 3 年以上在学し、在学中は年度

ごとの研究指導計画に基づいて、指導教授の指導を受けるものとする。 

(2) 博士後期課程各専攻の科目、単位数および担当者は別表の通りとする。 

(3) 特別演習の単位数は、1 週 2 時間で半年間にわたるものを 2 単位とする。 

(4) 特別演習は、1・2で学期（1が春学期開講、2が秋学期開講）ごとに分かれているが、各授業は 1・2を合わせ

て通年扱いで行われる。よって同一担当者の演習 1・2 は原則としてセットで履修登録しなければならない。 

(5) 指導教授の指示のもとに、副指導教授を選ぶことができる。 

 
２ 修了要件 

博士後期課程において 3 年以上在学し、指導教授の担当する「特別演習」を履修して計 12 単位以上を修得

し、かつ指導教授の研究指導を受けた上、学位論文の審査に合格しなければならない。指導教授以外の「特別

演習」を履修した場合、自由科目（修了要件の単位とはならない）となるので注意すること。 

 
３ 学位論文（博士論文） 

(1) 学位論文の作成にあたっては、入学時からの周到な準備を要するので、必ず「博士後期課程学位論文（博士

論文）に関する指針」を熟読すること。 

(2) 博士後期課程の学位論文（博士論文）は、当該年度において修業年限 3 年以上に達し、所定の単位を修得

する見込みのある者が、学位論文に学位申請書、論文目録、論文の要旨および履歴書を添え、学長に提出

するものとする。 

(3) 学位論文を提出する場合、学位論文作成届を学位論文の提出希望日の 3 ヶ月前までに教務課に提出しな

ければならない。学位論文作成届提出後、最終試験までに当該年度の学位論文提出を取りやめる場合、取

り下げの届出を行うこと（詳細は教務課に問い合わせること）。 

当該年度に学位論文を提出しなかった学生は、翌年度あらためて学位論文作成届を提出しなければならな

い。また、その場合、在学 2 年目までの学生と同様に年間研究報告書を提出しなければならない。 
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論文提出に関する手続き 

学位論文作成届 【提出期限】 2026 年 4 月 17 日（金）16 時 40 分 
【提出方法】 オンライン提出。詳細は 3S 掲示を確認すること。 

予備審査用 
論文提出 

【提出期限】 2026 年 8 月 20 日（木）16 時 40 分 
【提出方法】 オンライン提出。詳細は 3S 掲示を確認すること。 

学 位 論 文 

【提出期限】 2026 年 11 月 20 日（金）16 時 40 分 
【提出方法】 教務課窓口提出（電子ファイルのみオンライン提出）。 

詳細は 3S 掲示を確認すること。 
【提出部数】 ・ 6 部（内 1 部は原本、5 部はコピー） 
・ 提出された学位論文と同一の電子ファイルもあわせて提出する。 
・ 参考論文（学位論文の提出以前に学術雑誌に掲載された学術論文）がある場合には、抜

き刷りまたはコピーで各 6 部ずつ提出すること。 
・ 「学位論文提出票」をあわせて提出すること。 
【論文体裁】 
・ 申請の段階では未製本で可とする。 

論 文 の 要 旨 【提出期限】 学位論文と同じ 
【提出部数】 6 部（本人作成） 

学 位 申 請 書 
2 通（所定様式：本人作成） 
※様式は、武蔵大学学位規則別表第 5(1)を参照のこと。ただし、在学生は論文審査手数料

は不要。 

論 文 目 録 2 通（所定様式：本人作成） 
※様式は、武蔵大学学位規則別表第 5(2)を参照のこと。 

履 歴 書 2 通（本人作成、写真貼付。日本国籍の場合は本籍地都道府県名、外国籍の場合は国名を
明記） 

論文審査手数料 ・ 課程博士号申請者…不要 
・ 論文博士号申請者…10 万円（ただし、本学出身者及び専任教職員は 5 万円） 

論 文 審 査 ・ 
最 終 試 験 学位論文提出後、1 年以内に行う。 

 

４ 授業科目の履修についての留意点 

授業科目の履修については、指導教授の承認を得る必要がある。なお、資格取得等の必要性から博士前期

課程開講科目および学部科目を履修する場合は、自由科目（修了要件の単位とはならない）とする。指導教授

が担当する「特別演習」以外の博士後期課程開講科目を履修する場合、その授業担当者の承認を得る必要が

ある。 

 
５ 年間研究報告書 

年間研究報告書は、当該年度に学位論文を提出した者以外の、すべての博士後期課程在学者に対して提出

を義務づけるものである。ただし、提出学期休学中の者はこの限りではない。 

提 出 期 限 2027 年 2 月 19 日（金）16 時 40 分 

提 出 方 法 オンライン提出。詳細は 3S 掲示を確認すること。 

内容と体裁 

必ず表紙をつけ、氏名・専攻・学籍番号・提出年度を明記すること。 
ⅰ 分量は全体で 20,000 字以上とする。 
ⅱ 12,000 字以上は、学術論文としての体裁とまとまりを備えていなければならない。な

お、この部分については、当該年度中に公表・印刷された論文の抜き刷りをもって、こ

れに替えることができる。 
※社会学専攻においてはこの中に、文献目録、コンピュータソフトのプログラム、 
  フィールドノート、基礎統計調査表を含めてもかまわない。 

ⅲ その他の部分（4,000 字以上）は、当該年度の研究報告および今後の研究計画の

説明にあてるものとする。 
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７ 開講科目一覧

[欧米文化専攻]

ナンバリング 授　業　科　目 授業形態 単位 担　当　者 開講期 備    考
EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 踊　共二 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 踊　共二 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 桂　元嗣 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 桂　元嗣 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 北村　紗衣 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 北村　紗衣 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 木元　豊 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 木元　豊 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 黒田　享 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 黒田　享 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 小森　謙一郎 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 小森　謙一郎 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 小森　真樹 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 小森　真樹 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 ◆ 欠講 春学期 嶋内　博愛

（2026特別研究員候補者）EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 地村　孝充 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 地村　孝充 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 ◆ 欠講 春学期 谷　憲治

（2026特別研究員候補者）EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 角田　俊男 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 角田　俊男 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 平野　千果子 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 平野　千果子 秋学期

EUS61010 欧米文化特別演習1 演習 2 教授 望月　ゆか 春学期

EUS61020 欧米文化特別演習2 演習 2 教授 望月　ゆか 秋学期

[日本文化専攻]

ナンバリング 授　業　科　目 授業形態 単位 担　当　者 開講期 備    考
JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 教授 石井　龍太 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 教授 石井　龍太 秋学期

JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 教授 漆澤　その子 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 教授 漆澤　その子 秋学期

JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 教授 黒岩　高 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 教授 黒岩　高 秋学期

JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 教授 戸塚　学 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 教授 戸塚　学 秋学期

JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 教授 福田　武史 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 教授 福田　武史 秋学期
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６ 研究指導計画書 

この計画書は、指導教授が個々の学生の希望テーマに基づき各学生に交付するものである。学生は研究計画

の詳細を記入した所定用紙を指導教授に提出し、指導教授は指導計画を記入した上で学生に交付する。学生は

その指示にしたがって研究を行うこと。 

人文科学研究科（博士後期課程） 
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６ 研究指導計画書 

この計画書は、指導教授が個々の学生の希望テーマに基づき各学生に交付するものである。学生は研究計画

の詳細を記入した所定用紙を指導教授に提出し、指導教授は指導計画を記入した上で学生に交付する。学生は

その指示にしたがって研究を行うこと。 
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ナンバリング 授　業　科　目 授業形態 単位 担　当　者 開講期 備    考
JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 教授 福原　敏男 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 教授 福原　敏男 秋学期

JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 講師 丸山　伸彦 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 講師 丸山　伸彦 秋学期

JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 教授 桃崎　有一郎 春学期

JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 教授 桃崎　有一郎 秋学期

JPS61010 日本文化特別演習1 演習 2 ◆ 欠講 春学期 渡辺　直紀

（2026特別研究員候補者）JPS61020 日本文化特別演習2 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

[社会学専攻]

ナンバリング 授　業　科　目 授業形態 単位 担　当　者 開講期 備    考
SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 アンジェロ・イシ 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 アンジェロ・イシ 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 大屋　幸恵 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 大屋　幸恵 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 奥村　信幸 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 奥村　信幸 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 千田　有紀 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 千田　有紀 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 垂見　裕子 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 垂見　裕子 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 内藤　暁子 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 内藤　暁子 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 中西　祐子 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 中西　祐子 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 林　雄亮 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 林　雄亮 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 ◆ 欠講 春学期 人見　泰弘
（2026特別研究員候補者）SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 ◆ 欠講 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 教授 南田　勝也 春学期

SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 教授 南田　勝也 秋学期

SOC61010 社会学特別演習1 演習 2 ◆ 欠講 春学期 山㟢　哲哉

（2027年度退任予定のため）SOC61020 社会学特別演習2 演習 2 ◆ 欠講 秋学期
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８ 研究指導スケジュール

年　次 時　期 内　　　　　　容

１年次 4 月 ガイダンス

指導教授・副指導教授の決定

春学期授業開始

履修登録期間

研究指導計画書の交付

研究指導計画書に基づく指導の開始

7 月 春学期授業終了

9 月 秋学期授業開始

履修登録修正期間

12 月 秋学期授業終了

2 月 年間研究報告書の提出

2 年次 4 月 ガイダンス

授業開始

履修登録期間

研究指導計画書の交付

研究指導計画書に基づく指導の開始

7 月 春学期授業終了

9 月 秋学期授業開始

履修登録修正期間

12 月 秋学期授業終了

2 月 年間研究報告書の提出

3 年次 4 月 ガイダンス

授業開始

履修登録期間

研究指導計画書の交付および学位論文作成届提出

研究指導計画書に基づく指導の開始

7 月 春学期授業終了

8 月 予備審査用論文提出締切

9 月 秋学期授業開始

履修登録修正期間

11 月 学位論文提出締切

12 月 秋学期授業終了

1 月 学位論文審査・最終試験

3 月 学位授与者発表
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博士後期課程学位論文（博士論文）に関する指針 

 
平成 28 年 11 月 10 日 

人文科学研究科委員会制定 
 
人文科学研究科における博士学位授与の基本的要件として、論文提出基準と正式提出以

前に行う予備審査について、指針を以下のように定める。 
 
1. 学位論文提出基準 

(1) 専攻分野における基礎的な学識を十分に有し、また、いわゆる課程博士について

は本研究科の定める履修要件をみたしていること。 
(2) 原則として、学位論文の提出以前に学術雑誌に掲載された学術論文を 1 編以上有

していること。 
(3) 博士学位授与の対象となる提出論文が学位論文として相応な水準にあること、お

よび主題に関するオリジナルな内容を含んでいること。 
(4) 上記(1)～(3)を確認するために行う予備審査の手続きを終了していること。 

 
2. 予備審査 

(1) 学位論文の受理手続開始の可否について審議を行うため、専攻内に予備審査委員

会を設置する。設置の発議は専攻教務委員が行う。 
(2) 予備審査委員会は主査 1 名および副査 2 名以上によって構成する。原則として、

主査は学位論文提出希望者の研究指導を担当する本研究科博士後期課程担当教員、

副査は学位論文関連科目担当の本研究科博士後期課程担当教員 2 名以上とし、専

門分野に応じて他大学の教員、研究者、本学名誉教授等を副査に加えることがで

きる。 
(3) 学位論文提出を希望する者は、学位論文作成届提出後、正式提出希望日の 3 ヶ月

以上前に、論文の電子ファイルを教務課に提出する。なお、提出された論文は専

攻教務委員が受領するものとする。 
(4) 予備審査では提出予定論文の査読およびその他必要とされる事項の確認を行い、

当該論文が受理され、審査を受けるに足る水準に達しているかどうかについて審

査する。 
(5) 予備審査の結果については、予備審査委員会より本人に通知する。 

 
附 則 

この指針は、平成 28 年 11 月 10 日から施行する。 
 
附 則 

この指針は、令和 5 年 7 月 6 日から施行する。 
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学位論文及び特定課題研究の評価基準 

平成30年3月1日 
人文科学研究科 

（１）博士論文 

基本的な基準（到達目標）は以下の４点であり、博士の学位はそれぞれの基準が極めて高い水準で満たされている

場合に与えられる。 

１）先行研究を的確に整理・批判したうえで、深い学識を背景として適切なテーマ設定を行っていること。 
２）十分な論拠をもとに、新たな知見を提示し、深い考察を行っていること。 
３）各研究分野に必要とされる学術的方法を用い、適切な論理構成および表現をもって論文を構成していること。 
４）論旨および結論は妥当かつ領域やテーマに応じた独創性（オリジナリティ）を備えたものになっていること。 

 
（２）修士論文（専門研究コース） 
以下の基準（到達目標）に関して、成績評価がＡ～Ｃの者に修士の学位が与えられる。 

１）先行研究を的確に整理した上で適切なテーマ設定を行っていること。  
２）十分な論拠をもとに、新たな知見またはその可能性を提示し、適切な考察を行なっていること。 
３）各研究分野に必要とされる学術的方法、適切な論理構成および表現を用いていること。 
４）説得力のある論旨を展開し、明快な結論を導いていること。 

Ａ（100～80点）： 
上の基準（到達目標）のすべてが高いレベルに達している場合。 

Ｂ（79～70点）： 
上の基準（到達目標）のすべてが一定のレベルを超えている場合。 

Ｃ（69～60点）： 
上の基準（到達目標）のすべてが最低限のレベルに達している場合。 

Ｄ（59点以下）：不合格 
Ｃのレベルに到達しない場合。 

 
（３）特定課題研究（キャリアアップコース／生涯学習コース） 
特定課題研究とは、キャリアアップコースと生涯学習コースの履修生が修了年度の学年末に提出するものである。

キャリアアップコースの場合、取得をめざす資格に関連する特定の課題に対して、指導教授の指導のもとで研究（文

献研究、実践研究、調査研究等を含む）を行い、その成果をまとめる。生涯学習コースの場合は、指導教授の指導

のもとで設定した課題について研究発表を重ね、それらの成果をまとめる。 
 
以下の基準（到達目標）に関して、成績評価がＡ～Ｃの者に修士の学位が与えられる。評価の段階と得点の幅は修

士論文と同じである。 

１）先行研究を踏まえて適切な課題（テーマ）を設定していること。 
２）十分な資料調査や実地調査に基づいて重要な事実を提示し、深い考察を行っていること。 
３）各研究分野に必要とされる学術的方法、適切な論理構成および表現を用いていること。 
４）説得力のある結論ないし展望、具体的提言等を記していること。

Ａ（100～80点）： 
上の基準（到達目標）のすべてが高いレベルに達している場合。 

Ｂ（79～70点）： 
上の基準（到達目標）のすべてが一定のレベルを超えている場合。 

Ｃ（69～60点）： 
上の基準（到達目標）のすべてが最低限のレベルに達している場合。 

Ｄ（59点以下）：不合格 
Ｃのレベルに到達しない場合。 

人文科学研究科講義担当者名簿  
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人文科学研究科担当者一覧 
 

 
研究科委員長 教 授 千田 有紀    教 授 中西 祐子 

 教 授 安藤 丈将    教 授 林 雄亮 

 教 授 ｱﾝｼﾞｪﾛ･ｲｼ    教 授 ※人見 泰弘 

 教 授 石井 龍太    教 授 平野 千果子 

 教 授 漆澤 その子    教 授 福田 武史 

 教 授 大内 裕和    教 授 福原 敏男 

 教 授 大屋 幸恵    教 授 ｼﾞｪｲｿﾝ･ﾎﾛｳｪﾙ 

 教 授 奥村 信幸    教 授 ※松井 隆志 

 教 授 踊 共二   運営委員 教 授 水口 拓寿 

教務主任 教 授 桂 元嗣    教 授 南田 勝也 

 教 授 金井 香里    教 授 ﾎﾟｰﾙ･ﾐﾝﾌｫｰﾄﾞ 

 教 授 菊地 英明    教 授 望月 ゆか 

 教 授 北村 紗衣    教 授 桃崎 有一郎 

 教 授 木元 豊   運営委員 教 授 矢田部 圭介 

 教 授 黒岩 高    教 授 山㟢 哲哉 

 教 授 黒田 享    教 授 林 玲美 

 教 授 粉川 一郎    教 授 ※渡辺 直紀 

 教 授 小森 謙一郎    准教授 ※ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ｼｭｳｪﾏｰ 

 教 授 小森 真樹    准教授 田瀬 望 

 教 授 佐藤 繭香    准教授 苫米地 なつ帆 

 教 授 ※嶋内 博愛    准教授 丹羽 みさと 

 教 授 地村 孝充    准教授 牧野 遼作 

 教 授 庄司 昌彦    准教授 ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾏｻﾊｰﾄ 

 教 授 ※谷 憲治    准教授 松原 薫 

 教 授 種村 菜奈枝    講 師 内山 大介 

 教 授  垂見 裕子    講 師 滝口 正哉 

 教 授 土屋 武久    講 師 瀧本 みわ 

運営委員 教 授 角田 俊男    講 師 丸山 伸彦 

 教 授 戸塚 学      

 教 授 内藤 暁子      

        

        

     （※印の教員は 2026 年度武蔵大学特別研究員） 
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人文科学研究科担当者一覧 
 

 
研究科委員長 教 授 千田 有紀    教 授 中西 祐子 

 教 授 安藤 丈将    教 授 林 雄亮 

 教 授 ｱﾝｼﾞｪﾛ･ｲｼ    教 授 ※人見 泰弘 

 教 授 石井 龍太    教 授 平野 千果子 

 教 授 漆澤 その子    教 授 福田 武史 

 教 授 大内 裕和    教 授 福原 敏男 

 教 授 大屋 幸恵    教 授 ｼﾞｪｲｿﾝ･ﾎﾛｳｪﾙ 

 教 授 奥村 信幸    教 授 ※松井 隆志 

 教 授 踊 共二   運営委員 教 授 水口 拓寿 

教務主任 教 授 桂 元嗣    教 授 南田 勝也 

 教 授 金井 香里    教 授 ﾎﾟｰﾙ･ﾐﾝﾌｫｰﾄﾞ 

 教 授 菊地 英明    教 授 望月 ゆか 

 教 授 北村 紗衣    教 授 桃崎 有一郎 

 教 授 木元 豊   運営委員 教 授 矢田部 圭介 

 教 授 黒岩 高    教 授 山㟢 哲哉 

 教 授 黒田 享    教 授 林 玲美 

 教 授 粉川 一郎    教 授 ※渡辺 直紀 

 教 授 小森 謙一郎    准教授 ※ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ｼｭｳｪﾏｰ 

 教 授 小森 真樹    准教授 田瀬 望 

 教 授 佐藤 繭香    准教授 苫米地 なつ帆 

 教 授 ※嶋内 博愛    准教授 丹羽 みさと 

 教 授 地村 孝充    准教授 牧野 遼作 

 教 授 庄司 昌彦    准教授 ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾏｻﾊｰﾄ 

 教 授 ※谷 憲治    准教授 松原 薫 

 教 授 種村 菜奈枝    講 師 内山 大介 

 教 授  垂見 裕子    講 師 滝口 正哉 

 教 授 土屋 武久    講 師 瀧本 みわ 

運営委員 教 授 角田 俊男    講 師 丸山 伸彦 

 教 授 戸塚 学      

 教 授 内藤 暁子      

        

        

     （※印の教員は 2026 年度武蔵大学特別研究員） 
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専 修 免 許 状 

 
経済学研究科 
 

1. 本学大学院経済学研究科において取得できる免許状は次の通りです。 

取 得 で き る 免 許 状 の 種 類 免 許 の 教 科 
中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 社    会 

高 等 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 公    民 、 商    業 

 
2. 中学校・高等学校教諭専修免許状の取得資格について 

(1) 「修士(経済学)」の学位を有すること。 

(2) 教科に関する単位、教職に関する所定の単位を修得すること。 

 
3. 教科に関する単位について 

(1) 次ページ以降の授業科目の中から、取得を希望する専修免許状の教科の授業科目または他研究科における

科目のうち教育に関わるサブタイトルの授業科目のなかから 24 単位以上を修得すること。 

 
4. 教員免許状の申請について 

専修免許状取得のための所要資格を満たした者は、都道府県教育委員会に申請することにより専修免許状を取得

することができます。申請の方法は「一括申請」と「個人申請」の２つがあります。 

武蔵大学のみで所要資格を満たした場合は一括申請を行うことができます。希望する者は修了年度に行う一括申

請ガイダンスに出席してください。 

 

5. その他 

(1) 専修免許状の取得は、当該教科等の一種免許状を有していること、もしくは当該教科等の一種免許状の資格

要件を満たしていることが前提です。一種免許状の取得を希望する者は、教職課程登録をする必要があるた

め、教職課程事務室へ申し出てください。 
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◇経済・経営・ファイナンス専攻 

[社会] [公民] 

本学の授業科目名 単位 
政治経済学Ⅰa 2 
政治経済学Ⅰb 2 
政治経済学Ⅱa 2 
政治経済学Ⅱb 2 
上級マクロ経済学Ⅰa 2 
上級マクロ経済学Ⅰb 2 
上級マクロ経済学Ⅱa 2 
上級マクロ経済学Ⅱb 2 
応用ミクロ経済分析Ⅰa 2 
応用ミクロ経済分析Ⅰb 2 
応用ミクロ経済分析Ⅱa 2 
応用ミクロ経済分析Ⅱb 2 
経済動学Ⅰa 2 
経済動学Ⅰb 2 
経済動学Ⅱa 2 
経済動学Ⅱb 2 
計量経済学Ⅰa 2 
計量経済学Ⅰb 2 
計量経済学Ⅱa 2 
計量経済学Ⅱb 2 
経済学史Ⅰa 2 
経済学史Ⅰb 2 
経済学史Ⅱa 2 
経済学史Ⅱb 2 
中級マクロ経済学 2 
経済理論演習Ⅰa 2 
経済理論演習Ⅰb 2 
経済理論演習Ⅱa 2 
経済理論演習Ⅱb 2 
西洋経済史Ⅰa 2 
西洋経済史Ⅰb 2 
西洋経済史Ⅱa 2 
西洋経済史Ⅱb 2 
日本経済史Ⅰa 2 
日本経済史Ⅰb 2 
日本経済史Ⅱa 2 
日本経済史Ⅱb 2 
社会思想史Ⅰa 2 
社会思想史Ⅰb 2 
社会思想史Ⅱa 2 
社会思想史Ⅱb 2 
経済史演習Ⅰa 2 
経済史演習Ⅰb 2 
経済史演習Ⅱa 2 
経済史演習Ⅱb 2 
財政金融論Ⅰa 2 
財政金融論Ⅰb 2 
財政金融論Ⅱa 2 
財政金融論Ⅱb 2 
現代金融論Ⅰa 2 
現代金融論Ⅰb 2 
現代金融論Ⅱa 2 
現代金融論Ⅱb 2 

本学の授業科目名 単位 
日本経済論Ⅰa 2 
日本経済論Ⅰb 2 
日本経済論Ⅱa 2 
日本経済論Ⅱb 2 
労働経済学Ⅰa 2 
労働経済学Ⅰb 2 
労働経済学Ⅱa 2 
労働経済学Ⅱb 2 
農業経済学Ⅰa 2 
農業経済学Ⅰb 2 
農業経済学Ⅱa 2 
農業経済学Ⅱb 2 
開発経済学Ⅰa 2 
開発経済学Ⅰb 2 
開発経済学Ⅱa 2 
開発経済学Ⅱb 2 
国際経済学Ⅰa 2 
国際経済学Ⅰb 2 
国際経済学Ⅱa 2 
国際経済学Ⅱb 2 
応用経済演習Ⅰa 2 
応用経済演習Ⅰb 2 
応用経済演習Ⅱa 2 
応用経済演習Ⅱb 2 
経済学講義Ⅰ 2 
経済学講義Ⅱ 2 
ベンチャー企業Ⅰa 2 
ベンチャー企業Ⅰb 2 
ベンチャー企業Ⅱa 2 
ベンチャー企業Ⅱb 2 
国際経営Ⅰa 2 
国際経営Ⅰb 2 
国際経営Ⅱa 2 
国際経営Ⅱb 2 
経営組織Ⅰa 2 
経営組織Ⅰb 2 
経営組織Ⅱa 2 
経営組織Ⅱb 2 
経営戦略Ⅰa 2 
経営戦略Ⅰb 2 
経営戦略Ⅱa 2 
経営戦略Ⅱb 2 
人事管理Ⅰa 2 
人事管理Ⅰb 2 
人事管理Ⅱa 2 
人事管理Ⅱb 2 
財産法Ⅰa 2 
財産法Ⅰb 2 
財産法Ⅱa 2 
財産法Ⅱb 2 
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[商業] 

本学の授業科目名 単位 
現代財政論Ⅰa 2 
現代財政論Ⅰb 2 
現代財政論Ⅱa 2 
現代財政論Ⅱb 2 
産業組織論Ⅰa 2 
産業組織論Ⅰb 2 
産業組織論Ⅱa 2 
産業組織論Ⅱb 2 
マーケティングⅠa 2 
マーケティングⅠb 2 
マーケティングⅡa 2 
マーケティングⅡb 2 
経営学演習Ⅰa 2 
経営学演習Ⅰb 2 
経営学演習Ⅱa 2 
経営学演習Ⅱb 2 
経営情報マネジメントⅠa 2 
経営情報マネジメントⅠb 2 
経営情報マネジメントⅡa 2 
経営情報マネジメントⅡb 2 
意思決定支援システムⅠa 2 
意思決定支援システムⅠb 2 
意思決定支援システムⅡa 2 
意思決定支援システムⅡb 2 
情報コミュニケーションⅠa 2 
情報コミュニケーションⅠb 2 
情報コミュニケーションⅡa 2 
情報コミュニメーションⅡb 2 
経営情報演習Ⅰa 2 
経営情報演習Ⅰb 2 
経営情報演習Ⅱa 2 
経営情報演習Ⅱb 2 
財務会計論Ⅰa 2 
財務会計論Ⅰb 2 
財務会計論Ⅱa 2 
財務会計論Ⅱb 2 
管理会計論Ⅰa 2 
管理会計論Ⅰb 2 
管理会計論Ⅱa 2 
管理会計論Ⅱb 2 
監査論Ⅰa 2 
監査論Ⅰb 2 
監査論Ⅱa 2 
監査論Ⅱb 2 
会計学演習Ⅰa 2 
会計学演習Ⅰb 2 
会計学演習Ⅱa 2 
会計学演習Ⅱb 2 
企業法Ⅰa 2 
企業法Ⅰb 2 
企業法Ⅱa 2 
企業法Ⅱb 2 

本学の授業科目名 単位 
租税法Ⅰa 2 
租税法Ⅰb 2 
租税法Ⅱa 2 
租税法Ⅱb 2 
経営法演習Ⅰa 2 
経営法演習Ⅰb 2 
経営法演習Ⅱa 2 
経営法演習Ⅱb 2 
コーポレートファイナンスⅠa 2 
コーポレートファイナンスⅠb 2 
コーポレートファイナンスⅡa 2 
コーポレートファイナンスⅡb 2 
インベストメントⅠa 2 
インベストメントⅠb 2 
インベストメントⅡa 2 
インベストメントⅡb 2 
証券市場Ⅰa 2 
証券市場Ⅰb 2 
証券市場Ⅱa 2 
証券市場Ⅱb 2 
金融工学Ⅰa 2 
金融工学Ⅰb 2 
金融工学Ⅱa 2 
金融工学Ⅱb 2 
国際経営財務Ⅰa 2 
国際経営財務Ⅰb 2 
国際経営財務Ⅱa 2 
国際経営財務Ⅱb 2 
国際ファイナンスⅠa 2 
国際ファイナンスⅠb 2 
国際ファイナンスⅡa 2 
国際ファイナンスⅡb 2 
金融機関Ⅰa 2 
金融機関Ⅰb 2 
金融機関Ⅱa 2 
金融機関Ⅱb 2 
経営ファイナンス統計 2 
ファイナンス演習Ⅰa 2 
ファイナンス演習Ⅰb 2 
ファイナンス演習Ⅱa 2 
ファイナンス演習Ⅱb 2 
経営ファイナンス講義Ⅰ 2 
経営ファイナンス講義Ⅱ 2 
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[他研究科における科目]

本学での授業科目名 サブタイトル 単位

教育実践研究 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 1 （現代学校教育） 2
教育実践研究 2 （現代学校教育） 2
教育実践研究 1 （教師教育） 2
教育実践研究 2 （教師教育） 2
教育実践研究 1 （教育行政） 2
教育実践研究 2 （教育行政） 2
教育実践専門演習 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 1 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 2 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 1 （教師教育） 2
教育実践専門演習 2 （教師教育） 2
教育実践専門演習 1 （教育行政） 2
教育実践専門演習 2 （教育行政） 2
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専 修 免 許 状 

 
人文科学研究科 
 

1. 本学大学院人文科学研究科において取得できる免許状は次の通りです。 

 取得できる免許状の種類 免 許 の教 科 

欧米文化専攻 
中学校教諭専修免許状 社会、英語 
高等学校教諭専修免許状 地理歴史、英語 

日本文化専攻 
中学校教諭専修免許状 国語、社会 
高等学校教諭専修免許状 国語、地理歴史 

社会学専攻 
中学校教諭専修免許状 社会 
高等学校教諭専修免許状 公民 

 
2. 中学校・高等学校教諭専修免許状の取得資格について 

(1) 「修士（人文学）」、「修士（社会学）」の学位を有すること。 

(2) 教科に関する単位、教職に関する所定の単位を修得すること。 

 
3. 教科に関する単位について 

(1) 次ページ以降の授業科目の中から、取得を希望する専修免許状の教科の授業科目または専攻横断科目のう

ち教育に関わるサブタイトルの授業科目のなかから 24 単位以上を修得すること。 

 
4. 教員免許状の申請について 

専修免許状取得のための所要資格を満たした者は、都道府県教育委員会に申請することにより専修免許状を取得

することができます。申請の方法は「一括申請」と「個人申請」の２つがあります。 

武蔵大学のみで所要資格を満たした場合は一括申請を行うことができます。希望する者は修了年度に行う一括申

請ガイダンスに出席してください。 

 

5. その他 

(1) 専修免許状の取得は、当該教科等の一種免許状を有していること、もしくは当該教科等の一種免許状の資格

要件を満たしていることが前提です。一種免許状の取得を希望する者は、教職課程登録をする必要があるた

め、教職課程事務室へ申し出てください。 
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◇欧米文化専攻 

［英語］ 

本学の授業科目名 単位 

英語学研究 1 2 
英語学研究 2 2 
英語学専門演習 1 2 
英語学専門演習 2 2 
イギリス文学研究 1 2 
イギリス文学研究 2 2 
イギリス文学専門演習 1 2 
イギリス文学専門演習 2 2 
アメリカ文学研究 1 2 
アメリカ文学研究 2 2 
アメリカ文学専門演習 1 2 
アメリカ文学専門演習 2 2 
欧米思想研究 A･B1 2 
欧米思想研究 A･B2 2 
欧米思想専門演習 A･B1 2 
欧米思想専門演習 A･B2 2 
英語コミュニケーション研究１ 2 
英語コミュニケーション研究２ 2 
英語コミュニケーション専門演習１ 2 
英語コミュニケーション専門演習２ 2 
英米の文化研究 1 2 
英米の文化研究 2 2 
英米の文化専門演習 1 2 
英米の文化専門演習 2 2 
文献研究 A1 1 
文献研究 A2 1 
文献研究 B1 1 
文献研究 B2 1 

 

専修免許状（人文科学研究科) 
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◇欧米文化専攻 

［社会、地理歴史］ 

本学の授業科目名 単位 

欧米思想研究 C1 2 
欧米思想研究 C2 2 
欧米思想専門演習 C1 2 
欧米思想専門演習 C2 2 
欧米思想研究 D1 2 
欧米思想研究 D2 2 
欧米思想専門演習 D1 2 
欧米思想専門演習 D2 2 
西洋史研究 A1 2 
西洋史研究 A2 2 
西洋史専門演習 A1 2 
西洋史専門演習 A2 2 
西洋史研究 B1 2 
西洋史研究 B2 2 
西洋史専門演習 B1 2 
西洋史専門演習 B2 2 
西洋史研究 C1 2 
西洋史研究 C2 2 
西洋史専門演習 C1 2 
西洋史専門演習 C2 2 
西洋史研究 D1 2 
西洋史研究 D2 2 
西洋史専門演習 D1 2 
西洋史専門演習 D2 2 
比較思想研究 1 2 
比較思想研究 2 2 
比較思想専門演習 1 2 
比較思想専門演習 2 2 
ヨーロッパ文化研究 1 2 
ヨーロッパ文化研究 2 2 
ヨーロッパ文化専門演習 1 2 
ヨーロッパ文化専門演習 2 2 
英語圏文化研究 1 2 
英語圏文化研究 2 2 
英語圏文化専門演習 1 2 
英語圏文化専門演習 2 2 
比較文化研究 1 2 
比較文化研究 2 2 
比較文化専門演習 1 2 
比較文化専門演習 2 2 

 

[専攻横断科目]

本学での授業科目名 サブタイトル 単位

教育実践研究 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 1 （現代学校教育） 2
教育実践研究 2 （現代学校教育） 2
教育実践研究 1 （教師教育） 2
教育実践研究 2 （教師教育） 2
教育実践研究 1 （教育行政） 2
教育実践研究 2 （教育行政） 2
教育実践専門演習 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 1 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 2 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 1 （教師教育） 2
教育実践専門演習 2 （教師教育） 2
教育実践専門演習 1 （教育行政） 2
教育実践専門演習 2 （教育行政） 2
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◇日本文化専攻 

［国語］ 

本学の授業科目名 単位 

日本語学研究 1  2 
日本語学研究 2  2 
日本語学専門演習 1  2 
日本語学専門演習 2  2 
日本古典文学研究 A1  2 
日本古典文学研究 A2  2 
日本古典文学専門演習 A1 2 
日本古典文学専門演習 A2 2 
日本古典文学研究 B1  2 
日本古典文学研究 B2  2 
日本古典文学専門演習 B1 2 
日本古典文学専門演習 B2 2 
日本近代文学研究 A1  2 
日本近代文学研究 A2  2 
日本近代文学専門演習 A1 2 
日本近代文学専門演習 A2 2 
日本近代文学研究 B1  2 
日本近代文学研究 B2  2 
日本近代文学専門演習 B1 2 
日本近代文学専門演習 B2 2 

 

［社会、地理歴史］ 

本学の授業科目名 単位

日本思想史研究 1 2 
日本思想史研究 2 2 
日本思想史専門演習 1 2 
日本思想史専門演習 2 2 
日本社会文化史研究 1 2 
日本社会文化史研究 2 2 
日本社会文化史専門演習 1 2 
日本社会文化史専門演習 2 2 
日本生活文化研究 1 2 
日本生活文化研究 2 2 
日本生活文化専門演習 1 2 
日本生活文化専門演習 2 2 
日本民俗史研究 1 2 
日本民俗史研究 2 2 
日本民俗史専門演習 1 2 
日本民俗史専門演習 2 2 
日本芸能史研究 1 2 
日本芸能史研究 2 2 
日本芸能史専門演習 1 2 
日本芸能史専門演習 2 2 
日本美術史研究 1 2 
日本美術史研究 2 2 
東アジア文化研究 1 2 
東アジア文化研究 2 2 
東アジア文化専門演習 1 2 
東アジア文化専門演習 2 2 

 

専修免許状（人文科学研究科） 
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◇日本文化専攻 

［国語］ 

本学の授業科目名 単位 

日本語学研究 1  2 
日本語学研究 2  2 
日本語学専門演習 1  2 
日本語学専門演習 2  2 
日本古典文学研究 A1  2 
日本古典文学研究 A2  2 
日本古典文学専門演習 A1 2 
日本古典文学専門演習 A2 2 
日本古典文学研究 B1  2 
日本古典文学研究 B2  2 
日本古典文学専門演習 B1 2 
日本古典文学専門演習 B2 2 
日本近代文学研究 A1  2 
日本近代文学研究 A2  2 
日本近代文学専門演習 A1 2 
日本近代文学専門演習 A2 2 
日本近代文学研究 B1  2 
日本近代文学研究 B2  2 
日本近代文学専門演習 B1 2 
日本近代文学専門演習 B2 2 

 

［社会、地理歴史］ 

本学の授業科目名 単位

日本思想史研究 1 2 
日本思想史研究 2 2 
日本思想史専門演習 1 2 
日本思想史専門演習 2 2 
日本社会文化史研究 1 2 
日本社会文化史研究 2 2 
日本社会文化史専門演習 1 2 
日本社会文化史専門演習 2 2 
日本生活文化研究 1 2 
日本生活文化研究 2 2 
日本生活文化専門演習 1 2 
日本生活文化専門演習 2 2 
日本民俗史研究 1 2 
日本民俗史研究 2 2 
日本民俗史専門演習 1 2 
日本民俗史専門演習 2 2 
日本芸能史研究 1 2 
日本芸能史研究 2 2 
日本芸能史専門演習 1 2 
日本芸能史専門演習 2 2 
日本美術史研究 1 2 
日本美術史研究 2 2 
東アジア文化研究 1 2 
東アジア文化研究 2 2 
東アジア文化専門演習 1 2 
東アジア文化専門演習 2 2 

 

[専攻横断科目]

本学での授業科目名 サブタイトル 単位

教育実践研究 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 1 （現代学校教育） 2
教育実践研究 2 （現代学校教育） 2
教育実践研究 1 （教師教育） 2
教育実践研究 2 （教師教育） 2
教育実践研究 1 （教育行政） 2
教育実践研究 2 （教育行政） 2
教育実践専門演習 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 1 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 2 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 1 （教師教育） 2
教育実践専門演習 2 （教師教育） 2
教育実践専門演習 1 （教育行政） 2
教育実践専門演習 2 （教育行政） 2

専修免許状（人文科学研究科) 
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◇社会学専攻 

［社会、公民］ 

本学の授業科目名 単位 

社会学研究 A1 2 
社会学研究 A2 2 
ジェンダー研究 A1 2 
ジェンダー研究 A2 2 
社会学専門演習 A1 2 
社会学専門演習 A2 2 
社会学研究 B1 2 
社会学研究 B2 2 
ジェンダー研究 B1 2 
ジェンダー研究 B2 2 
メディア研究 B1 2 
メディア研究 B2 2 
社会学専門演習 B1 2 
社会学専門演習 B2 2 
社会学研究 C1 2 
社会学研究 C2 2 
ジェンダー研究 C1 2 
ジェンダー研究 C2 2 
社会学専門演習 C1 2 
社会学専門演習 C2 2 
社会学特論 B1 2 
社会学特論 B2 2 
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◇社会学専攻 

［社会、公民］ 

本学の授業科目名 単位 

社会学研究 A1 2 
社会学研究 A2 2 
ジェンダー研究 A1 2 
ジェンダー研究 A2 2 
社会学専門演習 A1 2 
社会学専門演習 A2 2 
社会学研究 B1 2 
社会学研究 B2 2 
ジェンダー研究 B1 2 
ジェンダー研究 B2 2 
メディア研究 B1 2 
メディア研究 B2 2 
社会学専門演習 B1 2 
社会学専門演習 B2 2 
社会学研究 C1 2 
社会学研究 C2 2 
ジェンダー研究 C1 2 
ジェンダー研究 C2 2 
社会学専門演習 C1 2 
社会学専門演習 C2 2 
社会学特論 B1 2 
社会学特論 B2 2 

 

[専攻横断科目]

本学での授業科目名 サブタイトル 単位

教育実践研究 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践研究 1 （現代学校教育） 2
教育実践研究 2 （現代学校教育） 2
教育実践研究 1 （教師教育） 2
教育実践研究 2 （教師教育） 2
教育実践研究 1 （教育行政） 2
教育実践研究 2 （教育行政） 2
教育実践専門演習 1 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 2 （カリキュラム・教育方法） 2
教育実践専門演習 1 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 2 （現代学校教育） 2
教育実践専門演習 1 （教師教育） 2
教育実践専門演習 2 （教師教育） 2
教育実践専門演習 1 （教育行政） 2
教育実践専門演習 2 （教育行政） 2
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履 修 
 
１ 履修登録 
(1) 履修登録の手続 

授業を履修し単位を修得するためには、必ず履修登録の手続をしなければなりません。履修登録されていない授

業科目については、いかなる理由があっても成績評価の対象とはされません。 
履履修修登登録録にに関関すするるススケケジジュューールルはは、、大大学学院院学学事事日日程程（（巻巻頭頭））ももししくくはは 33SS のの TTOOPP＞＞リリンンクク＞＞学学事事日日程程よよりり確確認認ししててくく

だだささいい。。履履修修登登録録のの手手続続にに関関すするる詳詳細細はは  33SS  でで指指示示ししまますすののでで、、見見落落ととしし等等ががなないいよようう十十分分注注意意ししててくくだだささいい。。また、

手続は期間厳守とし、遅延は原則として認めません（手続が遅れた場合、履修を全て放棄したものとして扱います）。 
 

(2) 履修登録に関する注意事項 

履修登録の手続にあたって、以下の事項について注意してください。 
① 大学院履修要項、シラバスをよく読み、科目履修の方法、担当者の指示等について熟知の上、時間割を参照し履

修登録をしてください。 
② 履修する授業科目は、必ず指導教授に相談し決定してください。なお、学部科目を履修する場合は、必ず授業担

当者から承諾を得てください。 
③ 履修登録期間終了後は授業科目変更の申し出には応じません。なお、履修方法上の誤り等により教務課から訂正

を指示する場合がありますが、この場合は、必ずその指示に従わなければなりません。 
④ やむをえない理由により所定の手続期間に履修登録手続を行えない場合、至急、教務課へ相談し、手続に関する

指示を受けてください。なお、教務課への相談は必ず手続期間終了前に行ってください（原則として、手続期間終

了後に相談をしても、履修登録を認めません）。 
⑤ 時間割等の変更および追加は3S掲示にて連絡します。見落としがないように注意してください。 
⑥ 特別聴講学生制度の協定を結んでいる他大学院の授業科目の履修については、別途、その手続きを指示するの

で、指導教授の承認を得て、事前に教務課まで申し出てください。 
 
２ 授業時間および授業期間について 

 授業時間は下表のとおりです。なお、大学院授業は定期試験期間を特に定めず、学年暦による学期終了日ま

で通常通り授業を行います。 
 

時限 時間 
１ 時 限  9：00～10：45 

２ 時 限 10：55～12：40  
３ 時 限 13：25～15：10    
４ 時 限 15：20～17：05    
５ 時 限 17：15～19：00    

 ６ 時 限＊ 19：10～20：55  
＊６時限は経済学研究科博士後期課程において使用することがあります。 
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ＸＸ ＸＸ ＸＸ ００ １１ ００ １１ １１

① ② ③ ⑤④

３ ナンバリング 
■科目ナンバリングとは 

科目ナンバリングとは、武蔵大学で開講している科目に番号付けを行い、科目の分野、履修可能年次、履修順序な

どを表したものです。授業を履修するにあたり、その科目がどのような水準か、どのような順番で科目を選択すればいい

かを判断する手助けになります。 

 

■武蔵大学におけるナンバリングコードの構造 

 

 

 

① 専門分野コード 

科目の分野を表すアルファベット 3 文字 

コード 専門分野名 コード 専門分野名 コード 専門分野名 

ACC 会計学 EUS ヨーロッパ研究 IRL 国際関係学 

AMS アメリカ研究 FOL 民俗学  ISC 情報科学 

ANT 人類学 FRS フランス研究 JPS 日本研究 

ARE 地域研究  GEA 総合科目 A 群 KOS 韓国研究 

ART 芸術・美学 GEB 総合科目 B 群 LED 言語教育 

AST アジア研究 GEC 総合科目 C 群 LIT 文学 

BAS 英語圏研究 GED 総合科目 D 群 LNG 言語学 

BRS イギリス研究 GEE 総合科目 E 群 MCC メディアコミュニケーション学 

CHS 中国研究 GEF 総合科目 F 群 OTH その他  

CRO 学部横断科目 GES ドイツ研究 PHI 哲学・思想  

CTP 学芸員共通科目 GLS グローバル研究 PSY 心理学 

ECO 経済学 GSS ジェンダー・セクシュアリティ研究 REL 宗教学 

ENV 環境学 HST 歴史学 SOC 社会学 

EDU 教育学 IAS イスラム研究 STA 統計学 

 

 

 

 

 

 

② 履修年次コード 

０  履修年次を特に指定しない科目 

１  初級、入門的・導入的位置づけの科目（大学 1 年次相当） 

２  中級、発展的・応用的内容を扱う科目（大学 2 年次相当） 

３  上級、実践的・専門的に高度な内容を扱う科目（大学 3 年次相当） 

４  学士課程で学修する最終段階の水準の科目（大学 4 年次相当） 

５  修士課程レベル 

６  博士課程レベル 

 

コード 専門分野名 コード 専門分野名 コード 専門分野名

ACC 会計学 GEB 総合科目B群 LJA 外国語（日本語）

AMS アメリカ研究 GEC 総合科目C群 LKO 外国語（韓国語・朝鮮語）

ANT 人類学 GED 総合科目D群 LNG 言語学

ARE 地域研究 GEE 総合科目E群 LRU 外国語（ロシア語）

ART 芸術・美学 GEF 総合科目F群 LSP 外国語（スペイン語）

AST アジア研究 GES ドイツ研究 MAN 経営学

BAS 英語圏研究 GLS グローバル研究 MCC メディアコミュニケーション学

BRS イギリス研究 GSS ジェンダー・セクシュアリティ研究 MIS 経営情報学

CHS 中国研究 HST 歴史学 OTH その他

COM コミュニケーション・スタディーズ IAS イスラーム研究 PHI 哲学・思想

CRO 学部横断科目 IRL 国際関係学 POL 政治学

CST カルチュラル・スタディーズ ISC 情報科学 PSY 心理学

CTP 学芸員共通科目 JPS 日本研究 REL 宗教学

ECO 経済学 KOS 韓国研究 SEM ゼミナール※

EDU 教育学 LCH 外国語（中国語） SOC 社会学

ENV 環境学 LED 言語教育 SPE 金融スペシャリスト

EUS ヨーロッパ研究 LEN 外国語（英語） STA 統計学

FIN ファイナンス LFR 外国語（フランス語） TCP 教職共通科目

FOL 民俗学 LGE 外国語（ドイツ語） THE 卒業研究

FRS フランス研究 LIA 外国語（イタリア語）

GEA 総合科目A群 LIT 文学

※ゼミナール科目は授業の内容や位置づけにより、「SEM」ではなく専門分野コードが付与されている場合があります。
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③ 授業種類番号 

１ ゼミ、演習 

２ 講義 

（ただし、社会学部は２…「理論」、３…「展開」、４…「方法」、５…「特講」） 

６ 実習、実技、実践、実験 
 

④ 授業番号 
 

⑤ シリアル番号 

 特定の授業について、履修順序が定められている場合に付与 

 
４ 試験 

① 試験は春学期末または秋学期末に、各授業科目について筆記試験、研究報告または口述試験の形式で行います。 
② 各授業科目の試験方法は、担当教員がその都度定めるところによります。 

 
５ 成績評価 

履修科目の認定は、授業科目ごとに評価が行われ、成績と単位が与えられます。基準は以下の通りです。 
（1）大学院科目、学位論文 

大学院科目 

学位論文 

経済学研究科 

修士論文および課題研究論文 

人文科学研究科 

修士論文および特定課題研究 

評価 評点 合否 内容 評価 評点 合否 内容 評価 評点 合否 内容 

A 100～80 合格 
到達目標を

十分に達成

できている

優れた成績 
A 100～80 合格 

到達目標を

十分に達成

できている

優れた成績 
A 100～80 合格 

到達目標を

十分に達成

できている

優れた成績 

B 79～70 合格 
到達目標を

達成できて

いる成績 
B 79～70 合格 

到達目標を

達成できて

いる成績 
B 79～70 合格 

到達目標を

達成できて

いる成績 

C 69～60 合格 
到達目標を

最低限達成

できている

成績 
C 69～60 合格 

到達目標を

最低限達成

できている

成績 
C 69～60 合格 

到達目標を

最低限達成

できている

成績 

D 59 以下 不合格 
到達目標を

達成できて

いない成績 
D 59 以下 不合格 

到達目標を

達成できて

いない成績 
D 59 以下 不合格 

到達目標を

達成できて

いない成績 

/ 評価 
対象外 不合格             

N・Z 単位 
認定科目 合格 （別表参照）         

 
留学、編・転入学などによって本学以外の教育機関で修得した単位を本学卒業必要単位として認定を受け

る際には、以下の基準によって評価されます。 
評価 内容 

N 他大学で修得した単位の認定（協定留学・認定留学・入学前）等 
Z 他大学等で修得した単位の認定（再入学・学士入学・転入学・編入学） 

 

（2）学部科目 

S(100～90 点)、A(89～80 点)、B(79～70 点)、C(69～60 点)、D(59 点以下)、／(評価対象外)とし、 
S、A、B、C は合格、D、／は不合格とする。 

 

（3）成績問い合わせ 

不合格科目に疑問や異議がある場合は、指定された期間内（春学期成績については9月上旬頃、秋学期成績

については3月上旬頃）に教務課に成績問い合わせをしてください。事情を調べ、その結果を連絡します。
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６ 特別聴講学生制度 
特別聴講学生制度は、本学大学院に在籍している学生が研究上の必要から、本学大学院と協定を締結した他大学

大学院の授業を聴講できる制度です。現在、本学大学院において全ての専攻で特別聴講学生の協定を締結していま

す。なお、専攻によって協定校が異なります。また、他大学大学院での聴講の際、大学院によっては聴講料が発生しま

すので、詳細は教務課で確認してください。 

[協定校 （2026 年 3 月現在）] 

●経済学研究科 

学習院大学大学院経済学研究科・経営学研究科、成蹊大学大学院経済学研究科・経営学研究科、成城大学

大学院経済学研究科、上智大学大学院経済学研究科 

●人文科学研究科 

※成蹊大学大学院文学研究科、成城大学大学院文学研究科との単位互換 

※社会学分野の単位互換（社会学専攻のみ） 

 茨城大学大学院人文社会科学研究科、大妻女子大学大学院人間文化研究科現代社会研究専攻、駒澤大学

大学院人文科学研究科社会学専攻、駒澤大学大学院グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻、埼

玉大学大学院人文社会科学研究科文化環境専攻、埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科、成蹊大学

大学院文学研究科社会文化論専攻、専修大学大学院文学研究科社会学専攻、創価大学大学院文学研究科

社会学専攻、大正大学大学院人間学研究科人間科学専攻、千葉大学大学院人文公共学府人文科学専攻、中

央大学大学院文学研究科社会学専攻・社会情報学専攻、都留文科大学大学院文学研究科社会学地域社会

研究専攻、東洋大学大学院社会学研究科、常磐大学大学院人間科学研究科、日本大学大学院新聞学研究科、

日本女子大学大学院人間社会研究科現代社会論専攻、法政大学大学院社会学研究科社会学専攻、明治学

院大学大学院社会学研究科社会学専攻、明治大学大学院政治経済学研究科政治学専攻、明治大学大学院

文学研究科臨床人間学専攻、立教大学大学院社会学研究科社会学専攻、立正大学大学院文学研究科社会

学専攻、流通経済大学大学院社会学研究科社会学専攻 

 ※フランス語フランス文学専攻の単位互換（欧米文化専攻のみ） 

 青山学院大学大学院文学研究科フランス文学・語学専攻、学習院大学大学院人文科学研究科フランス文学

専攻、上智大学大学院文学研究科フランス文学専攻、白百合女子大学大学院文学研究科フランス語フランス

文学専攻、獨協大学大学院外国語学研究科フランス語学専攻、明治大学大学院文学研究科仏文学専攻、明

治学院大学大学院文学研究科フランス文学専攻 

(1) 手続方法 

① 教務課で配布する所定の届出用紙に必要事項を記入し、指導教授の承認印を押印の上、必要な手続を行いま

す。 

② 協定校のシラバスと時間割は、教務課で閲覧することができます。 

(2) 単位認定 

  博士前期課程においては、14 単位を限度として修了必要単位に算入することができます。ただし、他専攻科目、

他研究科科目等の修得単位をあわせて 14 単位です。各研究科によって認められる単位数が異なるため、詳細は

各研究科ページの「授業科目の履修についての留意点」を参照のこと。 

(3) 申込期間 

  ガイダンス時に配布する資料を参照してください。
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学      籍 

 
１ 学籍番号および学生証 

（1） 学籍番号 

学籍番号は各学生固有の番号です。諸手続等の際にはこの番号が必要となります。正確に覚えるようにし

てください。学籍番号は本学入学時に交付する学生証に記載してあります。 

 

（2） 学生証（大学図書館および情報・メディア教育センター等の利用カードを兼ねる） 

学生証は本学学生としての身分を証明するものです。登学の際には必ず携帯してください。本学教職員か

ら学生証の呈示を求められた場合は、必ず応じなければなりません。学生証を携帯していない場合、証明書

の発行を受けられない、大学の施設を利用できない等の不都合が起こります。学生証の紛失、盗難にあった

場合は、至急教務課に申し出て、再発行の手続をしてください（再発行手続は有料です）。 

 

２ 退学 

(1) 退学を届け出る場合 

進路変更や、一身上の都合による退学を届け出ることができます。所定の用紙（教務課配布）に必要事項

を記入して学生証を添えて教務課へ提出してください（本人印、保証人印が必要）。退学を届け出る場合は、

授業料等を納入していなければなりません。手続等の詳細については教務課に問い合わせてください。 

 
(2) 退学を命じる場合 

以下の項目に該当した者に対しては本人の意思に関係なく退学を命じます。 

①在学年限（前期課程 4 年※、後期課程 6 年）を超える者（大学院学則第 30 条および第 31 条第 2 項および第 3

項） 

※長期履修学生制度適用の学生については、修業年限（4 年又は 3 年）に 1 年を加えた年限 

②休学期間終了の時点で復学の手続を行わなかった者（大学学則第 35 条第 2 項） 

③授業料等を納入しなかった者（大学院学則第 44 条の 2、大学学則第 42 条） 

・春学期納付分を 7 月末日時点で未納の場合は、前年度 3 月 31 日に遡及して退学 

・秋学期納付分を 1 月末日時点で未納の場合は、今年度 9 月 30 日に遡及して退学 

 
３ 休学、復学 

(1) 休学 

病気、海外渡航（私費留学）や、一身上の都合により当該学期の欠席が 2 ヶ月以上継続することが予想さ

れる場合は休学を届け出ることができます。所定の用紙（教務課配布）に必要事項を記入して教務課へ提出

してください（本人印、保証人印が必要）。病気・怪我による休学の場合は医師の診断書が必要です。また、

海外渡航の場合は海外渡航届（所定用紙）を別途、学生生活課に提出してください。休学は当該年度につい

てのみ届け出るもので、その翌年度も継続して休学する場合は、改めて休学の届け出に関する手続きをしな

ければなりません。 
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〈注意事項〉 

①  休学期間は 1 学期又は 1 年です。その期間は在学期間に数えることができません。なお、休学期間は通

算して前期課程は 2 年（4 学期）、後期課程は 3 年（6 学期）を超えることができません。 

②  休学期間の授業料は不要ですが、維持費は金額の 2 分の 1 を納入しなければなりません（大学院学則第

43 条の 3）。維持費を納入しないまま放置すると退学となります（大学院学則第 44 条の 2）。 

③  許可された休学期間より早く学業に復帰することが可能になった場合は、休学の取り消しを届け出るこ

とができます。これに伴い、授業料・維持費についても、休学取り消し期間の全額を納入しなければなり

ません。手続等の詳細については教務課に問い合わせてください。 

④  届け出る期限は原則として、春学期または 1 年間の休学の場合は 5 月末日、秋学期休学の場合は 11 月

末日までです。 

※  休学期間が終了する段階で「復学」、「休学（継続）」、「退学」のいずれかの手続をとらなければなりませ

ん。この手続をしないまま放置しておくと退学となります（大学学則第 35 条第 2 項）。 

 
(2) 復学 

休学期間終了後に学業に復帰しようとする場合は、復学を届け出なければなりません。所定の用紙(教務課配布)

に必要事項を記入して教務課へ提出してください（本人印、保証人印が必要）。なお、病気により休学してい

た場合は復学可能の旨が記載された医師の診断書を添付してください。手続等の詳細については教務課に問

い合わせてください。 

 
４ 留学 

留学（協定留学および認定留学） 

留学には、武蔵大学と協定を結んでいる大学等へ留学する協定留学と、各自で留学先を探し、単位等の認定

を申請する認定留学に分けられます。留学に関しては、グローバル教育センターが窓口になりますので、詳細

はグローバル教育センターに問い合わせてください。なお、留学を開始する年度の始め（4 月）に履修登録に

ついて教務課にて必ず確認をしてください。 

また、留学期間中に修得した授業科目の単位について単位認定面談を行うため、留学が終了し、帰国したら

速やかに教務課へ来室し手続きを行ってください。この手続きをしないまま放置しておくと、履修登録、授業

への出席等ができないなどの不利益が生じることがあるので注意してください。 

 

５ その他の関連手続 

（1） 氏名変更の場合 

本人の氏名変更（改氏名、旧姓使用）は、戸籍抄本を添付のうえ教務課に届け出る必要があります。届け

出には所定用紙（教務課配布）を使用してください（本人印、保証人印が必要）。 

 

（2） 保証人を変更した場合 

保証人の変更があった場合は、学生生活課に届け出る必要があります。3S の「個人情報」＞「学籍情報変

更申請」＞「保証人情報変更」から手続きをしてください。 
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（3） 現住所を変更した場合 

本人あるいは保証人の現住所を変更（住居表示変更も含む）した場合は、学生生活課に届け出る必要があ

ります。3S の「個人情報」＞「学籍情報変更申請」から手続きをしてください。 

 

（4） 海外に渡航する場合 

海外に渡航する場合は学生生活課に届け出る必要があります。届け出には所定用紙（学生生活課配布）を

使用してください。 
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各 種 案 内 
 

１ 掲示（教務に関すること） 

 
 
 
 
 
 

２ 休講 

(1) 授業担当者のやむをえない事由による休講 

病気や学会出席等のやむをえない事由により授業担当者が出講できない場合、休講の措置をとります。この場合は、3S
掲示にてその旨を連絡します。緊急の場合は教務課の職員が直接教室へ出向き、休講である旨を口頭で連絡します。教

務課では誤解等を起こさないようにするため、教室の黒板に休講の連絡を書く（板書）、教室の入り口にメモを貼るといった

ことは原則として行いません。 
また、授業開始時刻から 30 分以上経過しても授業担当者が教室へ来ない場合は、教務課へ問い合わせてください。教

務課で状況を確認した上で、授業の扱いについて指示します。 
(2) 交通機関の運休による休講 

交通機関の事故・ストライキ、台風・地震等自然災害による交通機関の運休が発生した場合、以下の基準により休講の

措置を取ります。本学では、できる限り授業を実施するということを基本方針としていますので、あらかじめ承知しておいてく

ださい。但し、下記基準によらず休講を決定する場合があります。 
 

対象路線と状況 
JR 山手線、西武池袋線、西武有楽町線、都営大江戸線の 4 路線すべて全面運休となっ

た場合 
 

午前 6 時までにすべて運転再開された場合 平常どおり実施 

午前 10 時までにすべて運転再開された場合 3 時限より授業を実施 

正午までにすべて運転再開された場合 4 時限より授業を実施 
 
(3) 台風や大雪などにともなう休講 

台風や大雪などにより警報が発せられた場合、次の基準により休講措置をとります。本学では、できる限り授業を実施す

るということを基本方針としていますので、あらかじめ承知しておいてください。但し、気象状況により下記基準によらず休講

を決定する場合があります。ただし、オンライン授業（ライブ配信型、オンデマンド型、対面授業での一部オンライン授業回）

については、この措置を適用せず、授業を実施します。対面授業でオンライン授業実施回になっているかどうかはシラバス

で確認してください。 
 

警報について 練馬区、板橋区、豊島区、新宿区、中野区、杉並区いずれかの区に特別警報、暴

風警報、大雪警報のいずれかが発令された場合 
 

※「警報」と「注意報」は異なります。「注意報」では休講措置はとりませんので注意してください。 
午前 6 時までにすべて解除された場合 平常どおり実施 

午前 10 時までにすべて解除された場合 3 時限より授業を実施 

正午までにすべて解除された場合 4 時限より授業を実施 

 
メディアで報道された気象庁発表の気象警報により判断します。なお、警報の発令状況は、Web で「気象庁の気象警

報・注意報情報（練馬区、板橋区、豊島区、新宿区、中野区、杉並区）」を参照してください。 

・ 気象庁（気象警報、注意報）：https://www.jma.go.jp/bosai/warning/  
ただし、天候悪化等により公共交通機関に大きな乱れが生じることが予想される場合は、授業担当者の判断により対面

授業をオンライン授業に切り替えて実施する場合があります。その場合は、前日16時までにオンライン授業への切り替えを

3S にて周知しますので、3S を確認してください。 
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メディアで報道された気象庁発表の気象警報により判断します。なお、警報の発令状況は、Web で「気象庁の気象警

報・注意報情報（練馬区、板橋区、豊島区、新宿区、中野区、杉並区）」を参照してください。 

・ 気象庁（気象警報、注意報）：https://www.jma.go.jp/bosai/warning/  
ただし、天候悪化等により公共交通機関に大きな乱れが生じることが予想される場合は、授業担当者の判断により対面

授業をオンライン授業に切り替えて実施する場合があります。その場合は、前日16時までにオンライン授業への切り替えを

3S にて周知しますので、3S を確認してください。 

大学院生に対する教務上の連絡事項は全て、３S にてお知らせします。３Sに掲示した内容については、全て皆さんが確 
認したものとして扱うので、留意してください。また、用件に応じて大学メールアドレス（s＋学籍番号 ）や３S 
に登録されている個人メールアドレスに連絡することもあります。内容に疑問がある場合は、教務課へ問い合わせてください。

なお、電話やメールによる問い合わせは誤解を生じやすいので、原則として緊急以外は対応しません。教務課窓口で問

い合わせてください。
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３ 出席停止措置 

学校感染症に罹患した場合、またはその疑いのあるときは、学校保健安全法により大学が出席停止を命じる場合がある

ので、速やかに大学保健室に相談し、指示を受けてください。出席停止期間中は欠席扱いとはせず学生の不利益になら

ないよう、各授業担当者に対して対応を依頼することができます。対応を依頼するにあたっては、出席停止証明書を出席

停止期間終了後 7 日以内(閉室日は除く)に大学保健室に提出することが必須となります。提出された出席停止証明書に

大学保健室より確認印が押印されますので、出席停止証明書を根拠として学生自身から授業担当者へ対応を依頼してく

ださい。ただし、出席停止証明書が出席停止期間終了後 7 日以内に提出されない場合は、出席停止として認められない

場合があります。罹患してからの流れは、次項及び大学 Web サイトの「学校感染症の取扱い」を参照してください。また、出

席停止中の配布資料、提出物等については授業担当者の指示を受けてください。 
なお、出席停止期間が 2 ヶ月以上になる場合は休学が命じられる場合があります。 

＜注意事項＞ 

① 出席停止期間中の各授業の欠席に関する事前連絡は、自分で 3S の Q&A 機能等を使って授業担当者に伝えてくださ

い。対面授業の場合は友人等を経由して各授業担当者に伝えることもできます。また、授業担当者が専任教員の場合

は、メールで連絡をすることもできます。公開されているオフィスアワーを確認し、連絡を取ってください。 

② 出席停止期間中であるが症状が軽度であり自宅学習が可能な場合等は、出席停止証明書が発行される前に、授業担

当者に対し、暫定措置として配慮を依頼することもできます。暫定措置としての配慮を依頼した場合、大学保健室から

出席停止証明書を交付され次第、授業担当者に提出してください。 

③ オンライン授業の場合も、重篤な症状で授業を欠席した場合は、対面授業と同様の扱いとする。出席停止証明書が必

要な場合は、以下の手続きをおこなってください。なお、軽症の場合は、自宅からのオンライン参加に限り授業の参加

を認めます。 

 

◆◆手手続続ききかからら対対応応依依頼頼ままででのの流流れれ 

医療機関を受診、学校感染症と診断される。 

↓↓  

感染症報告フォーム（大学 Web サイト内）から罹患報告する。  

↓↓  

医療機関が記載した出席停止証明書※を取得する。  

↓↓  

出席停止期間終了後 7日以内に出席停止証明書を大学保健室へ提出し、確認印を得る。 

↓↓ 

出席停止証明書を根拠に、授業担当者に対応を依頼する。 

※本学書式（大学 Web サイト「学校感染症の取扱い」内）、もしくは医療機関書式。ただし、医療機関書式には、出席停止

期間の開始日と終了日が明記されていること。 
 
【学校感染症】 
学校保健安全法施行規則第 18 条 

種 別 感 染 症 名 

第 1 種 

感染症 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄

炎（ポリオ）、ジフテリア、鳥インフルエンザ（H5N1 型）、重症急性呼吸器症候群（SARS コロナウウィルスに限

る）、中東呼吸器症候群 (MERS コロナウィルスに限る) 

第 2 種 

感染症 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（H5N1 型）除く）、百日咳、麻しん（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふくか

ぜ）、風しん、水痘（みずぼうそう）、咽頭結膜熱（プール熱）、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウィルス

感染症 

第 3 種 

感染症 
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 

 
ななおお、、最最新新のの情情報報はは、、大大学学 WWeebb ササイイトト「「学学校校感感染染症症のの取取扱扱いい」」をを参参照照ししててくくだだささいい。。  
hhttttppss::////wwwwww..mmuussaasshhii..aacc..jjpp//ccaammppuusslliiffee//oorrgg//iinnffiirrmmaarryy//ddiisseeaassee..hhttmmll  

 
【学校感染症に関する問い合わせ】 
大学保健室（開室時間：平日 9：00～16：40） 
hoken@musashi.ac.jp 
03-5984-3726 
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４ 大学院生研究費 

 大学院生研究費は、大学院生の研究活動を助成することを目的に、年度毎に各人に支給されます（30,000 円を

上限とする）。主な支出対象は、研究用図書費、研究用消耗品費、会費、学会・研究旅費、サーバーアクセス権料、

研究用コピー代などです。支出手続等詳細は、ガイダンス・3S で確認してください。 

（取扱窓口・大学庶務課） 

 

５ 大学院生調査費等補助制度 

大学院生調査費等補助とは、大学院生が研究のために国内外で調査を実施する場合及び学会において発表を行う場

合に、交通費等を補助する制度です。補助の範囲は、1 件あたり国内は 30,000 円、国外は 60,000 円を上限とします（認

可制）。 
補助の詳細は、ガイダンス・3S で確認してください。（取扱窓口・大学庶務課） 

 
６ 大学院院生室の利用 

(1) 研究活動に使用することを目的としているので、常に整理整頓に努めてください。 

(2) 利用できるのは、原則として建物が開放されている日の 7 時～ 21 時 50 分です。大学の入学試験等により使

用できなくなる場合があります。その際は、メール等により連絡をするので注意してください。 

(3) 備品類および所持品の管理については、各自で責任を持ってください。 

(4) 最終退室者は、消灯・戸締り等を充分確認してください。 

(5) 備品の調達やその他、院生室に関する質問については、大学庶務課まで問い合わせてください。 

 
７ 授業料等納付金について 

(1) 授業料等納付金は所定の期限までに納付しなければなりません。授業料および維持費は年額または学期ご

とに納付できます。なお、学会費は春学期納付となります。 

(2) 納付用紙（授業料等納付金振込依頼書）は、4 月上旬に経理課より送付します。 

※納付期限：年額または春学期分･･･4 月末日、秋学期分･･･10 月末日 

(3) 延納制度について 

経済的な理由等、正当な理由があり、授業料等納付金を納付期限までに納付することが困難と認められた

場合、納付期限を延長することができます。保証人連署をもって、各学期の納付期限までに学長宛延納願

を提出し、許可を受けてください。但し、延納期限は原則として１ヶ月です。 

学長が特別の事情があると認めた場合には、春学期分については当該年度の７月末日、秋学期分について

は当該年度の１月末日を限度とし、１ヶ月ごとに延納期限を延長することができます。手続きについては、

学生生活課に問い合わせてください。 

(4) 「博士論文提出のための標準修業年限超過学生」の学費減免について 

以下の条件を満たす、「博士論文提出のための標準修業年限超過学生」については、学費が減免となります。（※） 

①本学大学院の博士後期課程に 3 年以上在学した者 

②所定の修了必要単位を修得した者 

③学位論文の提出及び最終試験のために引き続き在学しようとする者 

希望する場合は、3 月に 3S 掲示の内容を確認の上、申請手続きをしてください。 

※減免後の学費： 

2015～2023 年度入学生･･･授業料の 2 分の 1 と維持費の 2 分の 1 300,000 円（年間） 

2024 年度以降入学生･･･授業料の 2 分の 1 と維持費の 2 分の 1 310,000 円（年間） 
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（注意）学会費は正規学生と同様に徴収します。 

(5) 所定の期日内に納入しない場合は、警告の上、学則により退学となります。 

 

８ 奨学金 

取扱い窓口は、学生生活課です。 

奨学金に関する最新情報は、10 号館 1 階の奨学金掲示板や３Ｓ、その他のお知らせで確認してください。 

質問・相談は、緊急の場合を除き直接窓口でお願いします。 

 
９ 学割（学生旅客運賃割引証）および通学定期乗車券 

(1) 学割は学生が学術研究、実習、帰省等にあたり、文部科学省から交付をうけているものです。片道 100km

を超えて乗車する場合に普通乗車運賃が割引となります。有効期間は発効日より 3 ヶ月です。 

発行場所：学割証発行機（8 号館 1 階コリドール学割証発行ブース） 

(2) 通学定期乗車券は学生証と通学定期乗車券発行控を提示し購入します。ただし、3 社以上の路線やバス等

を利用する場合は通学証明書が必要となります。通学定期乗車券発行控および通学証明書の発行は学生生

活課で行っています。 

 
10 遺失物・拾得物・盗難 

学生証は教務課で、これ以外の拾得物は学生生活課で 3 ヶ月間保管されます。ただし、衛生面の問題から、弁当は当

日中に廃棄し、水筒は 1 ヶ月間の保管となります。遺失物を拾得した場合は各担当窓口まで届けてください。なお、盗難に

あった場合は、速やかに学生生活課に被害届を提出するとともに、最寄りの警察署に「被害届」を提出してください。 

 

11 人を対象とする研究 

武蔵大学では「人を対象とする研究」＊ を実施する場合は、関連規程に基づき、事前に倫理審査委員会の審査を受ける

ことができます。 

大学院生による研究は、原則として、指導教授が申請者となり、大学院生本人は研究実施者として申請することになりま

す。ただし、学会報告、論文投稿等を伴う研究を実施する場合は大学院生本人が申請者となることも可能です。 

詳しくは大学ホームページ（TOP＞大学案内＞武蔵の研究＞人を対象とする研究倫理）または研究支援課までお問い

合わせください。 

 
＊「人を対象とする研究」とは、人文社会科学、自然科学等の調査及び実験をいい、個人又は集団を対象に、その行動、心身若しくは

環境等に関する情報を収集し、又はデータ等を採取する作業を含む。 
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武 蔵 大 学 大 学 院 学 則 (抄) 

昭 和 44年 ４ 月 １ 日 施 行 

2023年 10月 26日最終改正 

第１章 総則 

第１条 武蔵大学大学院（以下「本大学院」という。）は、武蔵大学（以下「本大学」という。）の建学の精神に

基づき、知と実践の融合を旨とし、学士課程教育における専門的教養を基盤とした学術の理論及び応用を教授

研究し、高度な専門性が求められる研究職及び高度職業人としての学識と能力を養い、世界的な視野から文化

と社会の進展と調和に寄与することを目的とする。 

２ 本大学院は、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的について研究科ごとに定める。 

第１条の２ 本大学院は、前条の目的を達成し、教育研究の向上を図るため、教育研究活動等の状況について自

ら点検・評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 自己点検・評価の項目、実施に関する組織及び運営等については別に定める。 

第２条 本大学院に、次の研究科及び課程をおく。 

  経済学研究科 

   経済・経営・ファイナンス専攻 博士前期課程・博士後期課程 

  人文科学研究科 

   欧米文化専攻 博士前期課程・博士後期課程 

   日本文化専攻 博士前期課程・博士後期課程 

   社会学専攻 博士前期課程・博士後期課程 

２ 前項の経済学研究科経済・経営・ファイナンス専攻博士後期課程は、大学院設置基準第14条に基づき教育方

法の特例（昼夜開講制）による教育を行う。 

第３条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な

業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

２ 博士課程は、標準修業年限を５年とし、前期２年を博士前期課程（以下「修士課程」という。）、後期３年を

博士後期課程と称し、所定の単位及び博士の学位論文並びに最終試験を課する。 

第４条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の

専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

２ 修士課程は、標準修業年限を２年とし、所定の単位及び修士の学位論文並びに最終試験を課する。 

３ 前項の規定にかかわらず、別に定める長期履修学生制度の適用を受ける場合の修業年限は次のとおりとする。 

  長期履修学生制度の適用を受ける学生の場合 ４年又は３年 

第５条 本大学院の学生定員は、次のとおりとする。 

 

 
研究科 専攻 

修士課程 博士後期課程 

 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

 経済学研究科 経済・経営・ファイナンス専攻 10 20 ５ 15 

 人文科学研究科 欧米文化専攻 ８ 16 ４ 12 

 人文科学研究科 日本文化専攻 ８ 16 ４ 12 

 人文科学研究科 社会学専攻 ８ 16 ４ 12 
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第６条 削除 

第２章 教員組織 

第７条 本大学院の教員には、本大学の教授を充て、必要ある場合に准教授、講師、助教を充てることができる。 

第７条の２ 各研究科は、教員の適切な役割分担および連携体制を確保し、組織的な教育が行われるように特に

留意するものとする。 

第３章 運営組織 

第８条 各研究科に教授会を置き、研究科委員会と称する。 

２ 研究科委員会の構成員は、武蔵大学教授会規程に定める。 

３ 研究科に委員長を置き、当該研究科委員会構成員の教授のうちから選出する。ただし、学部長の兼任を妨げ

ない。 

４ 委員長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、委員長の指名した教授がこ

れに代わる。 

５ 委員長は、学長の総督を受け、学長を補佐し、研究科の校務をつかさどる。 

６ 委員長の任期は２年とし、重任を妨げない。 

第９条 研究科委員会は、学長が掲げる次の教育、研究に関する重要事項について審議し、学長が決定を行うに

当たり、意見を述べるものとする。 

(１) 学生の入学及び課程の修了に関する事項 

(２) 学位の授与及び学位論文に関する事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育、研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要

なものと学長が別に定めた事項 

第９条の２ 本大学院に武蔵大学学則（以下「本大学学則」という。）第９条の２に定める全学教授会を置く。 

第９条の３ 本大学院に本大学学則第８条に定める大学協議会を置く。 

第10条 削除 

第11条 削除 

第４章 教育課程 

第11条の２ 各研究科は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作

成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、各研究科は、専攻分野に関する高度の専門知識及び能力を修得させるととも

に、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

第12条 各研究科の授業科目及び単位数は、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

２ 授業科目の必修及び選択の区分並びに履修方法等については、本学則によるほか、別に定めるところによる。 

３ 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及び研究指導の計画を予

め明示するものとする。 

第13条 修士課程においては、所要の授業科目について30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けるものとす

る。 
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２ 博士後期課程においては、指導教員１名及び副指導教員２名以内を選び、必要な研究指導を受けなければな

らない。 

第14条 修士課程においては、本大学院において教育上有益と認めたときに、次の各号に掲げる科目について合

計15単位を超えない範囲で前条第１項に規定する単位とすることができる。 

(１) 本大学院の同一研究科における他専攻科目 

(２) 本大学院の他研究科における他専攻科目 

(３) 研究科委員会において認めた他大学院開講科目 

２ 修士課程においては、本大学院において教育上有益と認めたときに、学生が本大学院に入学する前に大学院

（本大学院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位を、 前項に規定する単位とは別に、15単

位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

３ 前２項に定める単位数は、合計して20単位を超えることはできない。 

４ 第１項及び第２項に定める単位数については、各研究科において前３項に定める範囲内で上限を設けること

がある。上限については、別に定める。 

第15条 修士課程においては、在学期間中に学位論文を提出し、かつ、最終試験を受けなければならない。 

第16条 博士後期課程においては、在学期間中に学位論文を提出し、かつ、最終試験を受けるものとする。 

第17条 修士及び博士の学位論文は、学長に提出するものとする。 

第５章 課程の修了及び学位の授与 

第18条 履修した各授業科目の合否は、筆記試験若しくは口答試験又は研究報告によって決定する。各授業科目の

成績評価は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階をもって表示し、Ａ、Ｂ、Ｃを合格、Ｄを不合格とする。ただし、学部科目

の成績評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階をもって表示 し、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格、Ｄを不合格とする。 

２ 各研究科は、学習の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準を予め明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

第19条 学位論文及び最終試験に関しては、学長の諮問を受け研究科委員会が、審査委員会を作り、その報告に

基づいて審議し、その合否を学長が決定する。 

第20条 本大学院において、修士課程に２年以上在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受け、学位論

文の審査及び最終試験に合格した者及び博士課程に５年（本大学院の修士課程に２年以上在学し、当該課程を

修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学し、所定の単位を修得し、必要な

研究指導を受け、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対しては、その課程に応じて修士又は博士の学

位を授与する。 

２ 前条及び前項の修士課程の学位論文は、特定の課題についての研究成果をもって、代えることができる。 

３ 第１項にかかわらず、本大学院の修士課程を修了する者で次に掲げるものの在学期間に関しては、本大学院

において必要と認めたときに、次に定める年数で足りるものとする。 

(１) 修士課程においては、次のいずれかに掲げる者は、１年以上在学すれば足りるものとする。 

ア 優れた業績を上げた者 

イ 第14条第２項の規定を適用された者のうち、本大学院に１年間在学したとみなされた者 

(２) 博士課程においては、優れた研究業績を上げた者については、３年（修士課程に２年以上在学し、当該

課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとす
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る。 

(３) 第１号の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者は、博士課程において、修士課程における

在学期間に３年を加えた期間以上在学すれば足りるものとする。ただし、優れた研究業績を上げた者につ

いては、３年（修士課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

４ 第１項にかかわらず、本大学院の修士課程を経ないで博士後期課程に入学した者の在学期間に関しては、３

年（専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）第18条第１項の法科大学院の課程を修了した者に

あっては２年）以上在学すれば足りるものとする。ただし、優れた研究業績を上げた者については、１年（標

準修業年限を１年以上２年未満の修士課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては、３年から当該１年以

上２年未満の期間を減じた期間とし、優れた業績を上げて１年以上の在学期間をもって修士課程を修了した者

にあっては、３年から当該課程における在学期間（２年を限度とする。）を減じた期間とする。）以上在学すれ

ば足りるものとする。 

５ 第１項の定めのうち、本大学院博士後期課程において３年以上在学し、所定の修了必要単位を修得した者で、

学位論文の提出及び最終試験のために引き続き在学しようとする者（「博士論文提出のための標準修業年限超過

学生」という。）の学費等については別に定める。 

第21条 本大学において授与する修士の学位は、次のとおりとする。 

 
 経済学研究科 修士（経済学） 

 人文科学研究科 修士（人文学） 

   修士（社会学） 

第22条 本大学において授与する博士の学位は、次のとおりとする。 

 
 経済学研究科 博士（経済学） 

 人文科学研究科 博士（人文学） 

   博士（社会学） 

第23条 本大学院の博士課程を経ない者又は博士課程に５年以上在学し、所定の単位を修得したのち退学した者

でも、別に定めるところにより、博士の学位論文を提出し、その審査及び試験に合格し、専攻学術に関し、本

大学院の博士課程を終えて学位を授与される者と同様に広い学識を有することを確認された者に対しては、所

定の学位を授与する。 

第６章 入学、休学、退学、転学及び再入学 

第24条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 大学を卒業した者並びに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

(２) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

(３) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

育における16年の課程を修了した者 

(４) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(５) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの

に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(６) 文部科学大臣の指定した者 
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(７) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた

成績をもって修得したものと本大学院が認めた者 

(８) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で、22歳に達したもの 

第25条 修士課程の入学志願者は、入学願書に所定の書類を添えて提出しなければならない。 

第26条 修士課程の入学志願者に対しては、学力試験を行い、所定の調査書等を総合して、入学者を決定する。 

第27条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 修士の学位又は専門職学位（学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位

（以下「専門職学位」という。））を得た者 

(２) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(３) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相

当する学位を授与された者 

(４) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学

位に相当する学位を授与された者 

(５) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年法律第

72 号）第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

（以下「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(６) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第

16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があ

ると認められた者 

(７) 文部科学大臣の指定した者 

(８) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学

力があると認めた者で、24 歳に達したもの 

第28条 博士後期課程の入学志願者に対する選考方法は、本大学院における修士の学位を取得した者については、

その修士課程における学業成績及び修士の学位論文その他研究科委員会が定める方法による。 

２ その他の志願者については、研究科委員会において適宜定めるものとする。 

第29条 博士後期課程の入学志願者は、入学願書に所定の書類を添えて提出しなければならない。 

第30条 修士課程に４年、博士後期課程に６年を超えて在学することはできない。 

２ 前項の規定にかかわらず、修士課程の長期履修学生制度適用の学生の在学年限は第４条第３項に規定する修

業年限に１年を加えた年限とする。 

第31条 入学の時期、休学、退学及び転学については、次項及び第３項に定めるもののほか、本大学学則の規定

を準用する。 

２ 休学期間は、通算して修士課程においては２年、博士後期課程においては３年を超えることができない。た

だし、特別の事情があるときは、研究科委員会の議を経て、休学期間を延長することができる。 

３ 休学期間は、標準修業期間に算入しない。ただし、２ケ月に達しない場合は、正規の休学が成立しないもの

としてさかのぼって休学を取り消す。 

第 32 条 再入学を志願するとき及び他の大学院から転学を志願するときは、選考の上許可することがある。 

２ 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学年数の認定は、研究科委員会において審議し、
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学長が行うものとする。 

第７章 科目等履修生・特別聴講学生・研究生 

第33条 本大学院は、修士課程に限り、定員に余裕がある場合は、選考の上科目等履修生として許可することが

ある。 

２ 科目等履修生は、当該科目につき、試験を受けることができる。 

第34条 本大学院は、当該研究科と他大学大学院との協議に基づき、他の大学院の学生で本大学院の授業科目を

履修する者を特別聴講学生として受け入れることができる。 

２ 特別聴講学生については別に定める。 

第35条 修士の学位を取得した後、なお本大学院においてひきつづき研究を希望する者については、定員に余裕

がある場合は選考の上研究生として受け入れることがある。 

第36条 本大学院は官公庁又は外国政府その他の機関の委託により、特定の教授につき研究指導を希望する者が

ある場合には、選考の上研究生として入学を許可することがある。 

第37条 科目等履修生・研究生に関する規則は、これを別に定める。 

第38条 特別の規定のない限り、本学則を、科目等履修生・特別聴講学生・研究生にも準用する。 

第８章 賞罰 

第39条 賞罰については、本大学学則の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは「研究科委員

会」と読み替える。 

第９章 入学検定料、入学金、授業料及び維持費 

第40条 入学検定料は35,000円とする。 

第41条 本大学院の入学金、授業料及び維持費は次表のとおりとする。 

 

（博士前期課程） 

入学金 150,000円 
 

区分 春学期 秋学期 年額 

授業料 260,000円 260,000円 520,000円 

維持費 70,000円 70,000円 140,000円 
 

（博士後期課程） 

入学金 150,000円 
  

区分 春学期 秋学期 年額 

授業料 240,000円 240,000円 480,000円 

維持費 70,000円 70,000円 140,000円 

 

２ 授業料等納付金に関して、納付期限等の必要な事項は別に定める。 

第42条 削除 

第43条 削除 
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第43条の２ 第４条第３項に規定する長期履修学生制度適用の学生の授業料及び維持費については、第41条に規

定するそれぞれの年額に所定の標準修業年限を乗じ、許可された修業年限で除した額とする。 

第43条の３ 休学期間の授業料は徴収しない。ただし、維持費は、第41条に規定する金額の２分の１を納付しな

ければならない。 

第44条 削除 

第44条の２ 授業料等納付金の納付を怠り、警告を受けてもなお納付しない者は退学とする。 

第10章 学年、学期及び休業日 

第45条 学年、学期及び休業日については、本大学学則の規定を準用する。 

第11章 教職課程 

第46条 教育職員の免許状を得ようとする者は、第13条に定める単位を修得し、更に第20条に定める期間在学し、

かつ教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位を修得しなければならない。 

２ 本大学院の研究科において取得できる免許状は、次のとおりである。 

 

 研究科 専攻名 取得できる免許状の種類 免許教科 

 
経済学研究科 

経済・経営・ファイナン

ス専攻 

高等学校教諭専修免許状 公民・商業 

 中学校教諭専修免許状 社会 

 

人文科学研究科 

欧米文化専攻 高等学校教諭専修免許状 地理歴史・英語 

 中学校教諭専修免許状 社会・英語 

 日本文化専攻 高等学校教諭専修免許状 国語・地理歴史 

 中学校教諭専修免許状 国語・社会 

 社会学専攻 高等学校教諭専修免許状 公民 

 中学校教諭専修免許状 社会 

 

３ 前各項に定めるもののほか、教職課程の履修については、別に定める武蔵大学教職課程規則による。 

第12章 国際交流 

第47条 修学及び研究の上で有益と認められる場合は、本大学院の学生が外国の大学及び大学院に相当する高等

教育機関（以下「大学等」という。）並びに研究機関への留学を許可することができる。 

２ 前項による留学は、本学における学籍上の扱いを在学のままとすることができる。 

３ 大学等に留学し、修得した単位は、本学則第14条第１項に規定する15単位を限度として認定することができ

る。 

４ 本大学院の学生の国外留学については、別にこれを定める。 

第48条 外国人留学生の取扱いについては、別にこれを定める。 

第49条 国際学術交流については、別にこれを定める。 

第13章 改廃 

第50条 この学則の改廃は、理事会が行う。 
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附 則 

 この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成28年５月26日から施行し、平成28年４月１日に遡って適用する。 

附 則 

 この学則は、平成31年４月１日から施行する。ただし、第46条第２項及び第３項については、平成31年度入学

生から適用し、平成30年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、2021年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、2022年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、2023年４月１日から施行する。ただし、第46条第２項については、2023年度入学生から適用し、

2022年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、2024年４月１日から施行する。 

２ 第41条については、2024年度入学生から適用し、2023年度以前の入学生については、なお従前の例による。 
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武蔵大学大学院経済学研究科規則 

 

平成25年６月13日制定 

2022年６月16日最終改正 

（趣旨） 

第１条 武蔵大学大学院経済学研究科（以下「本研究科」という。）に関する事項は、武蔵大学大学院学則（以下

「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（教育研究上の目的及び人材養成に関する目的） 

第２条 本研究科は、大学の教育の基本目標に基づき、経済理論、経済史、応用経済、経営、経営情報、会計、

ファイナンスに関する高度な専門知識・研究能力の獲得と、専門性の高い職業に就き得る知識と思考力の涵養

を教育研究の目的とするとともに、あわせて経済社会の安定と発展に貢献し得る有為な人材を養成することを

目的とする。 

（授業科目及び単位数並びに研究指導） 

第３条 本研究科における授業科目及び単位数は、大学院学則に定める。 

２ 本研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法、内容並びに１年間の授業及び研究指導の計画を、予

め明示するものとする。 

（指導教授） 

第４条 本研究科は、各学生について指導教授を定める。 

（履修手続き） 

第５条 学生は、履修すべき授業科目の選択について、指導教授の指導を受けなければならない。 

２ 学生は、履修しようとする授業科目を、履修登録しなければならない。 

３ 履修登録をしていない授業科目の履修は認めない。 

（修得単位数） 

第６条 本研究科博士前期課程の学生は、次の各号に掲げる単位を含め、30 単位以上修得し、必要な研究指導を

受けなければならない。 

(１) 研究者コース 

(２) 高度職業人コース 

２ 本研究科博士後期課程の学生は、本研究科博士後期課程の授業科目から合計 20 単位以上修得し、必要な研究

指導を受けなければならない。 

（単位の認定） 

第７条 授業科目履修の認定は、履修登録がなされている授業科目につき、講義等についての出席時間数が十分

であると認めた者について、筆記試験若しくは口述試験又は研究報告等により、当該授業科目担当教員が行う

ものとし、合格者に所定の単位を学長が与える。 

２ 前項の単位の認定を行う時期は、学年末又は学期末とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りで

ない。 

（成績評価） 

第８条 授業科目の成績評価は、上位よりＡ（100～80 点）、Ｂ（79～70 点）、Ｃ（69～60 点）、Ｄ（59 点以下）

の４段階をもって表示し、Ａ、Ｂ、Ｃを合格、Ｄを不合格とする。 
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（学位論文等の提出） 

第９条 学生は、修士論文若しくは課題研究論文又は博士論文を、指導教授の承認を得て、所定の期日までに提

出しなければならない。 

２ 修士論文又は課題研究論文の提出資格は、次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。 

(１) 当該年度において修業年限が２年以上に達すること。ただし、大学院学則第 20 条第 3項第 1号の適用を

受ける者については 1年以上に達すること。 

(２) 所定の修了要件をすべて修得見込みであること。 

(３) 修了要件のうち、16 単位以上を修得済みであること。 

３ 第１項に規定する博士論文の提出資格は、当該年度において所定の修業年限を充足し、所定の単位をすべて

修得する見込みのあるものとする。 

（学位論文の審査及び最終試験） 

第 10 条 修士論文及び博士論文の審査、最終試験等については、武蔵大学学位規則の定めるところによる。 

（雑則） 

第 11 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は経済学研究科委員会及び大学協議会の審議を経て、学長が

決定する。 

（所管） 

第 12 条 この規則に関する所管部署は、大学庶務課とする。 

（改廃） 

第 13 条 この規則の改廃は、経済学研究科委員会及び大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規則は、平成 25 年６月 13 日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2020 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2022 年６月 16 日から施行する。 
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武蔵大学大学院人文科学研究科規則 

  

平成19年３月23日制定 

2020年11月19日最終改正 

（趣旨） 

第１条 武蔵大学大学院人文科学研究科（以下「本研究科」という。）に関する事項は、武蔵大学大学院学則（以

下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（教育研究上の目的及び人材養成に関する目的） 

第２条 本研究科は、大学の教育の基本目標に基づき、専攻分野に関する高度の専門知識及び能力を修得させ、

関連分野を横断する学際的素養を培うことを教育研究上の目的とし、国内外において、卓越した学識をもって

教育研究機関で活動する研究者や文化と社会の発展に貢献し得る職業人を育てることを人材養成の目的とする。 

（授業科目及び単位数並びに研究指導） 

第３条 本研究科における授業科目及び単位数は、大学院学則に定める。 

２ 本研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法、内容並びに１年間の授業及び研究指導の計画を、予

め明示するものとする。 

（指導教授及び副指導教授） 

第４条 本研究科は、各学生について指導教授を定める。 

２ 指導教授は、当該学生が所属する専攻の教授とする。ただし、学生の専門分野に関する考慮又は研究指導上

の特別の理由がある場合は、この限りでない。 

３ 次の各号に掲げる場合には、副指導教授を定める。 

(１) 特任教授を指導教授とするとき。 

(２) 研究科委員長が必要と認めたとき。 

（履修手続き） 

第５条 学生は、履修すべき授業科目の選択について、指導教授の指導を受けなければならない。 

２ 学生は、履修しようとする授業科目を、履修登録しなければならない。 

３ 履修登録をしていない授業科目の履修は認めない。 

（修得単位数） 

第６条 本研究科博士前期課程の学生は、次の各号に掲げる単位を含め、30 単位以上修得し、必要な研究指導を

受けなければならない。 

(１) 研究指導演習（専門研究コース） 

(２) 指導教授担当の演習科目（キャリアアップコース、生涯学習コース） 

２ 本研究科博士後期課程の学生は、特別演習を含め、12 単位以上修得し、必要な研究指導を受けなければなら

ない。 

（単位の認定） 

第７条 授業科目履修の認定は、履修登録がなされている授業科目につき、講義等についての出席時間数が十分

であると認めた者について、筆記試験若しくは口述試験又は研究報告等により、当該授業科目担当教員が行う

ものとし、合格者に所定の単位を学長が与える。 

２ 前項の単位の認定を行う時期は、学年末又は学期末とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りで

ない。 
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（成績評価） 

第８条 授業科目の成績評価は、上位よりＡ（100～80 点）、Ｂ（79～70 点）、Ｃ（69～60 点）、Ｄ（59 点以下）

の４段階をもって表示し、Ａ、Ｂ、Ｃを合格、Ｄを不合格とする。 

（学位論文等の提出） 

第９条 学生は、修士論文若しくは特定の課題についての研究成果又は博士論文を、指導教授の承認を得て、所

定の期日までに提出しなければならない。 

２ 修士論文又は特定の課題についての研究成果の提出資格は、次の各号に定める要件をすべて満たすものとす

る。 

(１) 当該年度において修業年限が２年以上に達すること（早期修了制度対象者は除く） 

(２) 所定の修了要件をすべて修得見込みであること 

(３) 修了要件のうち、16 単位以上を修得済みであること（早期修了制度対象者は除く） 

３ 第１項に規定する博士論文の提出資格は、当該年度において所定の修業年限を充足し、所定の単位をすべて

修得する見込みのあるものとする。 

（学位論文の審査及び最終試験） 

第 10 条 修士論文及び特定の課題についての研究成果並びに博士論文の審査、最終試験等については、武蔵大学

学位規則の定めるところによる。 

（雑則） 

第 11 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は人文科学研究科委員会及び大学協議会の審議を経て、学長

が行う。 

（所管） 

第 12 条 この規則に関する所管部署は、大学庶務課とする。 

（改廃） 

第 13 条 この規則の改廃は、人文科学研究科委員会及び大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規則は、平成 25 年６月 13 日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、2021 年４月１日から施行する。 
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武 蔵 大 学 学 位 規 則 

 
昭和 44 年 4 月 1 日施行 

2021 年 12 月 16 日最終改正 

 
 (目的) 

第1条 この規則は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 104 条第 1 項及び第 2 項並びに学位規則（昭和 28

年文部省令第９号）平成 3 年文部省令第 27 号学規則に基づき、武蔵大学（以下「本学」という。）が授与する学

位について必要な事項を定めるものとする。 

 (学位) 

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、及び博士とし、次に従い専攻分野の名称を付記する。 

(1) 学士 
学 部 学 科 学 位 

 
経 済 学 部 

 

経 済 学 科 
経 営 学 科 
金 融 学 科 

 
学士（経 済） 

 
 

人 文 学 部 
 

英 語 英 米 文 化 学 科 
ヨ ー ロ ッ パ 文 化 学 科 
日本・東アジア文化学科 

 
学士（人文学） 

 

社 会 学 部 社 会 学 科 
メ デ ィ ア 社 会 学 科 学士（社会学） 

(2) 修士、博士 

研究科 専攻 課程 学位 

経済学研究科 経済・経営・ファイナンス専攻 
博士前期課程 修士（経済学） 

博士後期課程 博士（経済学） 

人文科学研究科 

欧米文化専攻 
博士前期課程 修士（人文学） 

博士後期課程 博士（人文学） 

日本文化専攻 
博士前期課程 修士（人文学） 

博士後期課程 博士（人文学） 

社会学専攻 
博士前期課程 修士（社会学） 

博士後期課程 博士（社会学） 

 (学位授与の要件) 

第3条 学士の学位は、武蔵大学学則の定めるところにより、学部の所定の課程を修了し、卒業した者に授与する。 

2 修士の学位は、武蔵大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）の定めるところにより、博士前期課程を

修了した者に授与する。 

3 博士の学位は、大学院学則の定めるところにより、博士後期課程を修了した者に授与する。 

4 前項に定めるもののほか、博士の学位は、武蔵大学大学院（以下「本大学院」という。）の博士後期課程を経

ない者又は本大学院博士後期課程に 3 年以上在学し、所定の単位を修得したのち退学した者でも、博士の学位

論文を提出してその審査及び試験に合格し、かつ、専攻学術に関し本大学院の博士後期課程の教育課程を終え

て学位を授与される者と同様に広い学識を有することを確認された場合には、授与することができる。 

 (学位論文の提出) 

第4条 修士及び博士の学位の授与に係る論文（以下「学位論文」という。）は、大学院学則の定めるところによ

り、学長に提出するものとする。 

2 本大学院の博士後期課程にある者が、博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書、論文目録、論文の要

　　　（趣旨）

第１条　この規則は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）並びに武蔵大学学則及び武蔵大学大学院学則の定める

ところにより、武蔵大学（以下「本学」という。）が授与する学位について、必要な事項を定める。

　　　（学位）

第２条　本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とし、次に従い専攻分野の名称を付記する。

（1）　学士

学　部 学　科 学　位

　 経 済 学 科 　

経　済　学　部 経 営 学 科 学士（経　済）

　 金 融 学 科 　

　 英 語 英 米 文 化 学 科 　

人　文　学　部 ヨ ー ロ ッ パ 文 化 学 科 学士（人文学）

　 日本・東アジア文化学科 　

社　会　学　部
社 会 学 科

学士（社会学）
メ デ ィ ア 社 会 学 科

国際教養学部
国際教養学科（経済経営学専攻） 学士（経済経営学）

国際教養学科（グローバルスタディーズ専攻） 学士（グローバルスタディーズ）

（2）　修士、博士

研究科 専攻 課程 学位

経済学研究科 経済・経営・ファイナンス専攻
博士前期課程 修士（経済学）

博士後期課程 博士（経済学）

人文科学研究科

欧米文化専攻
博士前期課程 修士（人文学）

博士後期課程 博士（人文学）

日本文化専攻
博士前期課程 修士（人文学）

博士後期課程 博士（人文学）

社会学専攻
博士前期課程 修士（社会学）

博士後期課程 博士（社会学）

　　　（学位授与の要件）

第３条　学士の学位は、武蔵大学学則の定めるところにより、学部の所定の課程を修了し、卒業した者に授与する。

２　修士の学位は、武蔵大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）の定めるところにより、博士前期課

程を修了した者に授与する。

３　博士の学位は、大学院学則の定めるところにより、博士後期課程を修了した者に授与する。

４　前項に定めるもののほか、博士の学位は、武蔵大学大学院（以下「本大学院」という。）の博士後期課程

を経ない者又は本大学院の博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得したのち退学した者でも、博

士の学位論文を提出してその審査及び試験に合格し、かつ専攻学術に関し本大学院の博士後期課程の教育課

程を終えて学位を授与される者と同様に広い学識を有することを確認された場合には、授与することができ

る。

　　　（学位論文の提出）

第４条　本大学院の博士前期課程にある者が、修士の学位の授与を申請するときは、論文要旨を添えて、学位論

文（大学院学則第20条第２項の規定による特定の課題についての研究成果を含む。）を学長に提出するものと

する。
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２　本大学院の博士後期課程にある者が、博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書、論文目録、論文

の要旨及び履歴書を添えて、学位論文を学長に提出するものとする。

３　本大学院の博士後期課程を経ない者又は博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得したのち退学し

た者が、博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書、論文目録、論文の要旨、履歴書及び論文審査手数

料を添えて、学位論文を学長に提出するものとする。

４　前項の論文審査手数料の額は10万円とする。ただし、本学出身者及び専任教職員は、５万円とする。

５　第１項から第３項までに規定する学位論文及び論文審査手数料は、返還しない。

　　　（学位論文）

第５条　前条の規定により提出する主論文は一篇とし、所定の部数を提出するものとする。ただし、参考として

他の論文を添付することができる。

２　審査のため必要があるときは、研究科委員会及び審査委員会は、参考論文、論文の訳文等の審査資料を提出

させることができる。

（学位論文の審査付託）

第６条　学長は、第４条第１項から第３項までに規定する学位論文を受理したときは、研究科委員会にその論文

の審査を付託する。

　　　（審査委員会）

第７条　前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会は、学位論文関連科目担当の教員３名以上

からなる審査委員会を設ける。

２　審査委員会は審査のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、研究科委員会の議を経て、

同項による審査委員のほか、同項に定める教員以外の者を審査委員会に加えることができる。

　　　（学位論文の審査及び試験）

第８条　審査委員会は、論文の審査及び試験を行う。

２　試験は、学位論文、それに関連ある科目について口頭又は筆答によって行う。

３　審査委員会は、論文の審査の結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、試験を行わない。

４　第４条第３項による審査の場合は、第２項のほかに、専攻学術に関し、本大学院博士後期課程において所定

の単位を修得して学位を授与された者と同様の学力を有することを確認しなければならない。

５　審査委員会は、前項の規定にかかわらず、学位の授与を申請する者の経歴及び提出論文以外の業績を審査し

て試問の全部又は一部を行う必要がないと認めるときは、研究科委員会の承認を得て、その経歴及び業績の審

査をもって試問の全部又は一部に代えることができる。

　　　（審査期間）

第９条　審査委員会は、修士の学位については、学位申請を受理した学年度末までに、博士の学位については、

申請受理後１か年以内に、それぞれ論文の審査及び試験を終了しなければならない。

　　　（審査委員会の報告）

第10条　審査委員会は、論文の審査並びに試験を終了したときは、直ちに論文の内容の要旨、論文審査の結果の

要旨及び試験の結果の要旨に学位授与の可否の意見を添え、研究科委員会に文書で報告しなければならない。

ただし、修士の学位については、以上の手続きのうち論文の内容の要旨、論文審査の結果の要旨及び試験の結

果の要旨は、省略することができる。

２　審査委員会は、第８条第３項の規定に従って試験を行わなかった場合は、その旨を研究科委員会に文書で報

告しなければならない。

─ 113─



　　　（研究科委員会の審議）

第11条　研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、第３条第２項及び第３項によるものについては、大学

院学則の定めるところにより、それぞれ課程の修了の可否、第３条第４項によるものについては、その論文及

び試験の合否について議決をする。

２　前項の議決は、武蔵大学教授会規程第５条第２号ただし書による投票により、投票総数の３分の２以上の賛

成をもって決するものとする。

　　　（研究科委員会の報告）

第12条　研究科委員会が前条の議決をしたときは、研究科委員長は、論文とともに論文の内容の要旨、論文審査

の結果の要旨及び試験の結果の要旨に学位授与の可否の意見を添え、文書で学長に報告しなければならない。

ただし、修士の学位論文については、論文の内容の要旨、論文審査の結果の要旨及び試験の結果の要旨は省略

することができる。

　　　（学位の授与）

第13条　学長は、学部長からの卒業資格認定の報告及び前条の研究科委員長からの報告に基づいて、学位を授与

すべき者には所定の学位記を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知する。

　　　（学位論文の要旨等の公表）

第14条　本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から３か月以内にその学位論文の内容の要旨

及び審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。

　　　（学位論文の公表）

第15条　博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１か年以内に、その学位論文の全文を公表しな

ければならない。ただし、既に公表したときは、この限りでない。

２　前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を

得て、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学

は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用に

より行うものとする。

４　第１項又は第２項の規定により学位論文の全文又はその要約を公表する場合は、「武蔵大学審査学位論文」

である旨を明記しなければならない。

　　　（学位授与の取消し）

第16条　学位を授与された者が、その名誉を汚す行為をしたとき、又は不正の方法により学位の授与を受けた事

実が判明したときは、学長は、学士の学位については教授会、修士及び博士の学位については研究科委員会の

審議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつその旨を公表する。

２　前項の議決をする場合は、第11条第２項を準用する。

　　　（登録）

第17条　本学において博士の学位を授与したときは、学長は学位簿に登録し、当該学位を授与した日から３か月

以内に学位授与報告書（別紙様式）を文部科学大臣に提出する。

　　　（学位記及び申請書類の様式）

第18条　学位記及び学位申請関係書類の様式は、別表のとおりとする。

　　　（所管）

第19条　この規則に関する所管部署は、教務課とする。

　　　（改廃）

第20条　この規則の改廃は、教授会及び大学協議会の審議を経て、学長が行う。
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附　則

１　この規則は、平成28年４月１日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず、本大学院の博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得したのち平成27年

度末以前に退学した者については、なお従前の例による。

附　則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

附　則

この規則は、2021年４月１日から施行する。

附　則

この規則は、2022年４月１日から施行する。
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別表第 1（第 18 条関係） 

 第 3 条第 1 項の規定による学位記の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 3（第 18 条関係） 

 第 3 条第 3 項の規定による学位記の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 2（第 18 条関係） 

 第 3 条第 2 項の規定による学位記の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 4（第 18 条関係） 

 第 3 条第 4 項の規定による学位記の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第  号 

学 位 記 

 

   氏 名 

     年 月 日生 

 

      学 部      学 科 

所 定 の 課 程 を 修 め 本 学 を 

卒 業 し た の で 学 士 （    ） の 

学 位 を 授 与 す る 

 

    年 月 日 

 

 武蔵大学  学部長      印 

 武 蔵 大 学 長   印 

     第  号 

学 位 記 

 

   氏 名 

     年 月 日生 

 

 本 大 学 院       研 究 科 

    専 攻 の 博 士 課 程 を 

修了したので博士（    ）の 

学 位 を 授 与 す る 

 

    年 月 日 

 武蔵大学大学院 

    研究科委員長      印 

 武 蔵 大 学 長   印 

     第  号 

学 位 記 

 

   氏 名 

     年 月 日生 

 

本 大 学 院       研 究 科 

    専 攻 の 修 士 課 程 を 

修 了 し た の で 修 士 （    ） の 

学 位 を 授 与 す る 

 

    年 月 日 

 武蔵大学大学院 

    研究科委員長      印 

 武 蔵 大 学 長   印 

     第  号 

学 位 記 

 

   氏 名 

     年 月 日生 

 

本 大 学 に 学 位 論 文 を 提 出 し 

所 定 の 審 査 お よ び 試 験 に 

合 格 し た の で 博 士 （    ） の 

学 位 を 授 与 す る 

 

    年 月 日 

 武蔵大学大学院 

    研究科委員長      印 

 武 蔵 大 学 長   印 
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別表第 5（第 18 条関係）学位申請関係書類の様式 

 （1）第 4 条の規定による学位申請書の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 学位申請書は 2 通、論文は正副あわせて

所定の部数（参考論文についても同様）、

論文要旨は所定の部数（４千字以内）、履

歴書は 2 通を提出すること。 

（2）学位申請書添付書類の様式 

   論文目録の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 (1)論文目録は 2 通提出すること。 

  (2)論文題目が外国語の場合には、和訳を付記す

 ること。 

  (3)参考論文が 2 種類以上あるときは、列記する

 こと。 

  (4)論文がまだ公表されていないときは、そ

 の予定を記載すること。 

 

学位申請書  

      年 月 日  

 

 武蔵大学長 殿 

   氏 名     印 

 

貴学学位規則第 4 条第 2 項（第 3 項）の規定に

より論文に論文要旨、履歴書（および論文審査

手数料金     円）を添え博士（    ） 

の学位の授与を申請いたします。 

論 文 目 録 

 論 文 

1. 題目 

2. 公表の方法及び時期 

3. 冊数 

 参考論文 

1. 題目 

2. 公表の方法及び時期 

3. 冊数 

      年 月 日 

           学位申請者 

    氏名    印 
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（
昭
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年
文
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省

令
第

9
号
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に

よ
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武蔵大学大学院長期履修学生制度に関する規程 

 

平成18年２月23日制定 

2023年11月28日一部改正 

（趣旨） 

第１条 この規程は、武蔵大学大学院学則（以下「学則」という。）第４条第３項に基づき、長期履修学生制度に

関し、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程において、各用語の定義は 次の各号に定めるところによる。 

(1) 長期履修学生制度とは、博士前期課程において、職業を有している等の事情により、学則第４条第

２項に定める標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に履修し課程を修了することを認める

制度をいう。 

(2) 長期履修学生とは、前号に定める制度の適用をうける者をいう。 

(3) 在籍とは、武蔵大学大学院に学籍を有していることをいう。なお、在籍期間には、休学及び停学の期間

も含まれる。 

（修業年限・在学年限） 

第３条 長期履修学生の修業年限は学則第４条第３項の定めによる。 

２ 長期履修学生として許可された修業年限は、原則として変更することはできない。ただし、やむを得ない事

情によって必要が生じた場合、１回に限り修業年限の変更を申請することができる。 

３ 長期履修学生の在学年限は、学則第30条第２項の定めによる。 

（申請資格・申請手続き） 

第４条 長期履修学生制度に申請することができる者は、職業を有している等の事情にあるものとする。 

２ 長期履修学生制度への申請を希望する入学志願者は、本大学院が行う入学試験の出願時までに、必要な書類

をもって願い出なければならない。 

３ 長期履修学生制度への申請を希望する在学生は、在籍１年目の１月末日までに、必要な書類をもって願い出

なければならない。 

（長期履修学生の修業年限の変更） 

第５条 第３条第２項による修業年限の変更を申請する長期履修学生は、修業年限変更願及び本大学院が必要と

認める書類を提出しなければならない。 

２ 前項により修業年限の延長を申請する長期履修学生は、在籍２年目の１月末日までに願い出なければならな

い。 

３ 第１項により修業年限の短縮を申請する長期履修学生は、短縮後に最終年次となる年度の前年度１月末日ま

でに願い出なければならない。 

（許可） 

第６条 長期履修学生の許可は、研究科委員会の審議を経て、学長が決定する。 

（教育方法） 

第７条 長期履修学生に対する教育方法については、研究科委員会の審議を経て学長が定める。 

（授業料等納付金） 

第８条 長期履修学生の授業料及び維持費（以下「授業料等」という。）は学則第43条の２の定めによる。 

２ 第３条第２項による修業年限の変更が認められた長期履修学生の、変更後の、授業料等の年額は、授業料等

の年額に所定の標準修業年限を乗じた額から、変更前に納付した授業料等の額を差し引いた額を、残りの修業
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年限で除した額とする。 

３ 長期履修学生が休学する場合は、第１項の規定にかかわらず、学則第43条の３に定める額とする。 

４ 長期履修学生が許可された修業年限を超え在学した場合の授業料等の年額は、学則第43条の２に定める額と

する。 

（雑則） 

第９条 長期履修学生制度の運用に必要な事項は、学則及びこの規程に定めるもののほか、研究科委員会の審議

を経て、学長が定める。 

（所管） 

第10条 この規程に関する所管部署は、教務課とする。 

（改廃） 

第11条 この規程の改廃は、大学協議会の審議を経て、常任理事会が行う。 

附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成30年１月18日から施行する。 

２ 平成29年度における、改正後の第４条第３項及び第５条に定める願い出の期日は、別に定めることができる。 

附 則 

この規程は、2023年11月28日から施行する。 
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武蔵大学大学院学生国外留学規程 

 

平成 2 年 11 月 20 日制定 

2022 年 3 月 4 日最終改正 

（趣旨） 

第1条 この規程は、武蔵大学大学院学則（以下「学則」という。）第47条第4項に基づき、武蔵大学（以下

「本学」という。）大学院学生の国外への留学（以下「留学」という。）に関し、必要な事項を定める。 

（留学の定義） 

第2条 この規程で留学とは、本学の大学院に在学する学生が、修学及び研究上の必要により、国外の大学

及び大学院に相当する高等教育機関（以下「大学等」という。）並びに研究機関への留学を大学グローバ

ル教育センター（以下「センター」という。）の審議を経て学長が認めた次の各号のいずれかに該当する

ものをいう。 

(1) 国外の大学等及び研究機関との協定に基づく留学（以下これを「協定留学」といい、これによる留

学生を「協定留学生」という。） 

(2) 本学が認定した国外の大学等及び研究機関への留学（以下これを「認定留学」といい、これによる

留学生を「認定留学生」という。） 

（留学の対象となる大学等及び研究機関） 

第3条 留学の対象となる国外の大学等及び研究機関は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 学士又は学位の授与権をもつ大学等のうち、本学と協定を結んだもの及び本学が認定したものとす

る。 

(2) 研究機関のうち、本学と協定を結んだもの及び本学が認定したものとする。 

2 前項の協定又は認定は、大学グローバル教育センター長（以下「センター長」という。）の承認及び大学

協議会の審議を経て、学長が行う。  

（大学等及び研究機関との協定の内容） 

第4条 第2条第1号に掲げる協定には、次の各号の事項を定めなければならない。 

(1) 協定期間 

(2) 交換又は受入れについて依頼の条件 

(3) 履修可能な授業科目の範囲（研究機関の場合は除く。） 

(4) 交換又は受入れ学生数 

(5) 学費及び納入方法 

(6) 奨学金制度の有無 

(7) その他協定の実施に必要な事項 

（留学の資格） 

第5条 留学できるものは、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。 

(1) 本学の大学院に在学している者 

(2) 留学に必要な経費を負担できる者 

（出願の手続き） 

第6条 協定留学を希望する者は、あらかじめ次の各号の書類を学長に提出しなければならない。 

(1) 本学所定の申請書類 
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(2) その他、必要とされる書類 

2 認定留学を希望する者は、あらかじめ次の各号の書類を学長に提出しなければならない。 

(1) 本学所定の申請書類 

(2) 留学先大学等及び研究機関の資料 

(3) 留学先大学等及び研究機関の入学許可書若しくは聴講許可書又は受け入れを許可する証明書 

(4) 本学の成績証明書 

(5) その他、必要とされる書類 

（留学の許可） 

第7条 留学の許可は、センター長の承認を経て、学長が与える。 

（留学許可後の手続） 

第8条 留学を許可された者は、本学が指定する各種オリエンテーションに出席し、本学の指示に従わなけ

ればならない。 

（留学期間） 

第9条 留学期間は、1年間を原則とする。ただし、6か月未満のものについては別にこれを定める。 

2 修学及び研究の上で特に必要と認められる場合は、願い出により、更に1年間延長することができる。 

3 留学の延長を希望する者は、原則として留学期間終了の3か月前までに、留学期間延長願を学長に提出し

なければならない。 

4 学長は、センター長の承認を経て、留学期間の延長を許可する。 

（留学中の学籍） 

第10条 前条の留学期間は、留学期間中の1年を限り、学則第3条第2項又は第4条第2項に定める在学期間と

みなす。 

（留学終了の手続き） 

第11条 協定留学生及び認定留学生は、留学先における授業が終了した日から1か月以内に、次の各号の書

類を学長に提出するものとする。 

(1) 本学所定の帰国届 

(2) 本学所定の留学報告書 

(3) 本学所定の単位認定願 

(4) 成績及び修得単位が明記されている証明書。ただし、制度上前記の証明書が発行されない場合は、

研究実績を証明する文書 

（修得単位の取扱い） 

第12条 留学期間中に修得した授業科目の単位又は単位に相当する研究実績は、研究科委員会の審査により

15単位を限度として、学長が本学で修得すべき授業科目として認定する。 

（履修手続きの取扱い） 

第13条 学年暦の差異によって生ずる履修手続き上の取扱いについては、在学する大学院の研究科委員会の

定めるところによる。 

（留学許可の取消し） 

第14条 学長は、次の各号に該当する協定留学生及び認定留学生について、学生が留学している国外の大学

等及び研究機関の長と協議し、センター長の承認を経て、留学の許可を取り消し、すでに渡航している場

合は帰国を命じることができる。 
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(1) 修学又は研究の実があがらないと認められる者 

(2) 学則の定める義務に反した者 

(3) 学生査証が認められない者 

(4) 第8条の定める義務に反した者 

(5) その他、本学学生としての本分に反した者 

（奨学金） 

第15条 協定留学生及び認定留学生には、留学生奨学金を貸与又は給付することができる。 

2 留学生奨学金については、別にこれを定める。 

（所管） 

第16条 この規程に関する所管部署は、国際交流室とする。 

（改廃） 

第17条 この規程の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

1 この規程は、平成28年4月14日から施行する。 

2 改正後の第6条第2項第3号については、平成28年4月1日に遡って適用する。 

3 改正後の第16条については、平成27年10月1日に遡って適用する。 

附 則 

この規程は、2019年12月12日から施行する。 

附 則 

この規程は、2022年4月1日から施行する。 
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武 蔵 大 学 大 学 院 科 目 等 履 修 生 規 則 

 
 

平成 10 年 2 月 24 日制定 
平成 28 年１月 28 日最終改正 

 
（趣旨） 

第1条 武蔵大学大学院学則（以下「学則」という。）第33条及び第37条の規定に基づき、科目等履修生につ

いて必要な事項を、次のとおり定める。 

（資格） 

第2条 科目等履修生を志願する者は、学則第24条に規定する資格を有する者とする。 

2 外国籍の者は、前項及び次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（1）日本語能力を有する者 

（2）英語能力を有する者 

（出願） 

第3条 科目等履修生を志願する者は、所定の期日までに出願に必要な書類をもって願い出なければならな

い。 

（許可） 

第4条 科目等履修生を志願する者があるときは、書類審査を行い、その通過者については面接を実施し、

研究科委員会の審議を経て、学長が受入れを許可する。 

（授業科目） 

第5条 科目等履修生が履修することのできる授業科目は、当該年度に開講されている博士前期課程科目の

みとする。 

（在学期間） 

第6条 科目等履修生の在学期間は１か年又は１学期とする。 

2 科目等履修生は、在学期間終了後に引き続き履修を希望する場合は、あらためて出願しなければならな

い。 

（単位） 

第7条 科目等履修生は、履修した科目について、本大学院の単位修得規定に準じて所定の単位を修得でき

る。また、本人の請求により成績証明書を交付する。 

（科目等履修生証） 

第8条 科目等履修生は、科目等履修生証の交付を受け、登学の際は携帯しなければならない。 

2 科目等履修生は、在学期間終了時に科目等履修生証を返還しなければならない。 

（検定料及び科目等履修料） 

第9条 検定料及び科目等履修料については、武蔵大学大学院授業料等に関する規程の定めるところによる。 

（準用） 

第10条 科目等履修生については、この規則に定めるほか、学則を準用する。 

（雑則） 

第11条 この規則の運用に関し必要な事項は、別に定める。 

（事務所管） 

第12条 この規則に基づく事務は、教務課が行う。 
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（改廃） 

第13条 この規則の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成28年１月28日から施行し、平成28年度志願者から適用する。 

２ この規則の施行に伴い、「武蔵大学大学院科目等履修生規則運用内規」（平成18年１月26日大学協議

会制定）は廃止する。 
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武 蔵 大 学 大 学 院 研 究 生 規 則 

 
 

昭和 57 年 3 月 25 日施行 
2021年 12月 16日最終改正 

 

（趣旨） 

第１条 武蔵大学大学院学則（以下「学則」という。）第 35 条、第 36 条及び第 37 条の規定に基づき、研究生につ

いて必要な事項を、次のとおり定める。 

（資格） 

第２条 研究生を志願する者は、学則第 27 条に規定する資格を有する者とする。ただし、学則第 36 条に規定する

者は、学則第 24 条に規定する資格を有する者とすることができる。 

2 外国籍の者は、前項及び次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（1）日本語能力を有する者 

（2）英語能力を有する者 

（出願） 

第３条 研究生を志願する者は、所定の期日までに出願に必要な書類をもって願い出なければならない。 

（許可） 

第４条 研究生を志願する者があるときは書類審査を行い、その通過者については面接を実施し、研究科委員会の審議を

経て、学長が受入れを許可する。 

（研究指導） 

第５条 研究生として受入れを許可された者は、指定された指導教授の下、定期的に登校し研究指導を受けるものとする。 

（在学期間） 

第６条 研究生の在学期間は４月１日から１か年とする。ただし、国費外国人留学生は秋学期から１学期間の在学を許可す

ることがある。 

2 研究生は、在学期間終了後に引き続き研究を希望する場合は、あらためて出願しなければならない。 

（研究生証） 

第7条 研究生は、研究生証の交付を受け、登学の際は携帯しなければならない。 

2 研究生は、在学期間終了時に研究生証を返還しなければならない。 

（検定料及び研究指導料） 

第8条 検定料及び研究指導料については、武蔵大学大学院授業料等に関する規程の定めるところによる。 

（準用） 

第９条 研究生には、この規則に定めるもののほかは、学則を準用する。 

（Visiting Research Student） 

第９条の 2 外国の大学院より委託または推薦を受けて、外国の大学院に在籍したまま本大学院にて短期間特定の教授に

つき研究指導を希望し受入れを許可された者を Visiting Research Student と称する。 

2 Visiting Research Student については別に定める。 

（雑則） 

第10条 この規則の運用に必要な事項は、別に定める。 
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（事務所管） 

第11条 この規則に関する所管部署は、教務課とする。 

（改廃） 

第12条 この規則の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規則は、平成 28 年 1 月 28 日から施行し、平成 28 年度志願者から適用する。 

附 則 

この規則は、平成 30 年 5 月 10 日から施行する。 

附 則 

この規則は、2022 年 4 月 1 日から施行する。 
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（事務所管） 

第11条 この規則に関する所管部署は、教務課とする。 

（改廃） 

第12条 この規則の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規則は、平成 28 年 1 月 28 日から施行し、平成 28 年度志願者から適用する。 

附 則 

この規則は、平成 30 年 5 月 10 日から施行する。 

附 則 

この規則は、2022 年 4 月 1 日から施行する。 
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武蔵大学大学院再入学運用規程 

 
 

平成 22 年 11 月 25 日施行 
平成 27 年１月 22 日一部改正 

（趣旨） 

第１条 この規程は武蔵大学大学院学則（以下「学則」という。）第32条に基づき、武蔵大学大学院（以下

「本大学院」という。）の再入学についての運用に関し必要な事項を定める。 

（出願資格） 

第２条 再入学を志願する資格を有する者は、本大学院を退学した者で、同一研究科同一専攻、コースに正

当な理由をもって入学を志願する者とする。 

２ 退学後に研究科専攻、コースの改編があった場合の受入専攻等は、当該研究会委員会の審議を経て学長

が決定する。 

（出願） 

第３条 再入学を志願する者は、12月終講日までに教務課に申し出て、再入学願及び再入学希望理由書（字

数指定なし、書式自由）、研究計画書（4,000字程度）を定められた日までに教務課に提出しなければ

ならない。 

（選考委員会） 

第４条 再入学の志願があった場合は、当該研究科委員会において選考委員を選出し、選考委員会を構成する。 

（選考方法） 

第５条 再入学の選考は、面接試験又はその他の方法により行う。 

（再入学許可） 

第６条 再入学の許可は、選考委員会が選考し、当該研究科委員会の審議を経て学長が決定する。 

（受入学年・年次） 

第７条 再入学を許可された者の受入学年・年次は当該研究科委員会の審議を経て学長が決定する。 

（既得修得単位の認定） 

第８条 再入学者の既修得単位は、当該研究科委員会の審議を経て学長が修了必要単位として認定すること

ができる。 

（カリキュラムの適用） 

第９条 カリキュラムは、許可された所属専攻の同学年・年次生用を適用する。 

（在学年限） 

第10条 在学年限は、退学前の在学期間を通算するものとし、学則に定められた年数を超えることはできない。 

（入学検定料、入学金及び授業料等納付金） 

第11条 入学検定料、入学金及び授業料等納付金については、武蔵大学大学院授業料等に関する規程の定め

るところによる。 

（事務所管） 

第12条 この規程に基づく事務は、教務課が行う。 

（改廃） 

第13条 この規程の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

   附 則 

この規程は平成22年11月25日から施行する。 
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   附 則（抄） 

（施行日） 

１ この規程は、平成23年10月６日から施行し、平成23年４月１日に遡り適用する。 

   附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 
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   附 則（抄） 

（施行日） 

１ この規程は、平成23年10月６日から施行し、平成23年４月１日に遡り適用する。 

   附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 
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武蔵大学大学院課程博士申請のための再入学運用規程 

 

 

平成28年７月14日制定 

2021 年 12 月 16 日最終改正 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は武蔵大学大学院学則（以下「学則」という。）第32条に基づき、武蔵大学大学院（以下「本

大学院」という。）博士後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得した後に退学した者の再入学につ

いて、必要な事項を定める。 

（出願資格） 

第２条 この規程による再入学の出願資格を有する者は、次の各号に定める要件を全て満たす者とする。 

（1）本大学院の博士後期課程に３年以上在学した者 

（2）所定の単位を修得した者 

（3）退学した翌日から３年後の応当する日（応当する日がない場合にあっては、その前日）までに再入学する者 

（4）再入学後の在学期間の残余が６か月以上ある者 

２ 経済学研究科に出願する者は、前項に加えて、別に定める論文申請受理の最少要件を満たしていなければな

らない。 

（出願） 

第３条 春学期入学を希望する者は入学希望年度の前年度の10月20日から11月20日までに、秋学期入学を希望す

る者は入学希望年度の４月１日から４月末日までに、再入学願及び学位申請予定論文を教務課に提出しな

ければならない。 

２ 前項にかかわらず、人文科学研究科に出願する者で、予備審査に合格していない者は、春学期入学を希望す

る場合は入学希望年度の前年度の９月15日から10月15日までに、秋学期入学を希望する場合は入学希望年度の

前年度の３月１日から３月末日までに、再入学願及び予備審査用論文を教務課に提出しなければならない。 

（選考委員会） 

第４条 再入学の出願があった場合は、当該研究科委員会において選考委員を選出し、選考委員会を構成する。 

（選考） 

第５条 選考委員会は、面接試験又はその他の方法により選考を行い、当該研究科委員会に報告する。 

（再入学許可） 

第６条 この規程による再入学は、退学前と同一研究科同一専攻につき１人１回に限り、３年次に入学できるも

のとし、当該研究科委員会の審議を経て学長が決定する。 

２ 退学後に研究科に改編があった場合の受入専攻等は、当該研究科委員会の審議を経て学長が決定する。 

（既得修得単位の認定） 

第７条 再入学者の既修得単位は、当該研究科委員会の審議を経て学長が修了必要単位として認定する。 

（カリキュラムの適用） 

第８条 カリキュラムは、再入学を許可された所属専攻の３年次生用を適用する。 

２ この規程による再入学者は、博士論文指導に係る科目以外を履修することはできない。 

（在学年限等） 

第９条 在学年限等、在籍に関わる年限については、退学前の期間を通算するものとし、学則に定められた年数

を超えることはできない。 
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（入学検定料、入学金及び学費） 

第10条 入学検定料、入学金及び学費については、武蔵大学大学院授業料等に関する規程の定めるところによる。 

（事務所管） 

第11条 この規程に基づく事務は、教務課が行う。 

（改廃） 

第12条 この規程の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2022年４月１日から施行する。 
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（入学検定料、入学金及び学費） 

第10条 入学検定料、入学金及び学費については、武蔵大学大学院授業料等に関する規程の定めるところによる。 

（事務所管） 

第11条 この規程に基づく事務は、教務課が行う。 

（改廃） 

第12条 この規程の改廃は、大学協議会の審議を経て、学長が行う。 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2022年４月１日から施行する。 
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武 蔵 大 学 大 学 院 授 業 料 等 に 関 す る 規 程  

 
 

平成 22 年 2 月 25 日制定 
2023 年 1 月 26 日最終改正 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、武蔵大学大学院学則（以下「学則」という。）第９章に基づく入学検定料、入学金、

授業料、維持費等に関し、必要な事項を定める。 

（学費） 

第２条 学則第41条第２項及び学則第44条の２に基づく授業料等納付金（この規程において「学費」という。）

は、授業料及び維持費をいう。 

（納付期限） 

第３条 学費は、春学期分を４月末日までに、秋学期分を10月末日までに納付するものとする。ただし、春

学期分及び秋学期分を一括で納付することもできる。この場合には、４月末日までに納付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、入学生にかかる入学金及び学費の納付期限に関しては、学長が別に定める。 

（納付告知） 

第４条 学費の振込依頼書（春学期分・秋学期分）については、４月上旬に各学生へ発送する。 

２ 前項の規定にかかわらず、発送の日から10日間が過ぎても学費振込依頼書が本人に到着しなかった場合

は、各自経理課において学費振込依頼書の再交付を受けなければならない。これを怠ったことによって学

費納付遅滞の責めを免れることはできない。 

（延納措置） 

第５条 納付期限までに納付することが困難な場合、学長は、学生の願出に基づき納付期限を１か月延長す

ることができる。 

２ 延納を希望する者は、保証人連署をもって、各学期の納付期限までに所定の延納願を学生生活課を経て

提出しなければならない。 

３ 特別の事情があると学長が認めたときは、春学期分については当該年度の７月末日、秋学期分について

は当該年度の１月末日を限度として１か月ごとに延納期限を延長することができる。 

４ 本条にかかる事務手続き等に関しては、所管部署を学生生活課として別に定める。 

（未納者に対する措置） 

第６条 学費が納付期限までに納付されない場合は、下記の措置を行う。 

  春学期 担当部署 秋学期 担当部署 

５月中旬 学費に関する督促 経理課 11月中旬 学費に関する督促 経理課 

７月上旬 学籍に関する警告 教務課 12月中旬 学籍に関する警告 教務課 

７月末日 最終未納者確定  １月末日 最終未納者確定 

９月上旬 ３月31日付遡及退学発議 教務課 ３月上旬 ９月30日付遡及退学発議 教務課 

２ 前項の最終未納者確定に関し、真にやむを得ない事情があると学長が認めたときは、春学期については

８月20日、秋学期については２月20日を限度として個別に定めることができる。 

（退学） 

第７条 前２条に規定する期限までに学費を納付しない者は、学則第44条の２に基づき退学となる。 

２ 退学を希望する者が退学の日の属する学期分までの学費を納付していない場合は、退学の際にこれを納

付しなければならない。 
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３ 死亡による退学の場合、徴収前に死亡が判明したときは、その期の学費の請求は行わないものとする。 

（再入学にかかる検定料、入学金、学費） 

第８条 再入学にかかる入学検定料は、検定を受けようとする年度の学則に定める額とする。 

２ 再入学にかかる入学金は、当該年度の入学金の４分の１の額とする。 

３ 再入学にかかる学費は、当該年次の学生と同額とする。 

（「博士論文提出のための標準修業年限超過学生」の学費） 

第８条の２ 学則第20条第５項に定める博士論文提出のための標準修業年限超過学生の学費は所定の金額

の２分の１とする。 

（休学の取扱） 

第９条 学則第43条の３に基づき、休学学期の授業料は徴収しない。維持費は、所定の金額の２分の１を納付し

なければならない。 

２ 前項において、博士論文提出のための標準修業年限超過学生が休学するときの維持費については、学則

第43条の３に規定されているとおり学則第41条に規定されている維持費の２分の１を納付しなければな

らない。 

３ 復学にかかる学費は、復学する者の入学年度の学費とする。 

第10条 削除 

（武蔵大学卒業生及び大学院修了生の特例） 

第10条の２ 武蔵大学の学部卒業生及び大学院修了生は、入学金を免除する。 

（協定に基づき受け入れる者の学費） 

第10条の３ 本学と協定を結ぶことにより受け入れる者の学費については、当該協定等に基づき取り扱う。 

（科目等履修生） 

第11条 科目等履修生の検定料は、5,000円とする。ただし、本学卒業生及び科目履修生の継続者は免除とする。 

２ 科目等履修生として許可された者は、所定の期限までに、学期科目１科目につき学則第41条第１項に定

める博士前期課程の学期授業料の10分の１にあたる科目等履修料を納付しなければならない。ただし、通

年科目の場合は、春学期分と秋学期分を一括で納付しなければならない。 

３ 大学院進学奨励学生の科目等履修料の額は15単位まで一律30,000円とする。 

（研究生） 

第12条 研究生の検定料は、5,000円とする。ただし、本学卒業生及び研究生の継続者は免除とする。 

２ 研究生として許可された者は、所定の期限までに、学則第41条第１項に定める年間授業料の３分の２に

あたる研究指導料を納付しなければならない。ただし、研究指導料の額に端数が生じる場合は、1,000円

未満を切り捨てる。 

（返還） 

第13条 既納付金は、次に掲げる各号の場合を除き返還しない。 

（１）入学許可に際して納付した授業料及び維持費については、納付した年度の３月31日までに入学を辞退

した場合には、納付した者の申請に基づき返還するものとする。 

（２）退学する者が退学の日の属する学期の翌学期以降の学費を納付していた場合は、返還することができ

る。 

（３）休学する者が休学学期の学費を納付していた場合は、第９条に基づく納付すべき額との差額を返還す

ることができる。 

（所管） 

第14条 この規程に関する所管部署は、経理課とする。 
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３ 死亡による退学の場合、徴収前に死亡が判明したときは、その期の学費の請求は行わないものとする。 

（再入学にかかる検定料、入学金、学費） 

第８条 再入学にかかる入学検定料は、検定を受けようとする年度の学則に定める額とする。 

２ 再入学にかかる入学金は、当該年度の入学金の４分の１の額とする。 

３ 再入学にかかる学費は、当該年次の学生と同額とする。 

（「博士論文提出のための標準修業年限超過学生」の学費） 

第８条の２ 学則第20条第５項に定める博士論文提出のための標準修業年限超過学生の学費は所定の金額

の２分の１とする。 

（休学の取扱） 

第９条 学則第43条の３に基づき、休学学期の授業料は徴収しない。維持費は、所定の金額の２分の１を納付し

なければならない。 

２ 前項において、博士論文提出のための標準修業年限超過学生が休学するときの維持費については、学則

第43条の３に規定されているとおり学則第41条に規定されている維持費の２分の１を納付しなければな

らない。 

３ 復学にかかる学費は、復学する者の入学年度の学費とする。 

第10条 削除 

（武蔵大学卒業生及び大学院修了生の特例） 

第10条の２ 武蔵大学の学部卒業生及び大学院修了生は、入学金を免除する。 

（協定に基づき受け入れる者の学費） 

第10条の３ 本学と協定を結ぶことにより受け入れる者の学費については、当該協定等に基づき取り扱う。 

（科目等履修生） 

第11条 科目等履修生の検定料は、5,000円とする。ただし、本学卒業生及び科目履修生の継続者は免除とする。 

２ 科目等履修生として許可された者は、所定の期限までに、学期科目１科目につき学則第41条第１項に定

める博士前期課程の学期授業料の10分の１にあたる科目等履修料を納付しなければならない。ただし、通

年科目の場合は、春学期分と秋学期分を一括で納付しなければならない。 

３ 大学院進学奨励学生の科目等履修料の額は15単位まで一律30,000円とする。 

（研究生） 

第12条 研究生の検定料は、5,000円とする。ただし、本学卒業生及び研究生の継続者は免除とする。 

２ 研究生として許可された者は、所定の期限までに、学則第41条第１項に定める年間授業料の３分の２に

あたる研究指導料を納付しなければならない。ただし、研究指導料の額に端数が生じる場合は、1,000円

未満を切り捨てる。 

（返還） 

第13条 既納付金は、次に掲げる各号の場合を除き返還しない。 

（１）入学許可に際して納付した授業料及び維持費については、納付した年度の３月31日までに入学を辞退

した場合には、納付した者の申請に基づき返還するものとする。 

（２）退学する者が退学の日の属する学期の翌学期以降の学費を納付していた場合は、返還することができ

る。 

（３）休学する者が休学学期の学費を納付していた場合は、第９条に基づく納付すべき額との差額を返還す

ることができる。 

（所管） 

第14条 この規程に関する所管部署は、経理課とする。 
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（改廃） 

第15条 この規程の改廃は、常任理事会が行う。 

附 則 

１ この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条の２については、平成26年度以前の入学生は維持費を徴収しない。 

３ 改正後の第９条の維持費の徴収については、平成26年度以前の入学生はなお従前の例による。 

附 則 

この規程は、2020年９月10日から施行する。 

附 則 

この規程は、2021年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2022年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2023年４月１日から施行する。 
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